
平 成 2 5年 8t月 2

17時 00分 - 119

航 空 会 館 大 ホ -

社会保障審議会医療部会

議 事 次 第

第 30回

○ 次回の診療報酬改定に向けた検討について①

○ 社会保障制度改革国民会議の議論の状況報告

○ 医療法等の改正について

(配布資料)

資料 1 平成 26年度診療報酬改定のスケジュール (莱)

資料2 中央社会保険医療協議会等における議論の状況

資料3-1 前回の医療部会での主な議論 ･意見

資料3-2 荒井委員提出資料 (第29回社会保障審議会医療部会)

資料3-3 医療法等の改正概要

荒井委員提出資料
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平成24年度診療報酬改定のスケジュール

平成 18年度～平成 24年度診療報酬改定の基本方針

平成24年度診療報酬改定の概要

平成24年度診療報酬改定に当たっての中央社会保険医療協議会の附帯

意見

平成25年8月 1日 医療保険部会資料 (医療保険部会における議論)

第 16回社会保障制度改革国民会議に提出した社会保障審議会医療部会

に係る資料

平成25年8月 2日 第 19回社会保障制度改革国民会議資料

医療法等改正法案参考資料



■第30回社会保障審議会医療部会

平成25年8月2日(金)

17:00- 19:00

航空会館大ホール(7階)
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(平成 25年 8月2日時点)

社会保障審議会医療部会委員名簿

氏 名

相帯 孝夫

安部 好弘

荒井 正吾

今村 聡

遠藤 直幸

大西 秀人

尾形 裕也

※ 加藤 達夫

菊池 令子

高智 英太郎

白鳥 敬子

○ ※ 田中 滋

◎ ※ 永井 良三

※ 中川 俊男

西漂 寛俊

花井 圭子

樋口 範雄

日野 頒三

藤本 晴枝

藤原 清明

蓮見 公雄

山口 育子

山崎 撃

和田 明人

所 属

(社)日本病院会副会長

(社)日本薬剤師会常務理事

全国知事会 (奈良県知事)

(社)日本医師会副会長

全国町村会 (山形県山辺町長)

全国市長会 (香川県高松市長)

九州大学大学院医学研究院教授

(独)国立成育医療研究センター名誉総長

(社)日本看護協会副会長

健康保険組合連合会理事

東京女子医科大学病院病院長

慶磨義塾大学経営大学院教授

自治医科大学学長

(社)日本医師会副会長

(社)全日本病院協会会長

日本労働組合総連合会総合政策局長

東京大学法学部教授

(社)日本医療法人協会会長

NPO法人地域医療を育てる会理事長

(社)日本経済団体連合会経済政策本部長

(社)全国自治体病院協議会会長

NPO法人ささえあい医療人権センターCOM L理事長

(社)日本精神科病院協会会長

(社)日本歯科医師会副会長

◎ :部会長 ○:部会長代理

※ :社会保障審議会委員



第 30回 社 会 保 障 番 言義会 医 揖 部 会

平 成 2 5 年 8 月 2 日

平成26年度診療報酬改定のスケジュール(莱) 【第64回社会保障審議会医療保険部会(平成25年7月25日)資料】

平成25年 社会保障国民会議

4月～8月 社会保障制度改革の議論うとりまとめ

社会保障審議会(医療保険部会､医療部会)

5月 国民会議の論点について言義論

夏.秋頃 平成26年度診療報酬改定の基本方針の議論

内 閣

12月下旬
予算編成過程において､診療報酬等の改定率を決定

平成26年 厚生労働大臣_ '

1月中旬
中医協に対し､

･予算編成過程を通じて内閣が決定した｢改定率｣

･社会保障審議会において策定された｢基本方針｣

厚̀生労働大臣

中 医 協

入院医療､外来医療､在宅医療のあり方について議論

10月末 医療経済実態調査結果報告 ･

～12月

･検証結果も含め､個別項目について集中的に議論

12月上旬 薬価調査･材料価格調査結果報告

1月～

･厚生労働大臣の諮問を受け､具体的な診療報酬点数
の設定に係る調査.審言義

2月中旬

･厚生労働大臣に対し､診療報酬点数の改定案を答申
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【第64回社会保麻蕃拝金医療保険部会(平成25年7月25日)資料】

中央社会保険医療協議会等における議論の状況

1.社会保障･税一体改革と平成24年度診療報酬改定の

経緯

2.入院医療について

①高度急性期･一般急性期について

②長期療養について
③亜急性期等について

④地域特性について

⑤有床診療所における入院医療について

3.外来医療について

4.在宅医療について

1.社会保障･税一体改革と平成24年度診療報酬改定の
経緯

2

直溝 ･介許輝評の再顔 (帝紫嘩) 中 医 協 ■ 総 -'3
2 5 . 3 . 1 3

通じて､より効果的･効率的な医務･介醸サービス提供体制を構築します.

I
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2012年診療報酬.介往報酬の同時

,I医療法等関連法を順次改正 l

【示.細音読酔 ∴---'
･病気になっても､職場や車城生活ぺ早期也
'医療や介護が必要l-こなつてもこ住み慣れた地

改 革の方向性一 社会保障の充実と重点化と効率化
社会保陣制度改革国民会J+
2 5 6 1 0
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_一旦垂嘩嘩･税｢体改革①
中 医 協 総 - 3
2 5 3 . 1 3

社会保障.税一体改革大綱 (抜粋)

■平成24年2月17日 閣議決定

第3軍 具体的改革内容 (改革項目と工程)

2.医療.介護等①

(地域の実情に応じた医療.介護サービスの提供体制の効率化.重点化と機能強化)○ 高齢化が一段と准む2025年に､どこに住んでいても､その人にとって適切な医療.介護サービスが受けら
れる社会を実現する○

○ 予防接種.検診等の疾病予防や介護予防を進め､また､病気になった場合にしっかり｢治す医療｣と､その1人らしく尊厳をもって生きられるようr支える医療.介護｣の双方を実現する..

(1)医療サービス提供体制の制度改革

○ 急性期をはじめとする医療機能の削 ヒ_病院,病床撫能の役割分担.連携の推進_在宅医療の充実等を
内容とする医療サービス提供体制の制度改革に取り組む○

く今後の見直しの方向性>
i病院.病床機能の分化.強化
･急性期病床の位置付けを明砲化し_医療資源の集中投入による機能強化を図るなど_病院.病床の拙
分化.弓貞Hヒを推進す

･病診連携.医療.介話連携等により必要なサービスを確保しつつ_一般病棟における長期入院の適正化を
出 払

ii重宝_医鹿旦推進
･在宅医療の拠点となる医療機関の趣旨及び役割を明確化するとともに_在宅医療について_達成すべき

L医療連携体制等を医療計画に記載すべきことを明確化するなどにより_在宅医療を充実させる

税一体改革②
中 医 協 総 -3
2 5 . 3 . 13

jii医師確保対策
･医師の地域間､診療科間の偏在の是正に向け､都道府県が担う役割を強化し､医師のキャリア形成支接
を通じた医師確保の取組を推進する｡

ivチーム医療の推進
･多職種協働による質の高い医療を提供するため､高度な知誠･判断が必要な一定の行為を行う看護師の
能力を認証する仕組みの導入などをはじめとして､チーム医療を推進する｡

☆ あるべき医療提供体制の実現に向けて､診療報酬及び介護報酬改定､都道府県が策定する新たな医療
計画に基づく地域の医療提供体制の確保､補助金等の予算措置等を行うとともに､医療法等関連法を順次
改正する｡そのため､平成24年通常国会以降速やかな法案提出に向けて､関係者の意見を聴きながら検
討する｡

(2)地域包括ケアシステムの構築
○ できる限り住み慣れた地域で在宅を基本とした生活の継続を目指す地域包括ケアシステム(医療､介護､
予防､住まい､生活支援サービスが連携した要介護者等への包括的な支援)の構築に取り組む｡

<今後のサービス提供の方向性>

i在宅サービス,居住系せこビスの強化
･切れ目のない在宅サービスにきり､居宅生活の限界点を高めるための24時間対応の訪問サービス､小
規模多機能型サービ不などを充実させるo

･サービス付き高齢者住宅を充実させる｡ A

H介護予防,重度化予防
･要介護状態になる高齢者が減少し､自立した高齢者の社会参加が活発化する介護予防を推進する｡

･生活期のリハビリテーションの充実を図る｡
･ケアマネジメントの機能強化を図る｡

社章保障肇 一体改革③
甲 医 Tih 総- 3
2 5. 3. 1 3

iii医療と介護の連携の強化

_･在宅要介護者に対する医療サービネを確保するD__

･他制度､多職種のチームケアを推進する.

i豊盈告粘 E盟 悪幣 漂監 嘉 書聖 泡 肘 る.

lv認知症対応の推進
･認知症に対応するケアモデルの構築や地域密着型サービスの強化を図る.
･市民後見人の育成など権利擁護の推進を図る｡

☆ 改正介護保険法の施行､介護報酬及び診療報酬改定､補助金等の予算措置等により､地域包括ケアシ
ステムの構築を推進する｡

平成 24年度診療報酬改定の基本方針のポイント

重点課題
I--I-~'d-一一~-~~~-I--ll--~-~~~-~-Ill--~1-I･-~~1-I----一一.-~-1'---l,----I-~--.
r社会保障.税一体改革成案J等を踏まえ､以下の課矧こついて重点的に取り組むべき.

中医協総-325.3. 13
平成23年12月1日

社会保雄手放牟医虎保険部会
社会保時事St会医療部会

P 救急･産礼 小児･外科等の急性期医療を適切に提供していくという観点も踏まえた･病院勤務医等の負旭の大き

蔓.,な雫療讐 認 諾 霊 鳥 息外来や蒜 蒜諭 抱 擁 転 黒 ,し 辛 と㍉ 黒 l 混 ,Ii

b

i【 :T.tl坊間着譲の充実,I.+,vJ二･.h･･1-t∴.零細†Jl'E･l･i.,八三㌔iJ･:L卓む13i紬をd
L_,______一..I___________一._..___..____....___.__I,__.____.____

改定の視点

;● 充実が求められる分野を適切に評価していく視点
I がん医涙の充実､諌知症対策の促進 等

医療と介護の役割分担の明確化と地域における連携休制の強化の推進及び地域生活を支える在宅医療等の充実

● 患者等から見て分かりやすく納得でき､安心･安全で生活の質にも配慮した医療を実現する視点
退院支援の充実等の患者に対する相鉄支援体制の充実に付する適切な評価 等

● 医療也能の分化と連携等を通じて､宜が高く効率的な医療を実現する視点
亜種期入院医療の適正な評価 専

rl

I急性期.
亜急性期尊の病院機能にあわせた効率塾生入院医療の
ミ●効革化余地があると患われる領域を適正化する視点
ll後発医薬品の使用促進策等し

__._______一..___.._______.__,________.____,_.I_._._._______.
将来に向けた課題

【来年度の改定のみならず.超高齢社会のあるべき医療の姿を見据えつつ､引き続き､r社会保障と税一体改革成案｣において､
王2025年の姿として描かれた病院･病床機能の分化･強化と連携､在宅医療の充実､重点化.効率化等の推進等に取L)組んでいく
l塵墓がある,
王 急性期､亜急性期､慢性期等の病院.病床機能必出ヒ､強化

… 発禁諾 詣 宗鑑 機 甲 虹 ーl｣_____._,.I__________.__.___.,________-_________,.______-____-________________.__._.._ _ _ .._ ._ _ _ _ _ _ _ _ ..__.__,._



平成24年度診療報酬改定の基本方針 中医協 総 -325 3 13
平成24年度診療報酬改定の基本方針 (抜粋)

平成23年12月1日

社会保障審議会医療保険部会
社会保障審議会医療部会

Ⅲ将来を見据えた課題

○ 診療報酬が果たす役割も踏まえ.来年度の改定のみならず.超高齢社会のあるべき医療の姿を見据え

妄言儲 雲量凝 就 芸濃 窟 獣 詔 書電 装 豊 壌聖

(盗 難 撃

○ その際には､地域医療の実情も踏まえた上で､医療計画の策定をはじめ､補助金等の予算措置､保険
者の取組といった様々な手段との役割分担を明確にするとともに.これらの施策や医療法等の法令と効
果的に相互作用し､補い合う診療報酬の在り方について､引き続き検討を行うべきである｡

○ また､持続可能で質の高い医療保険制度の堅持に向けて､効率的かつ効果的な医療資源の配分を行う
ため､これまでの評価方法や基準の軸にとらわれず､より良い手法の確立に向けて検討を行うべきである｡

○さらに､将来的には.医療技術等について､さらなるイノベーションの評価や､開発インセンティブを確保し
つつ､費用と効果を勘案した評価方法を導入することについて､検討を行っていく必要がある｡

(平成24年度診療報酬改定について)

平成24年2月10日

中央社会保険医療協議会

会 長 森 田 朗

厚生労働大臣

小宮山 洋子 殿

答 申 書

(平成24年度診療報酬改定について)

平成24年1月18日付け厚生労働省発保0118第1号をもって諮問のあった件について､別紙1から別紙8ま
での改正案を答申するb

なお､答申に当たっての本協拝金の意見は､別添のとおりである｡

答申書町帯意見①

平成24年度診療報酬改定に係る答申書附帯意見

(急性期医療の適切な提供に向けた医療従事者の負担軽減等)
1 初再診料及び入院基本料等の基本診療科については､コスト調査分科会報告書等も踏まえ､その在り方
について検討を行うこと｡なお､歯科は単科で多くは小規模であること等を踏まえ､基本診療科の在り方につ
いて別途検討を行うこと｡その上で､財政影響も含め.平成24年度診療報酬改定における見直しの影響を
調査･検証し､その結果を今後の診療報酬改定に反映させること｡また､医療経済実態調査のさらなる充

実･改良等により､医療機関等の協力を得つつ経書データをより広く収集し､診療報酬の体系的見直しを進
めること｡

2 救急医療機由と後方病床との一層の連携推進など､小児救急や精神科救急を含む救急医療の評価につ
いて影響を調査･検証するとともに､その結果を今後の診療報酬改定に反映させること｡

8 病院勤務医等の負担の大きな医療従事者の勤務体制の改善等の取組に係るさらなる措置(時間外対応

加算を含む｡)については､その効果を調査.検証するとともに､いわゆるドクターフィーの斗人の是非も含め.
引き続き､医師や看護師等の勤務の負担軽減に髄する検討を行うこと｡

4 次に掲げるチーム医療に関する評価について､調査･検証を行うこと｡
･薬剤師の病棟業務(療養病棟又は精神病棟における業務を含む｡)
･歯科医師等による周術期等の口腔機能の管理

･糖尿病透析予防指導による生活習慣病対策の推進･普及の実態
･栄養障害を生じている患者への栄養状態改善に向けた取組
等

答申書附帯意見②
中 医 協 総- 3

2 5 . 3 .1 3

(医療と介護の連携強化､在宅医療毒の充実)
5 在宅医療を担う医療機関の機能分化と連模等による在宅医療のさらなる尭垂や後方病床也能の評価につ

吐互換証を行うこと○

6 効率的かつ晋の高い訪問者指のさ,らなる推進について換肘を行うこと.

7 維持期のリハビリテーションについては､介護サ⊥ビスにおけるリノ.､ビリテ-シヨンの充実状況等を踏まえ､
介護保険サ-ビスとの重複が指摘される疾患別リハビリテ-シコンに関する方針につい七確欝を行うこと.栄
た､廃用症候群に由する脳血管疾患等リハビリテーションの実施状況について調査.検証するとともに､その
結果を今後の診療報酬改定に反映させること._

(箕が高く効率的な医療提供休制).
8 病院機能に合わせた効率的な入院医療をtg)るため_一般病棟入院基太料_亜急性期入鹿医療管理料等

の見直しについての影響を調査.換証するとともに_その結集を今後の診療報酬改定に反映させること〇時に､
-般病棟入院基本料(13対1_15対1)箕定病棟における特定陰外制度の見直しにういても_平均在院日政
o}変化等の影響を調査.検証をすること｡さらに､一般病捜(7封l_10対1を含む)_疲事病棟_吐幸者
等における長期入院の詳細かつ横断的な奏態の調査も含め_慢性期入院痘痕の適切な評価の見直しにつ .

いて引き続き検E､を行うこと.

9 以下の経過措置につい七は､現場の実態を踏まえた検討を行しヽ､必要な措置を辞ずること.
I-般病棟における7対1入院基本料の豊定要件の見直しに慮る経過措置

･特殊疾患病棟や障害者施設等から療養病棟に転換した場合に対する経過措置



答申書附帯意見③ 甲 医 協 総 - 3
2 5 . 3 . 1 3

10 DPC制麿については､医療機関群の設定▲機能評価係数Ⅱの見直し等の影響を踏まえながら､今後3回
の改定を目途に継続する段願的な調整係数の置換えを引き続き計画的に実施すること○その際､臨床研修

制度を含めた他制度への影響についても十分に調査.検証するとともに､見直し等が必要な場合には速や

かに適切な措置を講じること○また,■DPC対象の病院と対象外の病院のデータの比較.評価を行うこと○

l1 医療提供体制が十分ではなく医療機関の機能分化を進め ことが困難な地域に配慮した章- の し

について J, するとともに､診療所を含む当該地域全体の医療の状況の把握なども踏まえ､そ
の結果を今後の診療報酬改定に反映させること○

12 在院日数の漉少や の是正などL入院医療や外来診療の 分化の推進や適正 ヒについ
て引き続き検討を行うこと.

13 診療報酬における包括化や汀化の進展等の状況変化を踏まえて､診療報酬の請求方法や､指導.監査

等適切な事後チェックに資するための検討を引き続き行うことo

__(患者の視点に配慮した医療の実現)

14 診療報酬項目の実施件数の評価等を政吉えた診療報酬体系のさらなる簡素.合理化(今回改定の医療
現場-の影響を含む○)､明細書の無料発行のさらなる促進(400床未満の病院や公費負担医療に係る明
細事の無料発行を含む.)､医療安全対策や患者サポート体制の評価の効果について検討を行うことO_

(医薬品､医療材料等の適正な評価)

15 長期収載晶の薬価のあり方について検討を行い､後発医薬品のさらなる普及に向けた措置を引き続き講
じること.

答申書附帯意見④
中 医 協 総- 3

2 5 . 3 .1 3

16 手術や処置､内科的な診断や検査を含めた医療技術について､医療上の有用性や効率性などを踏まえ

､患者に提供される医療の質の観点から､物と技術の評価のあり方を含め､診療報酬上の相対的な評価も可
能となるような方策について検討を行うこと｡

17革新的な新規医療材料やその材料を用いる新規技術､革新的な医薬品等の保険適用の評価に際し､算

定ルールや審議のあり方も含め､費用対効果の観点を可能な範囲で導入することについて検討を行うことD

(その他の調査･検証事項)

18 上記に掲げるもののほか､今回改定の実施後においては､特に以寸の項目について調査･検証を行うこと
すること｡

川在宅医療の実施状況及び医療と介護の連携状況

(2)在宅における歯科医療と歯科診療で特別対応が必要な者の状況

榊慢性期精神入院医療や地域の精神医療､若年認知症を含む認知症に係る医療の状況
(4)一般名処方の普及状況･加算の算定状況や後発医薬品の処方･調剤の状況

(5)診療報酬における消費税の取扱い
何医療機関における裾痔の発生等の状況

なお､上記1-18の事項については､できるだけ早急に取組を開始し､その進捗について報告すること｡さら

に国民がより質の高い医療を受けることが出来るよう､医療提供体制の機能強化に係る関連施策との連携､ま
た､国民に対する働きかけを含めて幅広い視点に立って､診療報酬のあり方について検討を行うこと｡

14

2.入院医療について

①高度急性期･一般急性期について

②長期療養について

③亜急性期等について
④地域特性について
⑤有床診療所における入院医療について

2.入院医療について

①高度急性期.-般急性期について

15

16



一般病棟入院基本料7対1の届出病床数の割合と推移
(平成18年を1とした時の伸び率)

【入院】現在の一般病棟入院基本料等の病床数

(改 )中 医 協 J%- 1

23.1 1 . 2 5

<2010(H22)年の病床数> <2025(H37)年のイメージ>

現在､病床数は7対1入院基本料が最も多く亜急性期等に該当する病床が最も少ない｡
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平成22年平成23年

※平成18年のみ5月1日
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平成19年以降は7月1日時点

○7対1入院基本料の届出病転数は平成18年以降増加している○

保放鳥医dE拝辞ベ

100床当たり従事者数と平均在院 日数 (一般病院)
中JEt島地-2
28.105

0 100床当たりの従事者数と平均在院日数の間には､高い相関関係がみられる.○
<平成2年> <平成8年> ■<平成14年> く平成20年>

100味当たり従事者数 .86.7人■う 10l.7人 う lO7.6人 -) 118.8人
うち.医師+看護散見 49.1人 う 57.5人 -> 61.4人 う 68.6人
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(改)中医協紘一2
23.105

海 外 にお い ても､病 床 あた りの 医 療 従 事 者 数 と平 均 在 院 日数 の 間 に は ､相 関 関 係 が み られ る

(EZ
)叔
m
賛

辞

1病床あT=り職jL封【(人)

膿汁 認 諾甥 提 iipFhftb9fT.驚!'.附 酎 oECDH.-rt"At-2tk'8J 出典･社金納 改壬に呪する那 噸肘細 別 E.佃 r=係る長耶柑 (主にサービ
2.桝 EZIはoEGDの定81=iLづく&性帖 dt(8性榊 軌 こかかる牡tである. ス提供休制改革I=侍る我利=ついて)<平成2沖 6月>を基l=細 舶 棚 作成

病 院 医 療 従 事 者 の 負 担 を 軽 減 させ ､急 性 期 患 者 の 平 均 在 院 日 数 を 減 少 させ る た め に ､1急

性 期 へ 医 療 資 源 の 集 中 投 入 を 行 い 二急 性 期 以 外 の 患 者 を亜 急 性 期 等 や 長 期 癒 着 等 に 移

中 医 協 紘 一 3

2 5 . 3 . 1 3

o点 1点 2点

1割俳処置 なし あり /
2血圧測定 Oから4回 5匡l以上 /
3 時FLFl尿言M定 なし . . あり /
4 呼吸ケア. なし あり. /
5 点滴ライン同時3本以上 なし あり /
6心電図モニター なし あり /
7 シリンジポンプの使用 なし あり /

8輸血や血液朝潮の使用 TJLp ･あり /
9寺門的な治療.他社 なし あり

B.患者の状況等 o点 1点 2点

1鞍返り できる 何かにつまればできる . できない

2 兼己き上がり できる できない /
3 座崎廉持 できる 支えがあればできる できない

4 移乗 できる 見守㌧トー部介助が必要 できない

5 口腔清潔■ できる できない / ∫

6 食事摂取 介助なし ｣部介助 全介助

測定･評価が

重症者※の割合

7対1入院基本料 1旦払 よくがん寺門病院については10%)

10対7入院基本料 測定.評価のみ(要件なし)

看練必要度加算 岨 主上弘払よ

〔.諸 悪チ10,"l入院基本楓

急性期寺雄補助体制加算 ユ旦劫ユ生温盆

〔 選 % o富諸 富 対1 19Ai送呈ユ拙旦温ま上述送呈

-般病棟看蛙必要度評価加算 測定.評価のみ

誕A毛各点がク点じlト かつR篠 占が

患者

22

l在宅復帰支援型の毒性>5割
l 上記以外洋>3割 I
l※在宅仕掛在宅疲暮支操牡熊Zx]井を井I
L定するgL合 Jー--,･.一-■_･..一-■■■---■●●-■′

在宅復帰の流れ(イメージ)(改)中医協総-3
25.3 13

急性期病院における早期からのり/ 入

急 性 期 病 院 に お い て ､入 院 時 よ りも退 院 時 にADLが 下 が る 傾 向 が あ り､リハ ビ リテ ー シ ョン 等 を 含

む プ ロ トコー ル を 介 入 す る ことに よ り､ADLが 改 善 す る 傾 向 が 見 られ る .



｢ ∴ 工 ._∴ 宣結 末裏表,,:* @ 言 二 三= = 瀞
0 90日を超えて入院する患者を対象として､出来高算定を可能とするが､平均在院

日数の計算対象とする｡

25

2.入院医療について

②長期療養について

慢性期入院医療の適切な評価(平成2ム年診療報酬改定)
中医協総-325.3.13

>一般病棟(13対1､15対1病棟に限る)における長期療養患者の評価体

系(特定除外制度)の見直しを行い､より適切な医療機関の機能分化
を推進する｡

90日を超えて入院する患者を対象として､

①引き続き一般病棟13対1または15対1入院基本料(出来嵩)の算定

を可能とするが､平均在院日数の計算対象とする｡

②療養病棟入院基本料1と同じ評価(医療区分･ADL区分を用いた包

括評価)とし､平均在院日数の計算対象外する｡

①､②の取扱いについて､病棟単位で､医療機関が選択することとし､当

該取り扱いは､平成24年10月1日からの施行とする｡

なお､②の場合には､地方厚生(支う局に届出を行うこと｡

入院期間

27

中医協総-325.3.18
○ 90日を超えて入鹿する患者を対象として､療養病棟入院基本料1と同じ評価

(医療区分及びADL区分を用いた包括評価)を導入し､平均在院日数の計衰

28



多くの病気を治せなくなる頃

救

29

2.入院医療について

③亜急性期等について

多くの病気が治せた頃

救

診明絶入-12.5.7.17

13012011¢100 90 80 70 60 与0 4(〉 30 20 1O 0 D IO 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130

人 口 (万人) Jf.E.国立社会馳 ･人口間洩研見所

資料 :1920-201D年 .L国幹調糞､推計人口､2ロ‖年以降 l相 木の掻宋推計人口 (平成24年1月推計)J｡
30.

珍的組入-125.7.17

130120110108 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 00 100110120†30●

人t) (万人) J('(色立社会軌 ,̂EI剛師 見所ノ
資料 :1928-2Clq年 :国幹訳ま､推計人口､28日年以降 :rB本の将来推計人口 (平成24年1月推計)｣.

31

亜急性期等の病棟に期待される役割について
中 医 協 捲 - 2

2 3 1 0 . 5

【2011(H23)年】 【2025(H37)年】

在宅サービス

(社会保障改革に関する集中検討会諸資料よL)亜急性期等に関する記載を保険局医療課で抜粋) 32



lZP 賢 協 , 竿T33L
治療室単位､病室･病床単位で評価されている特定入院料について①

I-!1= ト 点数 . . _.-煮離髄 ･ -.算定期間 . . .二. L.

9.711点(～3日) (広範囲熱傷特定集中治療管理が必

8.786点(4.日～7日)7′501点(8日～14日) 要な状態の患者l360日.聞).

A301特定集中治療室管畢料 9.211点(-7日) -′2対1 14日蘭
7一711点(8日～14日) (広範囲熱傷特定集中治療管理が必

7.901点(8日～60日)耗※広範囲熱傷特定集中治療管.理が必要な状態の患者 要な状態の患者は60日間)

A301丁2 ハイケアユニット入院医療管理料. 4,511点(-21日) 4対1 21日間

A301-3脳卒中ケアユニット入院医革.管 理料 5,711点(～14日) 3対1 14日間 .

A301-4小児特定集中治療室管理料 15,550点(～7日).13.500点(8日-14日) -.2対1 14日間

A302新生塊特定集中治療室管理料 (新生児特定集中治療室管 3対1 21日間
理科1,の場合) 出生児体重1.000g未満:90日

治療室単位､病室

中 医 協 総-3
25 .3.13

A303総合周産期特定集中治療室管理 (新生児集中■治療室管理料の場p,A.). 3対1 (新日 児集中治療室管理料の場合)==

料 lコ10.011点 21 p出生児体重1.000g未満:90日出生児線量1.000g二一15OOg=60日

-A303-2新生児治療回復室入院医療管理料 5,411点(-14日) 6対1 30日出生出生 体重1.000g未満:120日体重1LOOOg～1500g:90日

A305 -頬感染症患者入院医療管理 8.901卓(?7日) 2対1- 14日間
料 .7,701点(.8日-14日)-

A306 特殊疾患入院医療管理料 1,954点 10対1 制限無し

治療室単位での評価ではなく､病室･病床単位での評価
34
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2.入院医療について

④地域特性について

2次医療圏毎の全病院患者流出割合別の構成比
(2次医療EEl計348カ所)

二二㌧ し(114医療圏)

=コ

t 医師細 別構成比(流出20%未満) I,l100..̂̂至To.人東1
Izoo人-JEN)人兵力 .
I100人-400人兼斗 1TJtX)人-･500人未詳LSot)人-1000人朱St

ZD 40 60 一0 100 1281000人以上 l
(EdtELl赦) 仲 央tL:417I

病床蛭致BLL構成比(流出20%未済)

1 0 10 40 W Bq 100 120

∫ ∫

::oD::::::: ;

EHOIも-iO%末弟 l

1.qq斥未BA
1.DqO斥-2.(PO珠射 T I

もtXX)荏-3.000床女声 ･

3.000床-4.000床♯JA l

4,000Jf-5.1乃0珠乗れ ･
5,000床-6,OOOEt禾■I
6,000床-10.000氏禾弟1

18.00東以上 l
(医dEJZZ歎) 仲 央AL.i,130J I

病院総数別棟成比(流出20%未満) l

I I

20 40 6D 80 100 120
(匡dEal放)

10推挽兼が
IO払t1-20未gt

;諾 琵 =慧 ヨ i

10Jt政一50未 jA ■

SdJtL2- 100禾 jA ]

100托ZA以上

L,50%以上 I,_._._._._.-._._._._._._._.I._._..一
仲 央価26.25)

患者流出割合が低く.かつ医師数､病床数､病院数が少ない2次医療圏があり､限られた医

療資源で､患者の状態に応じた一体的な医療を提供する必要がある

6



中医協 総 -3
23 11 30

地域の一般病院の看護基準と患者層について①
一般病棟入院基本料の看謹配置基準別構成比1)

(患者流出割合が低く病味散が少ない地域)

J17対1 LID対1 J113対1 ■15対1

賢 ｡蕪 等 琶

医dE宋源の限
られた地域楽

一般病棟入院基本料の看護配置基準別構成比之)
(自治体病院の立地条件別)(2009年1-般病院)

良治 FFA庚のE地点n-Bq書Zr&年別t一成比
tZOO9年･-血病院)

不凍暮地区(rlt280)

fXJr地区以外(∩--5187

･x息看流出割合20%乗井かつホ先取1,000未満の2次医dEFdの東映(3匡dEfB B毘dE也AL)
00 20_0 10EI βO0 E)OO lOOO

M成比(すり

+&斤 dEZF背rQL方心事企朱書■(平成214･lRIEl-JP舶 2年3月3lEnJ

(注)不探Jl地区病院(病床親模要件150床未済)
･第1稚不採弄地区病院:吐近の一般病院までの移h匹牡が15キロメートル以上となる位正l=所在すること
･第2租不採井地区病院 直近のEEl努帥壬におけるr人口具申地区TJ以外の区域に所在すること

減 PF刑として人口■Jt机 平方キE)メートル出たLJl,CC0人且上のJ木■tLES書bt市gTrflの吐EL内で互い[=円陣して.それらのM7*した他姓の人口がEL央JA暮抑 巧.【加 入以上を書する地叫

= :】
医療資源の限られた地域では､13:1から15:1の看護配置の病院の割合が高くなる

出典.1)医療課明ベ

2)日医魚研 日医総研ワーキングベ-バー 地方の中小病院の現状について一入院基本料15･1に注目した分析-(自治体病院の例) 37

中医協 挫-3231130

地域の一般病院の看護基準と患者層について②

自治体病院の一般病院の平均在院日数(2009年度･一般病院)

自'&休7iIRの一地点庁のJP均在映tah(200I年丘･一触■現)

(日)

阜oo

101〉

200

01】

川畑 Jttl半r他方LL書生毛q;fL【ヤdLzlqiJJIIEl一中晩22qL3月Jla).-

()内Ilntl.r-<104)カテゴリはJt̂ ホ.

自治体病院の一般病院病珠平均在院El歎別構成比(2009年度1一般病院)

EllH∋以RD19PJlZlE)似内 E)21E3娼218以内 q2相 用10ElLPFqE5)BE)8LA

00 200 qOO GE)0 800 1000
4pLJllヽ .1

･出所 btは書rI8万iLt上手ALJFtJIdZl平1月IB一事dizl年3月af【りJ

()Jq lErl杜 . nく10のカテゴリri■不用㌧

(手書)J7t均在吐日払rこ4る基吐

限られた医療資源の地域では､他の地域と比べ､15:1看護配置病院の平均在院日数が

･短くなり､その内訳として24日以内に退院する患者の割合が高くなることから､このような

出典 日医総研 El医飴研ワ-キングベー′ト 地方の中小病院の現状lこついて一入慌基本料1, 1に注目した分析-(自治体病院の例) 38

2.入院医療について

⑤有床診療所における入院医療について

専門医療を担う機能

病院と診療所の基本的な人員配置の差を勘案したうえで､充実した体 制 (ハ イ リスク妊娠管理加算
等)や､リハビリテーション､手術を病院と同様に評価



有床診療所の凌間救急の対応

【夜間救急対応の可否】N=784 【地域別】
図 13在Wの救急対応の可否 一地域別

三二 二二 ｣

｢ =- __ ≡

況A画書幸称く

【22年4月1ケ月の緊急入院件数と医師･職員の配置状況】

医節数 fllJtA 有珠補助者

(常勤換井) (常勤換兼) (常勤換算)

oJ+(n=317) 1.6 8.2 1.5

1-4件(∩〒181) 1.7 10.2 2.4

○都市中心部に比べて農村地帯や-き地では緊急■■′＼ ~■
人 に ､ ニースに 診 f!がより く､心
していたo

○医師や看護職員の体制を整えることでより多くの

粥査対象･全国有床診療所連絡協抜会会見3.624施設
回収率 27,9%(1.011施設)<うち有床784施臥 休床･無尉ヒ施設227施設>

出典.日医絶研ワヰ ングペ-,トr平か 時 有床診療所の現状調査｣41

【入院または転院してきた患者の直前の居場所】

<有床診療所療養病床> nE=188(施設数) <有床診療所一般病床> ∩=231(紘t皆故)

平成2一年10月 平成22年10月

人 人血

入院.転院してきた患者軌 2579人 25E)4人(十0,6%)

tE抑d)居場所 自宅 2222人 2237人■~■lブ~■~̀一■'~7品ス~､､ (+3.2%)
病院 190人

出典.平成22年度診療報酬改定の結果検証.=係る特別調査｢救急医療等の充実.強化のための見直しの影響調査｣

○ 有床診療所の療養病床､一般病床の新規入院 ･転院患者のうち､他病院からの転院者の数､割合

は増加していた｡

gE元】 .n-6,867(患者数)一般病床および医療療養病床

自宅(在宅~医珠なし) 自宅(在宅医錬あり) 病腕 他の有床診療所 介陳施殴 無回答

全休(単位%) 62.6 6.1 ヽ′ 17.9 Iヽ 1.0 6.4 6.0

氏診療所の現状調査J

○ 病診連携において､有床診療所が一定の後方支援機能を果たしている｡

○ 今後.急性期病床の担う役割の明確化を行うために､①急性期病院における平均在院 日数の短縮､②患者

の状態に応じた受け入れ､③入院医療の提供に関する連携や在宅復帰の推進､④急性期病棟における早
期からのリハビリテーション等の検討を行うことについて､どう考えるか｡

○ 急性期病院と長期療養を行う病棟の機能分化を図る観点から､今回改定の影響を踏まえつつ.急性期病棟

における長期入院の評価の在り方の見直しの検討を進めることについて､どう考えるか｡

○ また､高齢化の進展に伴う長期療養患者の受け入れを推進するため､長期療養を担う医療機関において､高

度急性期･一般急性期及び亜急性期等との連携を進めるとともに､長期療養を担う病棟における受入れ体制

の充実について､どう考えるか｡

○ 回復期リハビリテーション病棟との機能の違いを明確にし､病棟の機能分化に向けた評価の導入を行うため

に､亜急性期における医療や患者像を明確化し､医療提供内容に応じた評価体系を目指すことについてどう
考えるか｡

○ 地域的には､一つの病院で複数の医療機能を持つことが必要な場合もあり､そのような地域の実情に応じた
評価体系についてどう考えるか｡

○高齢化の進展に伴い､有床診療所における在宅患者の急変時の受け入れ機能や看取り機能､在宅医療等の
機能に応じた有珠診療所の評価についてどう考えるか｡

3.外来医療について

44



l= 二 重 桓 由傷高麗 車重 些

l

平均傷病数 !(再 掲)通院者率(人口千対)
3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

It

乾浄存㌢㌢㌍約 ㌢㌢㌢㌢㌢67lop/qQ,脚

- 通院者峯(人口千対)

- 平均傷病歎

○高齢になるほど､平均傷病数および通院者率は増加する｡

･X 通院者とは.世帯良(入院者を除く｡)のうち､病気やけがで病院や診療所､あんま･はり･fゆう.柔道整復師に通っている者をいう｡

･x 通暁者には入院者は含まない机 分母となる世帯人Jは J=[ま入院者を含む｡ 出典:平成22年 国民生活基脚 室をもとに医療附 柑 45

澄 '～,* Q,* 済

:: :-I:-:_, __: ∴ :,__i --:圭 二 二一:-::I-I-I-

LJOから74鼓 E]7S鼻以上

上臥読_lb･乃0

出典 平成22年度 医療稔付実態調査報告をもとに医療課で作成

0 75歳以上では複数の医療機関を受診している割合が高かった｡

46

外来患者の診察前の待ち時間
中 医 協 総 - 1
2 5 . 1 . 2 3

LJ30分以上 胃30分未満 LJ無回答
0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数

特定機能病院

大病院

中病院

小病院

療養病味を有する病院

※ 医師1=よる捗寮を受けていない者は除いた
※ 予約した場合は予約した時刻からの待ち時間

※ 大病R.". .. 特定機能病床.療井病床を有する病床を除いた一般病虎で.病床規模が500床以上の病院
※ 中点暁.… ., 特定機能病院.dt兼病床を有する病院を除いた一般病暁で.病床規模が100味-499珠の病院
IX 小病床 ..,､ ..特定機能病院､虎兼病床を有する病床を除いた一般病床で.病床規模が20康一99珠の伺焼

○ 特定機能病院､大病院､中病院では､.小病虎､療養病床を有する病院と比べ､診

総牡 特定機能病院 大病院 中病院 pIト病院 療養病味を有する病院

出典こ平成23年受療行L州 立をもとに匿瓜陳で作成 47
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前
出
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病院のうち､-日当たり入院外医療費が

∴∵ :::-二̀二 t--‥子:i-tL'------:=l~∴L':i-tT:ILTT三こII二三芋 -
○病院の外来においても､医療資源の投入量が低い患者が存在するO,

出典



外来医療における役割分担について
(敬 )中 医 協 総 -3

2 3 . i 1 . 3 0

患者に協力してほしいことの有無(n=1′300】

0% 109i 20%､ 309i 40% 50% 60% 7098 80% 90% 100%

※ 患者 ･家族へ病状や治療方針等について説明を行うこと 出典..平成21年度r勤瑞医の免租の現状と負担軽汝のための取組みに係る隅杢j

かかりつけの医師の有無

49

中医協総-125.1.23
- に るかか つけ

t)いるqLヽLJ.いがいると良いと患うLjいないが.いなくても良い E)分からない

l かかりつけの医師を必要とする割合 82.1% 】 分からない0.lo光L

･ -1- . 蘭 lLL27,I-軌鮎 空き

0% 207( 40% 60Ii

か 弓 の 居 ∴の佐 tn,576)

ロ医院･診療所 El病院

iii扇 ,1FI. I./t13,tLtBi ､ ..-

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

29歳以下

)oJtft

4OJLrt

soJL代

60歳代

70JL代

80% 100% 75歳以上(再柏)

○ ｢病気や健康度を総合的rt診療してくれる身近なかかりつ

pけの医師がいますか｣という質問に対して｢いる｣と回答した
国民は54.3%､｢いないが､いるとよいと思う｣が27.8%存在

･し､かかりつけ医を必要とする割合は約8割であった○

○ かかりつけの医師の厚療機関をたずねると､医院.診療所
が70.00/Oを占め､病院は30.0%であったO

○ 年齢が上がるほどかかりつけの医師がいる割合が高くな

出典:第咽 日本の医療に関する意脚 査 (2012年4月17日 日本医師会総合政策研究棟構)をもとに医療課で作成50

､外来医療の役割患 控 の イ メ ー ジ

(故 )中 医 協 総 -3

2 3 l l . 3 0

患者がアクセスしやすい中小病院.診療所

○ 複数の慢性疾患を有する患者
の対応

○ 必要な時にいつでも連絡が取
れ､適切な指示を出せる体制の
確保

○ 専門医や介護保険施設等-
の適切な紹介

○ 継続的な服薬や健康管理

等

地域の拠点となるような浦幌

○ 外来業務の負担軽減

○ 専門外来の確保

○ 一般外来の縮小

52



主治医機能の強化の課題と論点について
中 医 協 総 - 3
25 6 . 1 2

高齢化の進展に伴い､複数の慢性疾患を有する患者への対応や外来医療の機能分

化の観点から､中小病院及び診療所において､主治医機能を持った医師が全人的
かつ継続的な診療を行うことが重要である｡

現状では､約45%の患者が複数医療機関あるいは複数診療科を受診している｡ま

た､医療機関の選択については､まずかかりつけの.医師を受診し､その医師の判断

で､必要に応じて病院等の専門医療機関を受診することを望む者が多く､適切に専
門医療機関等への紹介ができることが主治医機能として重要である｡

これらに加え､主治医機能としては､アクセスしやすい医療機関であること､服薬管
理､検診等の受診勧奨､気軽に健康相談できること､介護保険制度等の理解､在宅
医療の提供および24時間の対応等が期待される｡

-三二ゝ
○ 外来の機能分化の更なる推進の観点から､中小病院及び診療所の主治医機能を持っ

た医師が､複数の慢性疾患を有する患者に対し､適切な専門医療機関等と連携するこ

とにより､継続的かつ全人的な医療を行うことを､総合的に評価することについて､どの
ように考えるか｡

中医協総-125.123

4.在宅医療について

我が国は､少子高齢化が進んでおり､65歳以上の高齢者は､現在人口の約20%であるが､平成42年には
約32%､平成67年には約41%になると想定されている.また､高齢化の進展に伴う複数の慢性疾患を持
つ患者の増加に対して適切な対応が更に求められる｡

外来医療の役割分担について､病院勤務医が患者に協力して欲しい内容として､｢軽症の場合は､近隣の診療所を受診して欲しい｣｢軽症の場合は､休日.夜間の受診は避けて欲しい｡｣といった意見が約8割ある｡
外来診療の機能分化の推進について､病気になるといつも相談し､診療を受ける医師がいる人は2割強で

あった｡一方､日ごろから相談･受診している医師･医療機関へ期待することとして､全人的かつ継続的な
対応､アクセスの良さ等があげられる｡

介護保険施設等の入所(居)者の服薬割合として､医師配置義務のない有料老人ホームにおいては､7種
類以上の服薬を行っている入所(居)者が約37%､外用薬ありの人が約48%おり.特葺や老健と比べ､そ
の割合が多い傾向があった｡

【論点】 く>

○ 禎数の慢性疾患を持つ患者に対して､適切な医療の提供を図りつつ､外来の機能分化の更なる
推進について､どのように考えるか｡
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平 成 2年 (1990年 ) (実 維 ) 平 成 22年 (2010年 ) (実 根 ) 平成37年 (2025 平成72年 (2060年)

; -- -忘 -i r=

他 所)脚 省咽 別 は J及び｢人口推計J,国立社会相 ･人叩 脚 究所｢日本の将来肘 †人｡(平戯 4*1月推計)出生中也.死亡中位推TIJ(各年1｡月1悶 在人口) 56



高齢化社会の進展に伴う課題につし

(認知症高齢者の増加)

l

将来推計-(辛) 閣212of 璃弓守 閣322.fJ 閣32757

日常生活自立度Ⅱ以上

:.⊥..

※平成24年 (2012)を推計すると､305万人となる.

※下段は65歳以上人口に対する比率

出典:老他局高齢者支援環椎知症･虐痔防止対策推進室推ff(平成24年)

(参考 :平成15年 高齢者介拝研究会報告書) (万人)

将来推計 (年) 平成14年 平成22年 平成27年 平成32年 平成37年 .
(2002) (2010) (2015) (2020) (2025)

日常生活自立度Ⅱ以上 ･323■∴

65歳以上高齢者のうち､認知症高齢者が増加していく

(万世帯)

2000

1500

1000

500

0

高齢世帯の推計

く括弧内は高齢世帯のうち単独世帯及び夫婦のみ世帯の割合)

13世帯主が65歳以上 口単独世帯及び夫婦のみ世帯

●

宇 ヨ

｢

千

平成17年(2005年) 平成27年(2015年) 平成37年(2025年)

出典:国立社会保障･人口間唱研究所｢日本の世帯数の将来推計(全国推計)｣2013(平成25挿1月推計

世帯主が65歳以上の世帯のうち､単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく
58

埼 玉 県 千 葉 県 神 奈 川 県 秋 田県 LLJ形 県 鹿 児 島 県

2005年時点での高齢者人口 116万人 106万人 149万人 31万人 31万人 44万人

2015年時点での高齢者人口 179万人 160万人 218万人 ･芦4万人 ･34万人 48万人

平成17-27年

高齢者 都道府県別増加数 割合(%)

(総計で800万人増加)

匡】立社会 保障 ･人 口間長喜研究所
r日本 の都連 府 県別将来経書十人ロJJ=リ作成

■首都圏4都県
(東 京 都 ､千 葉 県 ､埼 玉 県 ､神 奈 川 県 )

■大阪府

■愛知県

■その他41道府県

首都圏をはじめとする都市部において､今後高齢者数が急激に増加する 59

中 医 協 総 - 5t
2 5 . 2 . 1 3

【地域包括ケアの5つの視点による取組み】

地域包括ケアを実現するた肘二は.次の5つの視点での取舶みが包括的(利用者のニーズに応じた①-⑤の連切な81み合わ廿Ltるサービス塊UtL拙 く入
院､退院､在宅枚畑を通じて切れ目ないサービス捷供)に行われることが必盈･ .

①

･24時間対応の在宅医療､訪問者護やリ/ヽビJテーシヨンの先兵強化

･介喋職且1Ltるたんの吸引などの医療行為の実施

②企顔サービスの先妻強化
･特葦などの介姓拠点の緊急亜備(平成21年度補正予井:3年間で16万人分祉保)
I24時間対応の定期巡回 随時対応サービスの創世など在宅サービスの強化

③王佐旦姓進
･できる阻L)要介護状態とならないための予防の取組や自立支嬢型の介疎の推進

④且守 L)L配食.XL､物など_多様な生活支確サービスの確保や権利姓Jiなど 一
･一人暮らし､高齢夫妹のみ世帯の増加､艶知症の増加を踏まえ.様々な生活支援(見刑 .配食などの生活支援や財産管理などの稚利紺 サービス)サービスを

推進

⑤高齢期になっても住み続けることのできる高齢者住まいの義妹(国交省と道鏡)■
ノ ー定の基準を満たした有料老人ホームと高専耳を､サービス付高齢者住宅として右ポ看住まい法に位正つけ 60



《サービス》 ･サービスを提供すること (少なくとも安否確認 ･生活相談サービスを提供)
[サービスの例 :食事の提供､清掃 ･洗濯等の家事援助 等]

《契約内容》 ･長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないなど､居住の安定が図られた契約であること
･敷金､家賃､サービス対価以外の金銭を徴収しないこと
･前払金に関して入居者保額が図られていること

(初期償却の制限､=事完了前の受領禁止､保全措置･返還ルールの明示の義務付け)

2.登録事業者の義務
･契約締結前に､サービス内容や茸用につい
て書面を交付して説明すること
･登録事項の情報開示
･誤解を招くような広告の禁止

･契約に従ってサービスを提供すること

3.行政 による指導監督

･報告徴収､事務所や登録住宅への立入検査
業務に関する是正指示
指示違反､登録基準不適合の
場合の登録取消し

24時間対応の坊間看Zi･介旗
r定期巡回随時対応サービス｣

慧芸芸等誓竺芸鮒t;諒芭
手ヽ札続ける 61

⊂コ物件数(左軸) + 戸数(右軸)

中医協総-4256.26
- 嘩 甲 田 』←

3.600

3.000
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600

0

111.96 6
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0
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在 宅 療 壷 妄 這 診 繭 の 届 出 数 の 推 移新

(届出散) 在宅療養支援診療所届出数 在宅療養支援診療所の年間実緯(平成24年7月時点)

在宅療養支援診療所の都道府県別

(在支診総.a) 匪 庖 支診届出始数 - 65歳以上1万人当たL) - 人口10万人当たり (人｡当たL))

i..r良i

1,～7

ユ 19.8 19,7 18.l 18.一1,-16.○ 16- L6-2 16.

ll.3 I. I ll.旦

読 69_9 9°A.6両 6r8 (ヽ fI5 10_i lo.2 10,a

｢甘二 - `6.164 7 7-6 7.4457 A_6 6 6.i- Trl 315 A_1 6.9 7. 6.55 56

3.5a 類 A .4 )_～ I i i Ju 一.0715 I11宅 ip.6 19 6LIzD1 f 4.96莞19 i ･胤 .蔓I1i 十㌦ M し Il一

30

25

20

15

全El
-10810

9

ユ全【
046

0

茸 JE染 4C茸 i(雌 LF184:拭 ≡ 常 ∃ 三珠 耕 蔽 ヰ 匿 眉 叫 肘 頼 出 世 叫 ∃ 題 辞 ∃ diロ dl三 朝 局 在 b(せ 推 虫 瞥叫gE
如 意 ∃ 控 M 卓 抜 野 tL畔 熊 本 P Lp津 ∃ 畔 ぜ 毛 別 III類 帖 《 tq(僻 # d7d 匿 tgヨ 世 仲 bt相 控 世 峨 藍 《 帥 _q条

た 岸 噛

(注'悪霊琵空ĥLDi諾 霊雷警 護蒜''詔 …34447.BB1.謂 烹',を用いて計算 出典 .保険局医療醐 ベ 64



｣ 看護の利用者数の推移 ;二I._: _I._二.J
○ 医療保険､介護保険ともに､訪問看護サービス利用者数は､増加している｡
○ 医療保険の訪問看護利用者は､どの年齢層も増加している｡

■廟 間者芸萱利用者数の推移

平成 平成 平成 平成 平成 平成

13年 15年 17年 19年 21年 23年

+ 医療保険 + 介は保険

介桂保検r介は#付文美砂洞壬｣各年5月窄ま分
圧dE倖換r保険局医虎陳的べJ(平成13年のみ8月.他は各年8月牢査分)

■医療保険の訪問看護利用者

年齢区分毎の利用者数の推移

一一t十指L,

許

/Siン. 賢 ‥†娘! 車

t‥､ 育て.

E)90歳以上

□80-89歳

EI70-79歳

□60-69歳

QI50-59歳

口40-49歳

130･-39歳

□20-29歳

■10-19歳

Eel0-9歳

〆 〆 .5 'I､〆 :･{b fl:一･くゝ

保険局医療諌明ぺ(平成柑年のみ帆 他は各如 月手交分) 65

訪問看護事業所数の推移
中 医 協 総 - 1
23.ll.ll(改 )

医療機関の訪問看護事業所数は減少している｡

1訪問看護事業所数の推移

62151-

5115 5274 5396 5559~ 55i7 .5485 5515

3472 3254 2959 0 6-

｢ 2484 260- 2 1948

･.i仁

H15 日16 H17 H18 H19 H20 H21 HzZ H23 H24

tb翫間有性ステーション Ei病鹿又は診療所

介姓掛 寸女真簡明重く各年7月年生分)

66

訪問看護ステーションの規模別状況
中 医 協 総 - 1

23､ll.ll(改 )

○ 看護職員5人未満の訪問看護ステーションは全体の約60%(参考)1事業所当たり看謹聴且歎:約4.3人

喜○ 訪問看護事業所の規模が小さいほど､在宅における看取り数も少ない傾向がある｡

■職員※数規模別にみた事業所数の構成
(N=1.713)

l Ail-シrJ_叩 コ

t2ら-3人未済

■3-5人未満

15.-7.5人未満

■7.5-10人未満

･.,10人-

･X肋間有性の人見基準の算定対象となる恥且のみ

____.M｣

iZO人 ql人以上5人未満 ■5人以上10人未満 110人以上20人未満 II20人以上

E3本刑 ま協会 肋間看旺事案新郎 )沌少貫Elの分析及び対応策のあり方にMする嗣圭研究書兼(平成21年3月)をもとにLF生労桝 にて作成 67

中 医 協 総 - 3
2･5 . 5 . 2 9

◆ 在宅又は社会福祉施設等における療養を歯科医療面から支援する歯科診療所であり､平成20年度改定
時に創設

;亡施設基準】

; 1歯科肪間診療料を算定していること
王2高齢者の心身の特性､口腔機能管理及び緊急時対応に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配直されている
: こと
王3歯科衛生士が配置されていること

i三豊雲忘宕誌 認 諾 温 認 諾 諾 ‰ 設 題 濫 認 諾 慧 冨 讐 誓 えていること

<在宅療蕪支援歯科診療所の届出医療機関数の推移> <在宅療養支援歯科珍蘇所の診療報酬上の肝価>

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

I

I-,I,I._,--:;::..1.i;.観 工巨爾 轍
退院時共同指導料 Ⅰ ･600点 300点

歯科疾患在宅癖毛指導管理料 140点. 130点
(口放牧髄管理加算) く+50点)

歯科肋間捗溌補助加井 同一建物居住者以外の現金:110点 . -

在宅療孝支援歯科診療所は増えているものの､金歯科診療所の約7%にとどまっている
68



在宅医療における薬剤師 中 医 協 総 - 3
2 5 5 . 2 g

｢チーム医療の推進に関する検討会 報告書｣(平成22年3月19日厚生労働省)(抜粋)
3.看護師以外の医療スタッフ等の役割の拡大
(1)薬剤師

中医協 総 - 323.1 1. 1 1

○ 医療技術の進展とともに薬物療法が高度化しており､チーム医療において､薬剤の専門家である薬剤師が主体的に薬物

療法に参加することが､医療安全の確保の観点から非常に有益である｡

○ さらに､在宅医療を始g)七する地域医療においても､薬剤師が十矧 こ活用されて良らず､看護師等が居宅患者の薬剤管

軍を担っている場面も'&1J.7くないq_
○ こうした状況を踏まえ､現行制度の下､薬剤師が実施できるにもかかわらず､薬剤師が十分に活用されていない業務を改

めて明確化し､薬剤師の活用を促すべきである｡

f甲 甲状準(車重jJ
く在宅患者が普段服薬している薬の受け取り方法>

○羊 20t■●●●4QK-. … 脚

E)fJI肝がP)Mして(九もI+(=もってせてもらう
lIヘルパー1こおJLいしていも
J)その他

<薬局の薬剤師が医薬品を患家へ届ける頻度>
t)1 20ヽ 10ヽ 60ヽ BOヽ

中 医 協 総 - 5

2 5 . 2 . 1 3

高齢化の進展に伴い､平成52年(2040年)までに約40万人死亡者数が増加すると見込

まれ､今後増加する在宅医療の需要への対応を行うために､診療報酬においては､重
点的に在宅医療･訪問看護の評価を行っている｡

また､地域により､在宅医療の提供体制に差があり､今後､利用者のニーズに対応でき
るよう地峡の実情に応じた在宅医療を推進していくことが必要と考えられるo

なお､在宅医療を適切に推進していく上で､患者の選択を制限するおそれがあると考え

られる事例や.過剰な診療を惹起するおそれがあると考えられる事例等への対策につ
いても検討する必要がある｡

'31 【論点】

2誌 還 至諾 豊 詣 欝 篭諾 (=AE謡 ,fS別調査(平成23年細 萱'在宅医療 69

領潮智診療筆意起するおそれがあると考えられる事例 .
○ 診療所の開設者の親族が経営する高齢者用施設の入居者約300名のみを対象

に訴問診療を行っているもの○

(-日当たりq)訪問患者数36.9人､-人当たりq)平均訪問診療時間 5分22秒～

｣ト
患者の選択を制限しているおそれがあることに加え､過剰な診療を行っている可能性
がある｡

(注)厚生労働省保険局医療課事務連絡(平成23年2月15日)に基づき､各地方厚生(支)局から報告された事例であり､

一般的な状況を示すものではない｡ 出典:保険局医療課調べ 70

-⊂コ-

○ 在宅医療を担う医療機関の量的確保とともに､質の高い在宅医療を提供していくため

に､保険診療の運用上､不適切と考えられる事例への対策も含め､地域の実情に応じ
た在宅医療を推進していくことについて､どのように考えるか｡

71

中医協総-325.313

○ これまで､外来医療､在宅医療､入院医療について議論を行ってきていたが､こ

れらの議論を踏まえ､入院医療等の分科会や検証調査の結果等を勘案しながら､

Fi入院医軒 l

① 急性期病床の担う役割の明確化と長期入院の是正 ,
(診亜急性期､回復期の機能分化に向けた評価の導入

∴外来医療

(か かかりつけ医機能の評価
② 大病院の紹介外来の推進 等

① 在宅療養支援診療所･病院の評価の検討
② 不適切と考えられる事例への対策も含めた地域の実情に応じた在宅医療の推進 等

72

また､上記以外の個別の重要課題については､必要に応じて議論を行うこととしてはどうか



中 医 協 総 - 3
2 5 3 . 1 3

○ 今後､急性期病床の担う役割の明確化を行うために､①急性期病院における平均在院日数の短縮､②患者
の状態に応じた受け入れ､③入院医療の提供に関する連携や在宅復帰の推進.④急性期病棟における早

期からのリハビリテーション等の検討を行うことについて､どう考えるか｡

○ 急性期病院と長期療養を行う病棟の機能分化を図る観点から､今回改定の影響を踏まえつつ､急性期病棟
における長期入院の評価の在り方の見直しの検討を進めることについて､どう考えるか｡

○ また､高齢化の進展に伴う長期療養患者の受け入れを推進するため､長期療養を担う医療機関において､高

度急性期･一般急性期及び亜急性期等との連携を進めるとともに､長期療養を担う病棟における受入れ体制
の充実について､どう考えるか｡

○高齢化の進展に伴い､有床診療所における在宅患者の急変時の受け入れ機能や看取り機能､在宅医療等の
機能に応じた有床診療所の評価についてどう考えるか｡

中 医 協 総 -1
2 5 . 1 2 3

我が国は､少子高齢化が進んでおり､65歳以上の高齢者は､現在人口の約20%であるが､平成42年には
約32%､平成67年には約41%になると想定されている｡また､高齢化の進展に伴う複数の憶性疾患を持
つ点者の増加に対して適切な対応が更に求められる｡

外来医療の役割分担について､病院勤務医が患者に協力して欲しい内容として､｢軽症の場合は､近隣の
診療所を受診して欲しい｣｢軽症の場合は､休日.夜間の受診は避けて欲しい｡｣といった意見が約8割ある

外来診療の機能分化の推進について､病気になるといつも相談し､診療を受ける医師がいる人は2割強で

あった｡一方､日ごろから相言Bi･受診している医師･医療機関へ期待することとして､全人的かつ継続的な
対応､アクセスの良さ等があげられる｡

介護保険施設等の入所(居)者の服薬割合として､医師配置義務のない有料老人ホームにおいては､ケ種
類以上の服薬を行っている入所(居)者が約37%､外用薬ありの人が約48%おり､特葺や老健と比べ､千

の割貧が多い傾向があった｡

【始点】 くコ-
○ 複数の慢性疾患を持つ患者に対して､適切な医療の提供を図りつつ､外来の機能分化の更なる

推進について､どのように考えるか｡
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主治医機能の強化の課題と論点につい

高齢化の進展に伴い､複数の慢性疾患を有する患者への対応や外来医療の機能分

化の観点から､中小病院及び診療所において､主治医機能を持った医師が全人的
かつ継続的な診療を行うことが重要である｡

現状では､約45%の患者が複数医療機関あるいは複数診療科を受診している｡また

医療機関の選択については､まずかかりつけの医師を受診し､その医師の判断で､
必要に応じて病院等の専門医療機関を受診することを望む者が多く､適切に専門医
療機関等-の紹介ができることが主治医機能として重要である｡

これらに加え､主治医機能としては､アクセスしやすい医療機関であること､服薬管理

検診等の受診勧奨､気軽に健康相談できること､介護保険制度等の理解､在宅医療
の提供および24時間の対応等が期待される｡

【論点】 く=ゝ
○ 外来の機能分化の更なる推進の観点から､中小病院及び診療所の主治医機能を持っ

た医師が､複数の慢性疾患を有する患者に対し､適切な専門医療機関等と連携するこ
とにより､継続的かつ全人的な医療を行うことを､総合的に評価することについて､どの
ように考えるか｡
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中 医 協 終 - 5
2 5 . 2 . 1 3

高齢化の進展に伴い､平成52年(2040年)までに約40万人死亡者数が増加すると見込

まれ､今後増加する在宅医療の需要への対応を行うために､診療報酬においては､重
点的に在宅医療一訪問看護の評価を行っている.

また､地域により､在宅医療の提供体制に差があり､今後､利用者のニーズに対応でき
るよう地域の実情に応じた在宅医療を推進していくことが必要と考えられる｡

なお､在宅医療を適切に推進していく上で､患者の選択を制限するおそれがあると考え
られる事例や､過剰な診療を惹起するおそれがあると考えられる事例等への対策につ
いても検討する必要がある｡

亡き皇 :≡

○ 在宅医療を担う医療機関の量的確保とともに､質の高い在宅医療を提供していくた.め

に､保険診療の運用上､不適切と考えられる事例への対策も含め､地域の実情に応じ
た在宅医療を推進していくことについて､どのように考えるか｡

76



第 3 0回 社 会 保 障 審 議 会 医 深 部 会 実科3-1

前回の医療部会での主な議論 .意見

前回の医療部会の議事録をもとに～事務局でまとめたものである｡

荒井委員からは意見書が提出されており､以下は､それ以外の議論 ･意見を事とめたものである

5ii
iiii
劇

<総論>

○ 高齢化と少子化が急速に進展する中で､現在の医療提供体制のままで､本当に日本は

大丈夫なのか､ということを議論するべき｡議論にあたっては､現状を正しく把握する

ことが必要である｡ (相洋委員)

○ 都道府県と国の役割分担 ･責任分担を明確にする必要がある｡ (樋口委員)

1.病床の機能分化 ･連携の推進

○ 地域医療ビジョン策定にあたっては､ ｢一般病床の機能分化の推進仁ついての整理｣

(平成 24年 6月 15日 ･急性期医療に関する作業グループ)で示されている通り､まず

は､都道府県が報告制度を通じて医療機関の現状を把握し､国において､都道府県に報

告された医療機能に関する情報を分析するべき｡国は､この分析を踏まえ､地域医療ビ

ジョンのガイ ドラインを作成し､その後､各都道府県によるビジョンの作成に移るとい

うタイムスケジュールとするべきであるO (西洋委員 L中川委員)

○ 医療機関が報告する医療機能については､引き続き､検討会で慎重に議論を行ってい

くべきである｡･(中川委員)

○ 患者が急性期 .亜急性期 ･回復期のどの機能に行けば良いのか正しく理解できるよう

な､分かりやすい国民-の情報提供のあり方を議論するべきである｡ (山口委員)

2.在宅医療の推進

○ 病院の機能だけでなく､在宅医療も絡めて調査を行ったうえで､医療提供体制を考え

るべきである｡ (藤本委員)

○ 在宅医療を推進するにあたっては､地域の医療財源としての診療所が､実態としてど

れくらいの診療機能を頼っているのかを調べるべきではないか｡ (山崎委員)

○ 地域では高齢の開業医が多い中で､実際にどのくらいの医師が在宅医療を担うことが

ゼきるのか､実態を把握する必要がある｡在宅医療について､国が考えているニーズと､

実際に提供できる体制がどの程度あるのかを､まずは正しく把握することが必要である｡

(今村委員)

○ 在宅医療は､地域包括ケァシステムの一部であるから､医療計画だけではなく､市町

村のつくる介護保険事業計画等とのリンケージを進めていかないとうまく機能しない｡

(田中部会長代理)

○ 在宅医療の推進が一定のテンポ､速度を持って進展しなければ､やがて多くの高齢者

の居場所がなくなることに直結するという危機感を共有することが必要｡ (高智委員)



3.特定機能病 院の乗記の更新制の導入

○ 特定機能病 院の承認の更新制の導入は妥当である｡現在検討されている特定機能病院

の承認要件の 見直しについては､特定機能病院の制度化から約 20年が経過する点を考慮

し､その間に おける高度の医療レベルの変化や､臨床研究､研修等の達成度等との関係

も踏まえて検 討するべきである｡ (加藤委員)

4.医師確保対 策 (地域医療支援センター (仮称)の設置)

5.看護職員確 保対策

○ ナースセンターによる職場復帰システムが実効的に構築されるようー今後､看護師籍

や業務従事者 届出制度等との連動や､ナースセンターの機能強化等について､十分に検

討する必要が ある｡ (斎藤委員 (菊池参考人))

6.医療機関に おける勤務環境の改善

○ 自主的な妻力務環境マネジメン トシステムの創設に賛成｡看護職員確保対策の観点から

は､夜勤交代制の勤務環境の改善や､妊娠中 ･育児中でも働き続けられる勤務環境の整

備が有効｡このため､医療機関が自主的に勤務環境の改善に取り組むマネジメン トシス

テムを創設 しー行政がそうした取 り組みを支援する仕組みは重要0 (斎藤委員 (菊池参

考人))､

7_チーム医療の推進

8.医療事故に係る調査の仕組み等の整備

○ 基本的なあ り方について､病院団体は､これに賛成したものではない｡医療事故につ

いては､再発防止に力点を置くべきであり､第三者機関を設けることはいいが､行政に

よる懲罰や行政処分の対象となる､さらには刑法が適用できるという現在の仕組みを改

正する方向での検討をお願いしたい｡ (日野委員)

9.臨床研究の推進

10.外国医師等の臨床修練制度の見直し

ll.歯科技工士国家試験の見直し

12.持分なし医療法人への移行の促進

○ 医療法人については､非営利性だけではなく､医療が有する公益性や､社会 ･地域貢

献等の観点か ら､21世紀にふさわ しい医療法人のあり方を議論 しないと､人々の信用杏

得るのは難 しいのではないか｡ (田中部会長代理)

○ 今回～制度改正を行うにあたっては､同時に税務の面での検討を行い､税務当局との

調整を適切に進めるべきである｡ (山崎委員)

(以上)
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【第 29回社会保障審議会医療部会 (平成 25年 6月 20日)資料】

社会保障審議会医療部会
荒井委員提出資料

荒井奈良県知事意見
平成 25年 6月 20日

1 当医療部会においては､かねてより真筆な議論が行われ､日本の医療制度

改革のために､大いに貢献されてこられたことに､深甚なる敬意を表し､感謝

を申し上げます｡

2 日本の医療提供制度において､都道府県は一定の重要な役割を見たしてい

ると考えるので､これからの医療捷供のあり方についての議論においては､知

事会はじめ地方行政の関係者と厚生労働省はじめ国の医療関係者との間で､建

設的で忌博のない意見交換が行われることを期待 します｡

3 本日の医療部会開催までに､知事会事務局と厚生労働省医政局との間で充

分な意思疎通が行われなかったこともあり､本 日までに知事会としての意見を

充分集約できていない実情にありますので､本 日は私個人の意見を中心に､以

下稚拙な面もありますが､とりあえず申し述べさせていただくこととします0

4 一般病床の機能分化について

(1)一般病床の機能分化については､医療資源適正化のため必要だという点

は理解します｡ところで､今回､急性期医療を中心に､一般病床の機能分化を

行 う考え方については､その目的とするところがあまり明確でないように思い

ます｡ ｢急性期医療の強化｣なのか､行き過ぎたと言われる ｢7:1看護の是

正｣なのか､その他の日的なのか､充分理解できません｡｢急性期､亜急性期､

回復期医療の病床の機能分化｣については､患者サイ ドから見てその意味する

ところ､医療計画策走者から見てその目的とするところが､よく分かりません｡

(2) ｢急性期医療の強化｣が目的であれば､毎日のように救急病院に運び込

まれる超高齢者に対する急性期医療のあり方､さらにはわが国の終末期医療提

供のあり方について､明瞭で堅実な考え方を確立する必要があると思われます｡

(3)医療機能の分類の概念 (急性期､亜急性期､回復期等)は疾病ごとにそ

の意味が異なることもあるので､より明確に定義づけられる必要があると思い

ますが､分類された医療機能の概念を､医療計画において､病床 (病棟)の種類

を分けるといった形で､制度化するには､まだ検討課題が多く残っていると考

えます｡

_ト

(4)また､医療機能の分化に対応して､診療報酬の改定､病床 (病棟)の区分

に付随する人的医療資源 (医師 ･看護師等)の配置 ･確保を､どのように措置

されるのか明確でありません｡

(5)一般病床の機能 (細分化)は医療法でなく､医療機関が力量に応 じて､

国 (地方厚生局)-申請 .認定を受ける診療報酬の仕組みの中で規定されてい

るものです｡都道府県にはこれらを制御する権限はないため､このままでは都

道府県が一般病床の機能分化の推進をどのように進められるか不明瞭です｡

(6)なお､本県では､既存の病床数が基準病床数を超える状況にあるものの､

使われていない病床があることから､まず､既存病床の有効利用を図りたいと

考えています｡

また､医療法上､都道府県知事は病院の開設許可権限がありますが､建物の

構造 ･設備や人的な要件が整っている限り､これを許可する仕組みです｡良質

な医療の提供という観点から､病院等の開設許可に際 し､患者に提供される医

療の質を加味した評価の仕組みがあっても良いのではないか (例えば､診療報

酬上の不正等を抱えていた機関であっても､許可され うる仕組みは問題ではな

いか)0

(7)このように目的､制度化の輪郭､付随して整うべき措置の内容など､中

核となる項 目について､理解が充分行き渡っていない状況のなかで､医療計画

策定に加えて､医療機能の報告徴収義務が課され､更に､その情報等をベース

に一般病床機能分化の促進等を盛 り込む ｢地域医療ビジョン｣作成の責任を知

事に課す医療法改正案は､今のところ､受けいれ難いと考えます｡

5 在宅医療の推進について

(1) ｢在宅医療｣は極めて重要なものと認識 してお り､その推進に積極的に

取り組まれることに敬意を表します｡

(2)医療計画に記載される在宅医療の推進が､単なる ｢絵に描いた併｣にな

らないようにするためには､次のような事項が明確にされるべきものと考えま

す｡

①在宅高齢者には医療ほかの諸ニーズ く食事､買い物､介護､社会活動､住

居内環境等)がありますが､このような高齢者 QOLの内で医療はどのよう

な役 目を果たすべきと考え､医療蔭の中でどのように位置付けられようとし
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ているのか｡

② ｢病院医療｣と ｢在宅医療｣の内容は大いに異なるものと思われるが､｢在

宅医療｣の定義と果たすべき機能は法上どのように定められるのか｡もし明

確に定められれば､ ｢在宅環境｣の整備に大きな役割を果たすべきと考えて

いる地方公共団体にとって大きな意味が生じるものと考えます｡

③ ｢在宅医療｣の担い手 (医師等)と ｢在宅ケア｣の担い手 (介護士､保健

師､ケアマネージャー等)との関係､協力のあり方をどのように考えている

のかo医療法と関連する法規において､ ｢在宅医療｣と ｢在宅ケア｣に共通

する目的の定義､法的なリンクが必要ではないのかo

④在宅医療における ADR のようなもの (非医師による代替行為)を推進す

る必要があるのではないか｡その際､ ｢医師の指導のもとに｣行 うものとさ

れている看護師の業務の在宅医療における再定義など､非医師による在宅医

療行為を積極的に定義する必要があるのではないか｡ (現状においては､在

宅医療を担 う医師が不足する状況)

⑤在宅の終末期医療のあり方はどのように考えておられるのか｡在宅での看

取りをご家族にとって意味があるものにするには､在宅における終末期の過

ごし方 (qoD)について､医療提供のあり方も含めて､関係者の間での共有

される認識が必要ではないのか｡

(3) ｢在宅医療｣の内容について､以上のような論点が見出される中､関係

者の間での充分な意見交換のないまま､ ｢在宅医療｣を医療計画に記載すると

いう法改正だけでは､ ｢在宅医療の推進｣に寄与するところは少ないものと考

えます｡

(4)いわゆる ｢社会的入院｣の扱い方について

①高齢者はその終末期､自宅､急性期病床､療養病床､一般病床､老人保健

施設､特別養護施設等においてどのように過ごせばよいのか｡終末期の過ごし

方を積極的に確立しなければ､終末期における医療の位置づけは難 しいものと

考えます｡

② ｢多死社会｣がまもなく訪れるこの時期に､高齢者に対する地域医療ビジ

ョンを策定する観点からは､次のような点が明確にされるべきと考えます｡

･療養病床における医療の内容と老人保健施設における医療の内容壮どの

ような違いがあるのか｡また､それぞれはどのようなのものであるべき

なのか｡

･人生の末期において､身の置き場のない人をどのように扱うのか｡

-iJ:

6 特定機能病院の承認の更新制について

更新制度は必要と考えます｡

7 医師確保対策について

(1)医師の地域間､診療科間での ｢偏在Jは､地域にとって､最も重要な課

題のひとつです｡平成 23年 12月.22日の本部会の意見において､

｢- ･都道府県が地域の医師確保に責任をもって取り組むため､法制化等

により､都道府県の役割を明確化すべきである｡｣と述べられていることは､

当を得た意見であると思います｡

(2) ところで､医師確保､医師偏在を是正するための都道府県の手段は皆蘇

に等しく､今回の法改正で提言されている ｢地域医療支援センター｣の設置だ

けではとても期待される役割を都道府県は果たし得ないと思います｡

(3)医師確保､医師の偏在是正のために､国と地方はどのように役割分担を

すべきかを実勢に話し合い､今次の医療法改正を機に国を挙げての実効性のあ

る体制を構築すべきだと考えますO

(4)そのためには､まず医療法を所管されている立場の国として､次のよラ

なことについて､明確に所見を述べられ､地方との対話のきっかけを作られる

べきだと考えます｡

①医師の地域間､診療科間での ｢偏在｣をどのような手法で確認､認定され

ようとしているのか｡

② r医師偏在｣の原因をどのように認識され､その解消をどのような仕組み

で解消されようとして.いるのか

③女性医師の勤務地､診療科の ｢偏在｣をどのように認識されているのか｡

④医師の育成地と勤務地の ｢偏在｣の根本的原因をどのように考えられ､そ

の是正策は､どのようなものを考えておられるのか｡

⑤地域支援センターのあるべき機能をどのように考えておられるのか｡支援

の内容はどのようなものを想定しておられるのか｡それは効果がありそう

なものか｡支援はどのような仕組みで実行可能か｡

(5)さらに､国と地方との役割分担についての国のお考えを明確に開陳して

いただくことが何よりも重要と思科します｡都道府県は､医師確保対策､医師

偏在是正対策において､より重要な役割を果たしたいと考えており､その観点

から､都道府県知事の権限及び責任の強化は必要と考えます｡
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(6)急性期医療の強化､医師の診療科間の偏在是正､専門医の地域医療-の

貢献の拡大等のためにも ｢専門医の認定制度の確立｣は極めて重要と認識 しま

すo学会に委ねるのではなく､国による専門医制度の確立が望まれます｡今後

実施される専門医の認定制度の中に､地域医療への貢献の要素を盛 り込まれる

必要があると考えるので､その点についてai事会との意見交換を早めにしてい

たギきたいと考えます｡

8 看護師確保対策について

(1)潜在看護師に対する再就職支援の観点から､業務に狸事していない者の

都道府県知事-の届出は適切なものと考えます｡

(2)地域における看護師の確保､質の向上の観点から､看護師の職業アイデ

ンティティ及びキャリアパスの確立は是非とも必要であり､そのための都道府

県知事の権限及び責任の強化が必要と考えますDその点について､国との議論

を深めさせていただきたいと考えます｡

(3)また1.有能な看護師 (例えば､中堅や主任クラス)になるところで､

出産 ･育児 ･就学-の対応を求められ職場から離職せざるを得ないなどの要

因を踏まえた対策の充実も重要と考えます｡

9 医療機関の勤務凍境改善について

(1)医療機関における夜間勤務､超過勤務の実態は過酷であり､良質な医痩

提供の観点から一日も早い環境改善が必要と考えます｡

(2)ところが､そのため誰が何をすべきかといったことが明確ではありませ

ん｡また､医療勤務環境改善センター (仮称)のような､どのような権能を持

ち､どのような機能を果たせるのかまだ不明確な組織を設置するだけの法改正

で､医療機関の勤務環境が改善できると考えておられるならば､不充分な対応

姿勢と存 じます｡医療法所管官庁として､勤務環境改善に向けての気迫と見識

を示 してほしいと思います｡

(3)医師の医療機関における時間外勤務､宿直について､医療法と労働基準

法の規定に離解があります｡早急な立法による解決が必要と考え′ます｡

(参照 :県立奈良病院時間外勤務手当事件)

①医療法第 16条は ｢病院の管理者は病院に医師を ｢宿直｣させねばならない｣

と規定するが､働き方についての規定は存在 しない｡

②労働基準法第41条では ｢宿直は､監視又は断続的労働に従事する者として､

-5-

常態としてほとんど労働する必要がない勤務のみを認める｣参考 .厚生労働省

通達 (平成 14年 3月 19日付)

10 チーム医療の推進について

(1)チーム医療の認識とその推進は必要なことと存 じます｡

また､地域医療計画の遂行にあたって､ ｢チーム医療｣の概念を取り入れてい

くことも必要と考えていますので､次のような事項についても､考慮していた

だきたく存 じます｡

(2)医療の現場は多様であり (過疎地の診療所､救命救急センターが病棟､

老健施設､在宅等)､その中で医療専門家が果たすべき役割が異なります､状

況の異なる医療現場を前提に､望ましい ｢チーム医療｣の概念を明確にしてい

く必要があると思います｡

(3)あらゆる医療現場に､医師が存在するとは限りませんので､医療が必辛

な現場に医師が不在の場･合の ADR のようなもの (非医師による代替行為)を

推進 していただきたく存じます｡

(4) ｢チーム医療行為｣の責任の所在を常に確辞 しておく必要があると考え

ます0

11 医療事故に係る調査の仕組等

(1)医療事故の原因究明､再発防止の取組みは極めて重要であるので､仕紘

みづくりに取り組まれる姿勢には敬意を表します｡

(2)医療事故の原因究明､再発防止のためには､医療事故が発生した場合､

そめ原因を絶えず調査し､調査結果を収集 ･集積し､原因を調査する独立性の

高い､中立的な常設機関が必要と考えます｡

(3)遺族又は医療機関の求めに応 じて第三者機関を設置するのでは､ ｢遺族

のため又は医療機関のため｣の調査になりがちで､ ｢再発防止のため｣の調査

という大事な目的が見過されてしまいます｡

(4)原因究明のための中立性､独立性の高い調査機関の設立と､国も関与し

た医療事故の補償制度の確立は是非とも必要です｡そうしなければ､医療事故

に係る訴訟が増大し､司法資源を偏って消費しかねません｡
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(5)医療事故に関しては､都道府県も一定の調査権限 (医療法第 25条の立入

検査等)はありますが､調査結果を分析する能力は充分ではなく､また､調査

結果が医療内容の是正､医師の処分などに生かされることもありません｡ (杏

良県山本病院事件参照)

(6)医療の質の安全管理､医療機関のリスクマネジメント､医療事故の予防

は､地域における良質な医療の確保のため重要なことですので､都道府県知事

の調査の充実と結果を集積し､分析する機関の設置が望ましいと考えます｡

12 医凍法とその他の医療関係法制の体系化づくりについて■▲
(1)都道府県は､医療関係法規に基づく権限 ･責任が分掌されている例が多

くありますが､国法間における関連づけ､体系化が充分なされていないため､

法の執行及び諸計画の策定にあたって､とまどうことが数多くあります｡

(2)今次の医療法改正にあたっては､まず医療関係法体系の中での医療法の

位置付けをより明確にされることを強く希望しますDそのために､医療法の目

的の中にそのような規定を盛り込むことを検討していただきたく存じます｡ま

た､具体的施策の展開にあたっては､健康増進､予防医学の分野の法制と医療

法との法的なリンク､診療報酬制度と医療提供制度との法的関連づけ､健康保

険指定制度と医療提供制度との法的関連づけを明確にされることを強く希望し

ます｡

(3)とりわけ､健康保険法における保険医療機関の指定の取消を受けそうな

医療機関が廃止の届出を出さず､ブローカーの暗躍の下､医療資源を有利に ｢売

却｣しようとする現状は､わが国医療産業の見苦しい部分であり､看過し難く､

関係法規の整備を強く希望します｡ (参照 最近の奈良県の事情)

13 検討の時間が足らず本日述べることのできなかった部分については､後

日の意見表明もありうることをご了承下さい｡
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医療法等改正法案の全体像
医療サービス提供体制の現状と課題

○ 今後､高齢化の進展により､医療･介護サービスの需要
は大きく増大することが見込まれる｡これに対応するため

には､医療サービスをより効果的t効率的に提供していく必
要がある｡

こうした中､医療サービスの機能の面では､以下の課題
が存在｡
･病院･病床の機能･役割分担が不明確

･急性期治療を経過した患者を受け入れる入院機能が不
足

･多くの国民が自宅などでの療養を希望していることを踏
まえた､在宅医療の確保･充実が必要

また､人材確保の面では､以下の課題が存在｡

･医師が地域間･診療科間で偏在

･医療技術･機器の高度化､インフォームドコンセントの実

践､医療安全の確保等に伴って､医療スタッフの業務増
大

･長時間労働や当直､夜勤･交代制勤務など､厳しい勤務
環境

○ 医療事故の原因究明･再発防止のため､全ての医療ヰ
関に医療事故を調査する仕組みを確立していくことが課題｡

○ 次世代のより良質な医療の提供を図っていくため､臨床
研究の基盤を整備し､基礎研究の成果を実用化に結びつ
けていくことが課題｡

【第29回社会保障審議会医療部会(平成25年6月20日)資料】

病院 ･病床機能の分化･連携

1病床の機能分化･連携の推進

2 在宅医療の推進

3特定機能病院の承認の更新制の導入

人材確保･チーム医療の推進

4 医師確保対策(地域医療支援センター(仮称)の設置)

5 看護職員確保対策(看護師復職支援のための届出制度)

6 医療機関における勤務環境の改善

7 チーム医療の推進(特定行為に係る看護師の研修制度等)

医療事故の原因究明･再発防止

8 医療事故に係る調査の仕組み等の整備

臨床研究の推進

9 臨床研究の推進(臨床研究中核病院(仮称)の位置づけ)

その他

10 外国医師等の臨床修練制度の見直し

11歯科技工士国家試験の見直し

12 持分なし医療法人-の移行の促進



医層法等の一岩 □正する法鎖 (仮 州)の□目口要
急速な少子高齢化の進展､人口･世帯構造や疾病構造の変化､医療技術の高度化､国民の医療に対するニーズの変化などの医療を取り巻く環境

の変化に対応するため､｢社会保障･税一体改革｣(平成24年2月17日間議決定)に基づく病院･病床機能の分化･強化や､在宅医療の充実､チーム医

療の推進等により､患者それぞれの状態にふさわしい良質かつ適切な医療を効果的かつ効率的に提供する体制を構築する｡

法案の概要

l_病床の機能分化･連携の推進(医療塵 関係)
(丑 各医療機関が､その有する病床の医療機能(急性期､亜急性期､回復期等)
を都道府県知事に報告する仕組みを創設｡

② 都道府県が､医療計画の一部として､地域の医療需要の将来推計や､医療
機関から報告された情報等を活用して､二次医療圏等ごとに各医療機能の必
要量等を含む地域の医療提供体制の将来の目指すべき姿(地域医療ビジョン)
を策定｡

※ 上記と併せて､国･都道府県･病院･有床診療所の役割や､国民･患者の責務を規定｡

2 在宅医療の推進 (医療法関係)

･ 医療計画において､在宅医療についても5疾病5事業と同様､達成すべき目
標や医療連携体制に関する事項の記載を義務づけ｡

3.特定機能病院の承認の更新制の導入(医療法関係)

･高度の医療の提供等を担う特定機能病院について､その質を継続的に確保
するため､更新制を導入｡

4 医師確保対策(地域医療支援センター上仮称)の設置)(医療潰関係)
･ 都道府県に対して､キャリア形成支援と一体となって医師不足病院の医師確
保の支援等を行う地域医療支援センター(仮称)の設置の努力義務規定を創
設｡

5%
･看護職員の復職を効果的に支援する観点から､看護師免許等の保持者につ
いて､都道府県ナースセンターへの届出制度を創設｡

亘.厘療櫨周におItる_勤番環境02塵呈上医療造園係)
･国における指針の策定など医療機関の勤務環境改善のための自主的なマネ
ジメントシステムを創設するとともに､都道府県ごとに､こうした取組を支援する
医療勤務環境改善支援センター(仮称)の設置等を規定｡

7 チーム医療の推進

① 診療の補助のうち高い専門知識と技能等が必要となる行為を明確化するとと

もに､医師又は歯科医師の指示の下､プロトコール(手順書)に基づきその行為
を実施する看護師に対する研修の仕組みを創設｡(保健師助産師看護師法関
係)

② 診療放射線技師の業務範囲を拡大(診療放射線技師法関係)
③ 歯科衛生士の業務実施態勢を見直し(歯科衛生士法関係)

8 医療事故に係る調査の仕組み等の整備 (医療法関係)

･医療事故の原因究明及び再発防止を図るため､医療機関に対する院内

査の実施を義務付け､各医療機関から報告のあった調査結果の分析や再
防止策に係る普及 .啓発を行うとともに､遺族又は医療機関の求めに応
て医療事故に係る調査を行う第三者機関の設置等を規定｡

9 臨床研究の推進(医療法関係)

･日本発の革新的医薬品･医療機器の開発などに必要となる質の高い臨床研究
を推進するため､国際水準の臨床研究や医師主導治験の中心的役割を担う病
院を臨床研究中核病院(仮称)として位置づける0

1_0_外国医師等の臨床修練制度の見直し(外国医師等が行う臨床修練に_
係る医師法第十七条等の特例等に関する法律関係)

･ 臨床修練制度について､手続 ･要件の簡素化を行うとともに､研修目的

に加えて､教授 ･臨床研究目的の場合における診療行為を新たに認める｡

11 歯科技工士国家試験の見直し(歯科技工士法関係)

･現在都道府県が行っている試験について､国が実施｡

12棚
･持分あり医療法人が持分なし医療法人に移行するための移行計画を策定し､
都道府県知事がこれを認定する仕組み等を設ける｡

※現 段 階 の 検 討 内容 であ り､社 会 保 障 制 度 改 革 国 民 会 議 の 議 論 等 を踏 まえ､引き続 き検 討 を行 う｡



荒井委員提出資料

社会保障審議会医療部会

荒井奈良県知事意見
平成 25年 8月 2日

1.先般の医療部会において､ ｢知事会はじゃ地方行政の関係者と厚生労働省

はじめ国の医療関係者 との問で､建設的で忌怪のない意見交換が行われること

を期待 します｡｣と申し述べたところ､早速先月 18日に医療法改正に係る厚生

労働省 と都道府県との協議が開催 されましたことを感謝申し上げます0

2.知事会においても､早速医療法改正についての勉強会を立ち上げました｡

今後とも､真聾な意見交換を行い､医療法改正に向けて､建設的に協議が進む

ようにしていきたいと考えています｡

3.近い将来､高齢化に伴 う大幅な病床不足が確実に見込まれる中､病院 ･病

床の機能分化､機能に応じた医療資源の集中投入は喫緊の課題であり､医療法

改正とこれに基づく具体的な施策の展開は早急に実施すべき､であると考えてお

り､私としても積極的に協力をしたいと考えています｡

4.診療報酬について

(1)診療報酬は､国において決められることですが､医療機関とって極めて

大きなインセンティブとなるため､診療報酬による誘導は慎重な配慮が必要と

考えます｡このことは､かつて7:1看護に関する診療報酬改定が病床の偏在

を招いたことをよく検証する必要があります｡

(2)医療機能分化については､医療法と診療報酬を車の両輪 として進めるこ

とが必要である∴との厚労省の考え方が既に示されています｡医療機能分化に

ついて､ ｢地域医療ビジョン｣の策定など､都道府県において一定の役割を担

うことが求められている以上､堕域の琴情に応C__T堅準硬筆分担 こ肇す冬碍塾

金の創設を強く要望をします｡そして､この補助金は､施設整備に限定するこ

となく､ソフト事業も対象とし､公立病院 ･民間病院のいずれも対象とするこ

とが重要ですo v

(3)診療報酬は全国一律で地域の実情にきめ細かな対応はできない反面､捕

助金は地域の実情に応 じて､医療資源を適正に配置する有効な誘導策 となり得

るため､診療報酬はこの補助金と整合的な形で､目標を明確にして重点化する

ことが必要と考えます｡

(4)補助金､目標が明確にされた診療報酬と併せて､都道府県が主体的に､

地域の実情に応 じた最適な医療提供体制を構築できるような手法の導入につい

ても､この際実現していただくことを要望します｡



社会保障審議会.

7月～12月 診療報酬改定に係る基本方針について審議

平成2.4年 -厚生労働大臣

1月18日

中医協に対し､

･予算編成過程を通じて内閣が決定した｢改定率｣

･社会保障審議会において策定された｢基本方針｣

に基づき診療報酬点数の改定案の調査.審議を行うよう
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平成24年度診療報酬改定の基本方針

Ⅰ平成24年度診療報酬改定に係る基本的考え方

1.基本認識

○ 国民にとって健康やそれを支える医療は生活の基盤である｡超高齢社会に

おいても､国民皆が質の高い医療を受け続けるた桝 こは､持続可能な医療保

険制度を堅持し､効率的かつ効果的な医療資顔の配分を目指すことが重要で

ある｡

○ こうした背景を踏まえとりまとめられた ｢社会保障･税一体改革成案｣(平

成 23年6月 30日政府 ･与党社会保障改革検討本部決定)に沿って､病院 ･

病床機能の分化 ･強化と連携 (急性期医療-の医療資源の集中投入等)､在

宅医療の充実､重点化 ･効率化等を着実に実現していく必要があり､2025

年のイメージを見据えつつ､計画的な対応を段階的に実施していくこととし､

今回の改定をあるべき医療の実現に向けた第一歩とするべきである｡

○ また､次期改定は介護報酬との同時改定であり､今後増大する医僚 ･介護

ニーズを見据えながら､地域の既存の資源を活かした地域包括ケアシステム

の構築を推進 し､医療サービスと介護サービスを切れ目なく提供するととも

に､双方の役割分担と連携をこれまで以上に進めることが必要である｡

○ さらに､貴重な医療資源の効率的かつ効果的な利用のためには､医療関係

者や行政､保険者の努力はもちろんのこと､患者や国民も･適切な受診をはじ

めとした意識を持ち､それぞれの立場での取組を進めるべきである｡

○ 中長期的な視点も含め､診療報酬については､医療計画をはじめとした地

域医療の実情にも対応することが求められており､また､医療提供体制の強

化については､診療報酬のみならず医療法等の法令や､補助金等の予算措置

など､あらゆる手段を縛合的に用いることにより実現していくべきである｡
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_牢._重点課題

○ 次期診療報酬改定においては､r社会保障･税一体改革成案｣等を踏まえ､

上記のような基本的な認識の下､以下の隈題について重点的に取り組むべき

である｡

○ 現在の医療･医療保険をとりまく状況に鑑み､平成24年度改定において

は､引き続き､救急､産科､小児､外科等の急性期医療を適切に提供してい

くという観点から､病院勤務医等の負担の大きな医療従事者の負担軽減につ

いて､重点課題とするべきであるo

o また､今回の改定が診療報酬と介護報酬の同時改定であることも踏まえ､

医療と介護の役割分担の明確化と地域における連携体制の強化の推進及び

地域生活を支える在宅医療等の充実に向けた取組について重点課題とする

べきである｡

旦｣改定の視点
○ がん医療､認知症医療など､国民が安心して生活することができるため

に必要な分野については充実していくことが必要であり､r充実が求められ

る分野を適切に評価していく視点｣を改定の視点として位置付けることと

する｡

○ 患者が医療サービスの利用者として必要な情報に基づき納得し､自覚を持

った上で医療に参加していけること､.生活の質という観点も含め息者一人一

人が心身の状態にあった医療を受けることが求められており､｢患者等から

見て分かりやすく納得でき､安Jか･安全で生活の質にも配慮した医束を実

現する視点｣を､改定の視点として位置付けることとする｡

○ 持続可能な医療保険制度を堅持していくためには､質が高く効率的な医療

を提供していく必要があり､急性期､亜急性期､慢性期等の機能分化や､在

宅医療等､地域における切れ目のない医療の提供､安心して看取り･看取ら

れる場の確保等を目指していくことが必要であり､｢医療機能の分化と連携
等を通じて､質が高く効率的な医療を実現する視点｣を､改定の視点とし

て位置付けることとする｡

○ 医療費は国民の保険料､公費､患者の負担を財源としており､適正化余地

のある分野については適正化していくとともに､患者自身の医療費の適正化
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に関する自覚も重要であり､｢効率化余地があると患われる領域を適正化す

る視点｣を改定の視点として位置付けることとする｡

Ⅱ平成24年度診療報酬改走の基本方針 (二つの重点課題と四つの視点から)

1.重点課畢

(1)病院勤務医等の負担の大きな医療従事者の負担軽減

○ 今後とも引き続き､救急､産科､′J､児､外科等の急性期医療を適切に提

供 していくことが重要であり､こうした観点からも､病院勤務医等の負担

の大きな医療従事者の負担軽減に取り組んでいくべきである｡
′､＼

○ このため､勤務体制の改善等の取組､救急外来や外来診療の機能分化の推

進､病棟薬剤師や歯科等を含むチーム医療の促進などに対する適切な評価に

ついて検討するべきである｡

(2)医療と介桂の役割分担の明確化と地域における連携体制の強化P推進及
び地域生活を支える在宅医療等の充実

○ 今後増大する医療ニーズを見据えながら､医療と介護の役割分担の明確

化と連携を通じて､効率的で質の高い医療を提供するとともに､地域で安

心して暮らせるための医療の充実を図る必要がある｡

○ このため､在宅医療を担う医療機関の役割分担や連携の推進､看取りに

至るまでの医療の充実､早期の在宅療養への移行や地域生活-の復帰に向

けた取組の促進､地域における療養の質の向上に向けた在宅歯科､在宅薬

剤管理の充実､退院直後等の医療ニーズの高い者-の重点化等の訪問看護

の充実､維持期 (生活期)のリハビリテーション等における医療 ･介護の

円滑な連携などに対する適切な評価について検討するべきである｡

空_,四つの現貞

(1)充実が求められる分野を適切に評価していく視点

○ 我が国の医療において､充実が求められる領域については､それを適切

に評価していくことにより､国民の安心 ･安全を確保する必要がある0
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○ このため､旗和ケアを含むがん医療の充実､生活習慣病対策の推進､身

体疾患を合併する精神疾患救急患者への対応等の精神疾患に対する医療の

充実､早期診断及び重度の周辺症状-の適切な対応等の認知症対策の促進､

感染症対策の推進､リハビリテーションの充実､生活の質に配慮した歯科

医療の推進などに関する適切な評価について検討するべきであるc

o さらに､手術等の医療技術の適切な評価について検討するとともに､医

薬品､医療材料等におけるイノベーションの適切な評価についても検討す

るべきである｡

(2)患者等から見て分かりやすく納得でき､安心 ･安全で生活の質にも配慮

した医療を実現する視点

○ 患者の視点に立った医療の実現のため､受けた医療や､診療報酬制度が

患者等から診てわかりやすいものとするなどの取組を継続させていくこと

が必要である｡

○ このため､医療安全対策等の推進､退院支援の充実等の患者に対する相

談支援体制の充実に対する適切な評価､明細書無料発行の促進､診療報酬

点数表における用語 ･技術の平易化 ･簡素化などについて検討するべきで

あるO

(3)医療機能の分化と連携等を通じて､貫が高く効率的な医療を実現する視

点
○ 限られた医療資源の中で､国民に質の高い医療を提供し､かつ､効率的

な医療を実現していくためには､医療機能の分化と連携等について診療報

酬上のさらなる効果的な評価を検討することが重要である｡

○ このため､急性期､亜急性期等の病院機能にあわせた効率的な入院医療

の評価､慢性期入院医療の適正な評価､医療の提供が困難な地域に配慮し

た医療提供体制の評価､診療所の機能に着目した評価､医療機関間の連携

に対する評価などについて検討するべきである｡

(4)効率化余地があると思われる領域を適正化する視点

○ 今後医療費が増大していくこ̀とが見込まれるなかで､効率化余地がある
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領域については適正化を推進していくことが､患者負担や保険料-の影響

等の観点からも重要であるo

O このため､後発医薬品の使用促進蘇 平均在院 日数の減少や社会的入院

の是正に向けた取組の推進などについて検討するべきであるD

O また､医薬品､医療機器､検査については､市場実勢価格を踏まえた適正

な評価を行 うとともに､技術についても､相対的に治療効果が低 くなった技

術の置き換えが進むよう､適正な評価について検討を行 うべきである｡

Ⅱ 将来を見据えた課題

○ 診療報酬が果たす役割も踏まえ､来年度の改定のみならず､超高齢社会

のあるべき医療の姿を見据えっっ､引き続き､｢社会保障･税一体改革成案｣

において､2025年の姿として措かれた病院 ･病床機能の分化･強化と連携､

在宅医療の充実､重点化 ･効率化等の推進等に取り組んでいく必要がある｡

○ すなわち､■急性期､亜急性期､慢性期等の病院 ･病床機能の分化､強化､

これと併せた地域に密着した病床における急性期医療､亜急性期医療や慢

性期医療等の一体的な対応､外来診療の役割分担､在宅医療の充実などに

ついては､今後 とも､その推進に向けた評価の検討に取り組んでいくべき

である｡

○ その際には､地域医療の実情も踏まえた上で､医療計画の策定をはじめ､

補助金等の予算措置､保険者の取組 といった様々な手段との役割分担を明

確にすiとともに､これらの施策や医療法等の法令 と効果的に相互作用し､

補い合 う診療報酬の在 り方について､引き続き検討を行 うべきである｡

○ また､持続可能で質の高い医療保険制度の堅持に向けて､効率的かつ効

果的な医療資源の配分を行 うため､これまでの評価方法や基準の軸にとら

われず､より良い手法の確立に向けて検討を行 うべきである｡

○ さらに､将来的には､医療技術等について､さらなるイノベーションの

評価や､開発インセンティブを確保 しつつ､費用と効果を勘案 した評価方

法を導入することについて､検討を行っていく必要がある0
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平成22年度診療報酬改定の基本方針

Ⅰ 平成 22年度診療報酬改定に係る基本的考え方

1.基本語由 .重点課題等

○ 医療は､国民の安心の基盤であり､国民一人一人が必要とする医療を適切

に受けられる環境を整備するため､医療提供者や行政､保険者の努力はもち

ろんのこと､患者や国民も適切な受診をはじめとする協力を行 うなど､各人

がそれぞれの立場で不断の取組を進めていくことが求められるところであ

る｡

○ 我が国の医療費が国際的にみてもGDPに対して極めて低水準にあるな

かで､これまで医療現場の努力により､効率的で質の高い医療を提供してき

たところであるが､高齢化の進展による患者増などにより､医療現場は疲弊

してきている｡

○ 前回の診療報酬改定においでも､こうした医療現場の疲弊や医師不足など

の艶題が指摘される中で所要の改定が行われたところであるが､これらの課

題は必ずしも解消しておらず､我が国の医療は､依然として危機的な状況に

置かれている｡

○ このような状況については､前回改定の改定率が必ず しも十分でなかった

ために､医療現場が抱える各種の現題が解消できなかったと考えられること

から､今回の改定においては､医療費全体の底上げを行 うことにより対応す

べきであるとの意見があったQ一方で､賃金の低下や失業率の上昇など､国

民生活も厳しい状況に置かれており､また､保険財政も極めて厳しい状況に

ある中で､医療費全体を引き上げる状況にはなく､限られた財源の中で､医

療費の配分の大幅な見直しを行うことにより対応すべきとの意見があった｡

また､配分の見直しのみでは医療危機を食い止めること時困難なところまで

きているので､今回は医療費全体の底上げと配分の見直しの両者により対応

すべきとの意見があった｡



○ このような蔑論を踏まえた上で､平成 22年度診療報酬改定においては､

｢救急､産科 ､小児､外科等の医療の再建｣及び ｢桓院御

上医療従事者の増長に努める医壕確聞への支援)｣を改定の

取 り組むべきである｡

○ また､その際には､診療報酬だけで現在の医療が抱える課唐の全てを解決

できるものではないことか ら､診療報酬が果たすべき役割を明確にしつつ､

地域特性-の配慮や使途の特定といった特性 を持つ補助金をは じめとする

他の施策 との役割分担を進めていくべきである｡

_2.改定の視点_

O ｢救急､産科､小児､外科等の医療の再建｣､｢病院勤務医の負担の軽減 (医

療従事者の増員に努める医療機関-の支援)｣といった重点課塔以外にも､

がん対策や認知症対策など､国民の安心 .安全を確保 していく観点から充実

が求められている領域も存在 している｡

このため､r充実が求められる領域を適性に評価 していく現息｣を今回の

診療報酬改定の視点の一つとして位置付けるべきである｡

○ 一方､医療は､これを提供する側 と受ける側との協働作業であ り､患者が

必要な情報に基づき納得 した上で医療に参加 していける環境を整 えること

や､安全であることはもちろん､生曙の質という観点も含め､患者一人一人

の心身の状態にあった医療を受けられるようにすることが求められる｡

このため､｢患者から見て分かりやす く納得でき､_卦 』･安全で､生活q)

質J=_も配慮 した医療を実現する視点｣を今回の診療報酬改定の視点の一つと

して位置付けるべきである｡

○ また､患者の視点に立った場合､質の高い医療をより効率的に受けられる

ようにすることも求められるが､これを実現するためには､国民一人一人が

日頃から自らの健康管理に気を付けることはもちろんのこと､生活習慣病等

の発症を予防する保健施策との連携を図るとともに､医療だけでなく､介護

も含めた機能分化と連携を推進 していくことが必要である｡

このため､｢墨痕と介農 の磯節分化と連携の推進等を通じて､質が高 く鞄

串的な医療を実現する視点｣を今回の診療報酬改定の視点の一つ として位置

付けるべきである｡

○ 次に､医療を支える財液を考えた場合､医療費は保険料や公費､患者負担

を財源 としてお り､国民の負担の唾液の観点から､効率化の余地があると思

われる領域については､その適正化を図ることが求められる｡

このため､｢効率化の余地があると_思妙 る侵域奇適正化する視釦 を今

回の診療報酬改定の視点の一つとして位置付けるべきである｡

Ⅱ平成 22年度診療報酬改定の基本方針 (2つの重点課題と4つの視点から)

i._重点琴腰

(lL救急､産科､小児､外科等qP草魚の再建

.0 我が国の医療が置かれている危機的な状況を解消し､国民に安心感を与え

る医療を実現していくためには､それぞれの地域で関係者が十分に連携を図

りつつ､救急､産科､小児､外科等の医療を適切に提供できる体制をさらに

充実させていくことが必要であるb

O このため､地域連携による救急患者の受入れの推進や､小児や妊産婦を含

めた救急患者を受け入れる医療機関に対する評価､新生児等の救急搬送を担 う

医師の活動の評価や､急性期後の受け皿としての有床診療所も含めた後方病

床･在宅療養の機能強化､手術の適正評価などについて検討するべきである0

12)_病院勤務医の負担q)軽減 (医療従事者の増員に努める医療機関への支援).

0 また､救急､産科､′J､児､外科等の医療を適切に提供できる体制を充実さ

せていくためにも､これ らの医療の中心的役割を担 う病院勤務医の過酷な業

務に関する負担の軽減を図ることが必要であり､そのた桝 こは､これらの医

療を担 う医療機関の従事者の確保や増員､さらには定着を図ることが出来る

ような環境を整備することが必要である｡

○ このため､看護師や薬剤師等医師以外の医療職が担 う役割の評価や､看護

補助者等医療職以外の職員が担う役割の評価など､入院医療の充実を図る観

点からの評イ削こついて検討するとともに､医療クラークの配置の促進など､

医師の業務そのものを減少 させる取組に対する評価などについて検討する

べきであるD



○ また､診療所を含めた地域の医療機関や医療 ･介護関係職種が､連携しつ

つ､それぞれの役割を果たしていけるような仕組みが適切に機能することが､

病院勤務医の負担の軽減につながると考えられることから､この点を踏まえ

た診療報酬上の評価について検討するべきである｡

_早.4つの甥長

ilJ 充実が重め_られる領域を適切に_評価していく視点

○ 国民の安心 ･安全を確保 していくためには､我が国の医療の中で充実が求

められている領域については､診療報酬においても適切に評価 していくこと

が求められる｡

○ このため､がん医療の推進や認知症医療の推進､新型インフルエンザや結

核等の感染症対策の推進や肝炎対策の推進､質の高い精神科入院医療の推進

や歯科医療の充実などに対する適切な評価について検討するべきである｡ _

〇 一万､手術以外の医療技術の適正評価についても検討するとともに､新し

い医療技術や医薬品等については､イノベーションの適切な評価について検

討するべきである｡ )

iZ)串者か らみて分か りやす く納得でき､*･D__･安全でi生活の_質に_も配慮した

医療を実現する視点

○ 医療は､これを提供する側と受ける側との協働作業であり､患者の視点に

立った場合､分かりやすくて納得でき､安心 ･安全で､生活の質にも配慮し

た医療を実現することが求められる.

0 このため､医療の透明化や､診療報酬を患者等に分かりやすいものとする

ことなどを検討するほか､医療安全対策の推進や､患者一人一人の心身の特

性や生活の質に配慮 した医療の実現､疾病の重症化予防などに対する適切な

評価について検討するべきである｡

(3)'医療と介革0?機能分化と連携の推進等を通 じて､質が高_(勉串的な医療を夷

現する視点

○ 患者一人一人の心身の状態にあった質の高いサービスをより効率的に受け

られるようにするためには､医療 と介護の機能分化 と連携を推進 していくこ

となどが必要であり､医療機関 ･介護事業所間の連携や医療職種 ･介護職種

間の連携などを推進 していくことが必要である｡

○ このため､質が高く効率的な急性期入院医療や回復期 リハビリテーション

等の推進や､在宅医療や訪問看護､在宅歯科医療の推進など､医療と介護の

機能分化と連携などに対する適切な評価について検討するべきである｡

○ その際には､医療職種はもちろんのこと､介護関係者をも含めた多職種間

の連携などに対する適切な評価についても検討するべきである｡

4L 効率化余地があると患われる領域を適正化する壊点

○ 医療費は保険料や公費､患者負担を財顔としてお り､国民の負担を軽減す

る観点から､効率化の余地があると思われる領域については､その適正化を

図ることが求められる｡

○ このため､後発医薬品の使用促進や､市場実勢価格等を踏まえた､医薬品 ･

医療材料 ･検査の適正評価などについて検討するべきである｡

○ また､相対的に治療効果が低くなった技術については､新しい技節-の置

き換えが着実に進むよう､適正な評価の在 り方について検討するべきである｡

Ⅲ 後期高齢者医療の診療報酬について

0 75歳以上の方のみに適用される診療報酬については､若人と比較 した堤

合､複数の疾病に雁患しやすく､また､治療が長期化 Lやすいという高齢者

の心身の特性等にふさわしい医療を提供するという趣旨 ･目的から設けられ

たものであるが､行政の周知不足もあり､高齢者をはじめ国民の方々の理解

を得られなかったところであり､また､中央社会保険医療協散会が行った調

査によれば､必ず しも清用が進んでいない実態等も明らかになったところで

ある｡

○ このため､75歳以上という年齢に着目した診療報酬体系については､後

期高齢者医療制度本体の見直しに先行 して廃止することとするが､このよう

な診療報酬が設けられた趣旨 ･目的にも配慮しつつ､具体的な報酬設定を検

討することとするべきである｡



平成20年度診療報酬改定の基本方針

rN~纏わ~リr=l

O 中央社会保険医療協議会におかれては､本基本方針の趣旨を十分に踏まえ

た上で､国民､患者の医療ニーズに即した具体的な診療報酬の改定案の審議

を進められることを希望する.

平成1 9年 1 2 月 3 日社会保障審議会医療保険部会
社 会保 障審議会医療部 会

1平成20年度診療報酬改定に係る基本的考え

(1)国民の健康 .長寿という人間にとって一番大事な価値を実現するためには､

国民の安心の基盤として､質の高い医療を効率的に提供する医療提供体制の

構築と､将来にわたる国民皆保険制度の堅持とが不可欠であり､各地域で必

要な医療の確保を図るためにも､不断の取組が求められる｡

(2) したがって､今回改定においても､前回改定に際して当部会が策定した｢平

成 18年度診療報酬改定の基本方針｣(平成17年 11月)に示した ｢基本的

な医療政策の方向性｣､｢4つの視点｣等 (別紙参照)を基本的に継承しつつ､

以下の現状を十分に認識して対応するべきである｡

(3)すなわち､現在､産科や小児科をはじめとする医師不足により､地域で必

要な医療が受けられないとの不安が国民にある｡医療は地域生活に欠くべか

らざるものであり､誰もが安心 ･納得して地域で必要な医療を受けられるよ

う､また､地域の医療従事者が誇りと達成感を持ちて働ける医療現場を作っ

ていけるよう､万全を期す必要がある｡

(4)平成20年度診療報酬改定は､保険財政の状況､物価 ･賃金等のマクロの

経済指標の動向､全国の医療機関の収支状況等を踏まえつつ､基本的な医療

政策の方向性や地域医療を巡る厳しい現状を十分に認識した上で行う必要が

ある｡具体的には､医師確保対策として､産科や小児科をはじめとする病院

勤務医の負担軽減を重点的に図ることについて､今回診療報酬改定における

全体を通じた緊急課題として位置付けるべきである｡

Iii
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2今回改定の基本方針 (緊急課題と4つの視点から)

【緊急課題】 産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減

産柾や小児科をはじめとする病院勤務医の負担軽減を図るためには､産科

や小児科への重点評価を行いつつ､病院内での取組及び病院が所在する地域

での取組を推進することが必要となる｡

(産科 り｣＼児科への重点評価)

ア 産科や小児科の診療科における病院勤務医の負担軽減を図る観点から､産

科医療については､ハイリスク妊産婦や母胎搬送への対応が充実するよう､

また､小児医療については､とれまでの評価の充実等も踏まえつつ､特に手

厚い体制の専門的な医療を提供する医療機関に対しての評価の在り方につ

いて検討するべきである｡

(診療所 .病院の役割分担等)

イ 病院勤務医の負担軽減や診療所と病院との機能分担と相互連携を進める観

点から､診療所における夜間開業の評価の在り方や､大病院が入院医療の比

重を高めていくことを促進する評価の在り方について検討するべきである｡

(病院勤務医の事務負担の軽減)

り 病院勤務医の負担軽減を重点的に図るためには1医師が必ずしも自ら行う

必要のない書類作成等の業務について､医師以外の者に担わせることができ

る体制の充実を促進するための評価の在り方について検討するべきである｡

く1)患者から見て分かりやすく､患者の生活の質 (QOL)を高める医療を実現

する碍貞

患者にとって安全 ･安心 .納得ゐ医療を実現するためには､まず患者から見

てわかりやすい医療としていくことが前提であり､患者に対し医療に関する積

極的な情報提供を推進していくことが必要であるとともに､患者の生活の質

(QOL)を高める医療を提供していくことが必要である｡

(医療費の内容の情報提供)

ア 平成 18年度診療報酬改定では､保険医療機関に対し医療費の内容の分か

る領収書の発行を義務付けたが､さらに､患者の要請に応じて医療機関が明

細書を発行する仕組みの在り'方について検討するべきである｡

(分か りやすい診療報酬体系等)

イ 平成 18年度診療報酬改定では､診療報酬体系を患者にとって分かりやす

いものとする取組を行ったが､医療費の内容の分かる領収書や明細書の発行

の広がりも踏まえ､分かりやすさの観点からの診療報酬休系や個々の評価項

目の算定要件について､さらに必要な見直しを行うべきである｡

(生活を重視した医療)

り 患者の生活を重視する視点から､がん医療などについて､質を確保しつつ

外来医療への移行を図るための評価の在り方について検討するべきである｡

また､例えば､生活習慣病に羅患した勤労者､自営業者等が無理なく継続し

て受診できるよう､夕刻以降の診療所の開業の評価の在り方について､検討

するべきである (緊急課題のイの一部再掲)0

(保険薬局の機能強化)

エ 診療所の夜間開業等に伴い､患者が必要な医薬品の提供を受けられるよう

にするため､地域単位での薬局における調剤の休日夜間や24時間対応の体

制などに対する評価の在り方について検討するべきである｡

IX ｢病院勤務医の事務負担の軽減｣(緊急課題のり)は､この(1)の視点にも位置付けられ

る｡

(a_質の高い医療を効率的,=提供するために医療機能q)分化 ･連携を推進する視

点

質の高い医療を効率的に提供するため､地域の医療機能の適切な分化 ･連携

を進め､急性期から回復期､慢性期を経て在宅療養への切れ目のない医療の流

れを作り､患者が安心 ･納得して早く自宅に戻れるようにすることで､患者の

生活の質 (QOL)を高め､また､必要かつ十分な医療を受けつつトータルな

治療期間 (在院日数を含む｡)が短くなる仕租みを充実していくことが必要で

ある｡
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(質が高い効率的な入院医療の蛭進)

ア 医療計画見直し等の医療法改正を踏まえ､病院等の医療機能の分化 ･連携

を図るとともに､医療資源を効果的 ･効率的に投入することにより､必要か

つ十分な医療を確保しつつ､引き続き､平均在院日数の短縮に取り組んでい

くことが必要である｡このため､入院医療の評価の在り方や､急性期入院医

療における診断群分類別包括評価 (DPC)の支払い対象病院の在り方や拡

大等について､引き続き､検討するべきである｡

(質の評価手法の検討)

イ 医療の質については､医師の経験年数や有すべき施設といった提供側が具

備すべき要件を設けること等により確保してきたが､提供された医療の結果

により質を評価する手法についても検討していくべきであるD

(医療ニーズに着目した評価)

り 医療行為や7対1入院基本料等における医療従事者の配置について､真の

医療ニーズや果たすべき役割に応じたものであるかどうかについて検討し､

適切な評価の在り方について検討するべきである｡

(在宅医療の推進)

エ 在宅医療については､緩和ケアに関するニーズの高まりなど在宅医療が変

化している状況を踏まえ､在宅療養支援診療所等を中心とした医療関係者間

の連携や､介護 ･福祉関係者との連携､在宅歯科医療､訪問薬剤指導､訪問

看護等の充実を含め､在宅医療が更に推進されるような評価の在り方につい

て検討するべきである｡

(歯科医療の充実)

オ 歯科診療に関する指針の見直し等を踏まえ､口腔機能を含めた総合的な管

理と併せ､歯や口腔機能を長期的に維持する技術等についての評価の在り方

について検討するべきである｡

※ r産科･小児科への重点評価｣(緊急課題のア)､｢診療所･病院の役割分担等｣(同イ)､

｢病院勤務医の事務負担の軽減｣(同り)は､この(2)の視点にも位置付けられる｡､

aL草が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われろ領域の評価の

在り方について検討する視点

我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域について

は､国民の安心 ･納得や制度の持続可能性を確保し､経済 .財政とも均衡がと

れたものとするといった観点も踏まえつつ､その評価の在り方について検討し

ていくことが必要である｡

(がん医療の推進)

ア ｢がん対策推進基本計画｣に基づき､がん医療の推進が求められているが､

放射線療法や化学療法の普及､がん医療の均てん化や緩和ケアの推進等のた

めの評価の在り方について検討するべきである｡

(脳卒中対策)

イ 脳卒中については､高齢化の進展とともに､患者数が急増しており､発症

後生命が助かったとしても後遺症が発生する頻度が高いことから､医療計画

に沿って､発症後早期の治療体制や地域連携クリティカルパスを用いた円滑

な医療提供体制の構築等が進むよう､評価の在り方について検討するべきで

ある｡

(自殺対策 ･子どもの心の対策)

り 我が国の自殺者の増加に対応するため､内科等で身体症状を訴える患者で

うつ病等の可能性がある場合に精神科医療と連携する取組や､救急外来に搬

送された自殺企図者に対して再度の自殺企図の防止のための精神科医を合

めた総合的な診療が進むよう､評価の在り方について検討するべきである｡

また､子どもの心の問題については､必要な医療が十分に提供されるよう､

長時間や長期間にわたることが多い外来診療や､心の問題を専門に取り扱う

医療機関についての評価の在り方について検討するべきである｡

(医療安全の推進と新しい技術等の評価)

エ 医療の基礎である医療安全の更なる向上の観点から､このための新しい取

組等に対する評価の在り方を検討するべきである｡また､医療技術等の進展

と普及に伴い､新しい技術等について療養の給付の対象とすることを検討す

るとともに､相対的に治療効果が低くなった技術等は､新しい技術への置換､

えが着実に進むよう､適正な評価の在り方について検討するべきである｡
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(イノベーション等の評価)

オ 医薬品及び医療機器については､革新的な新薬等を適切に評価できるよう

薬価制度等を見直す一方で､後発医薬品の更なる使用促進のための仕組みや

環境整備の方策について検討するべきである｡

(オンライン化 ･IT化の促進)

力 保険医療機関においては､レセプトのオンライン化が段階的に義務付けら

れることとなっており､これを含めたIT化は､患者､医療機関､保険者､

審査支払機関等それぞれにメリットがあるDオンライン化が義務付けられる

時期が到来していない保険医療機関において､引き続き､オンライン化への

対応を含めた IT化が積極的に推進されるような評価の在り方について検討

するべきであるO

※.r産科 ･小児科への重点評価｣(緊急課題のア)､｢病院勤務医の事務負担の軽減｣(同り)

は､この(3)の視点にも位置付けられる｡

_(4L医療費の配分の中で効率化余地がある_と畏われろ領域の評価の在り方につ_O

て換討する視点

国民の安心 ･納得や制度の持続可能性を確保し､経済 ･財政と均衡がとれた

ものとするといった観点を踏まえつつ､今後重点的に対応していくべきと思わ

れる領域の適切な評価を行っていくためには､医療費の配分の中で効率化余地

があると思われる領域について､その適正化を図る方向で､評価の在り方につ

いて検討していくことが必要である｡,

(新しい技術への置換え)

ア 医療技術等の進展と普及に伴い､新しい技術等について療養の給付の対象

とすることを検討するとともに､相対的に治療効果が低くなった技術等は､

新しい技術への置換えが着実に進むよう､適正な評価の在り方について検討

するべきである ((3)の工の一部再掲)｡

(後発品の使用促進等)

イ 医薬品及び医療機器については､革新的な新薬等を適切に評価できるよう

薬価制度等を見直す一方で､後発医薬品の更なる使用促進のための仕組みや

･環境整備の方策について検討するべきである ((3)のオの再掲)0
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(市場実勢価格の反映)

り 医薬品､医療材料､検査等のいわゆる ｢もの代｣については､市場実勢価

格等を踏まえた適正な評価を進めるべきである｡

(医療ニーズに着目した評価)

エ 医療行為や7対1入院基本料等における医療従事者の配置について,真の

医療ニーズや果たすべき役割に応じたものであるかどうかについて検討し､

適切な評価の在り方について検討するべきである((2)のりの再掲)｡

(その他効率化や適正化すべき項目)

オ 平成 18年度診療報酬改定においては､コンタク トレンズに係る診療等に

関して適正化を行ったところであるが､実態を十分に踏まえて､さらに効率

化 ･適正化すべきと認められる項目については､適正な評価を行うよう検討

するべきである｡

後期高齢者医療の新たな診療報酬体系については､｢後期高齢者医療の診

療報酬体系の骨子｣(平成19年 10月10日｡後期高齢者医療の在り方に関

する特別部会)が定められたところであるが､中央社会保険医療協諌会 (以

下 ｢中医協｣という｡)においては､この趣旨を十分に踏まえた上で審議が進

められることを希望する｡

J4_終わりにr

中医協におかれては､本基本方針の趣旨を十分に踏まえた上で､国民 ･患

者の医療ニーズに即した具体的な診療報酬の改定案の審議を進められるこ

とを希望する｡



(別紙)

平成18年度診療報酬改定の基本方針 (抄)

平成1 7 年 1 1月 2 5日
社会保障審議 会医療保険部会
社 会 保 障 審 議 会 医 療 部 会

1平成18年度診療報酬改定に係る基本的考え方 (抄)

○ 今後の基本的な医療政策の方向性としては､

･ 医療を受ける主体である患者本人が､医療に積極的かつ主体的に参加し､必要な情報

に基づき適切な選択を行うなど患者自身が選択して､患者本人が求める医療を提供して

いく､という患者本位の医療が提供される仕組みを構築していくこと

･ 生活習慣病の予防に積極的に取り組むとともに､債に入院加療が必要となった場合に

あっても.早期に在宅に復帰し､生活の質 (QOL)を高めながら､自らの生活の場に

おいて必要な医療を受けることかできる体制を構築していくこと

･ 人口構成等の構造変化に柔軟に対応するとともに､経済 ･財政とも均衡がとれ､国民

の安心や制度の持続可能性を確保するといった観点から見直しを行い､経済 .財政とも

均衡がとれたものとするために過大 ･不必要な伸びを具体的に厳しく抑制することを通

じて､将来にわたり国民皆保険制度を堅持していくこと

が求められていると言える｡

○ 平成 18年度診療報酬改定は､保険財政の状況､物価 ･賃金等のマクロの経済指標の動

向､全国の医療機関の収支状況等を踏まえつつ､今後の基本的な医療政策の方向性に係る

上記のような認技に立って行われるべきであL)､具体的には､以下の4つの視点から改定

が行われるべきである｡

① 患者から見て分かりやすく､患者の生活の質 (QOL)を高める医療を実現する視点

② 質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化 ･連携を推進する視点

③ 我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方

について検討する視点

④ 医療費の配分の中で如率化余地があると思われる領域の評価の在り方について検討

する視点

○ 具体的な診療報酬点数の設定に当たっては､基本的な医療政策の方向性を明確にしない

まま診療報酬施策によって医療機関の診療行動や患者の受療行動を誘導しようとするので

はなく､基本的な医療政策の方向性に沿って個別の診療報酬点数を設定していく中で対応

していくことを基本とするべきである｡
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〇 一万､基本的な医療政策の方向性に必ずしも沿ったものではない医療については､単に

診療報酬点数上の評価の適正化を行うだけでなく､｢必要かつ適切な医療は基本的に保険診

療により確保する｣という国民皆保険制度の理念を基本に据えつつ､特に患者の選択に係

るようなものについては､保険診療と保険外診療との併用を認める制度の活用により､応

分の負担をしていただくことも含め､検討していくべきである｡



平成18年度診療報酬改定の基本方針

参 考 資 料 4

平 成 18年 度 診 療 報 酬 改 定 の 基 本 方 針

平成 17年 11月 25日社会保障審議会医療保険部会
社会保障審議会 医療部会

1 平成18年度診療報酬改定に係る基本的考え

○ 国民の健康 ･長寿という人間にとって一番大事な価値を実現するためには､

国民の安心の基盤として､質の高い医療を効率的に提供する医療捷供体制の

構築と､将来にわたる国民皆保険制度の堅持とが不可欠である｡

○ 今後の基本的な医療政策の方向性としては､

･ 医療を受ける主体である患者本人が､医療に積極的かつ主体的に参加し､

. 必要な情報に基づき患者自身が選択して､患者本人が求める医療を提供し

ていく､という患者本位の医療が提供される仕組みを構築していくこと

二 生活習慣病の予防に積極的に取り組むとともに､仮に入院加療が必要と

なった場合にあっても､早期に在宅に復帰し､生活の質 (QO L)杏高め

ながら､自らの生活の場において必要な医療を受けることができる体制を

構築していくこと

･ 人口構成等の構造変化に柔軟に対応するとともに､国民の安心や制度の

持続可能性を確保するといった観点から見直しを行い､経済 ･財政とも均

衡がとれたものとするために過大 ･不必要な伸びを具体的に厳しく抑制す

ることを通じて､将来にわたり国民皆保険制度を堅持していくこと

が求められていると言える｡

○ 平成18年度診療報酬改定は､保険財政の状況､物価 ･賃金等のマクロの

経済指積の動向､全国の医療機関の収支状況等を踏まえつつ､今後の基本的

な医療政策の方向性に係る上記のような認詣別こ立って行われるべきであり､

具体的には､以下の4つの視点から改定が行われるべきである｡

① 患者から見て分かりやすく､患者の生活の質 (QOL)を高める医療を

実現する視点

② 質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化 ･連携を推進す

る視点

③ 我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評
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価の在り方について検討する視点

④ 医療費の配分の中で効率化余地があると思われる領域の評価の在 り方に

ついて検討する視点

○ 具体的な診療報酬点数の設定に当たっては､基本的な医療政策の方向性を

明確にしないまま診療報酬施策によって医療機関の診療行動や患者の受癌

行動を誘導しようとするのではなく､基本的な医療政策の方向性に沿って個

別の診療報酬点数を設定していく中で対応していくことを基本とするべき

である｡

○ 一方､基本的な医療政策の方向性に必ずしも沿ったものではない医療につ

いてはJ単に診療報酬点数上の評価の適正化を行うだけでなく､｢必要かつ適

切な医療は基本的に保険診療により確保する｣という国民皆保険制度の理念

を基本に据えつつ､特に患者の選択に係るようなものについては､保険診療

と保険外診療との併用を認める制度の活用により､応分の負担をしていただ

くことも含め､検討していくべきである｡

2 4つの視点から見た平成18年度改定の基本方金

D_患者から見て盆カ､_りやすく､患者q)生活の質 (QPL)を高める医療を寒現

する視点

○ 必要な情報に基づき患者自身が選択して､患者本人が求める医療を提供し

ていく､という患者本位の医療を実現するためには､まず患者から見て分か

りやすい医療としていくことが前提であり､患者に対し医療に関する積極的

な情報提供を推進していくことが必要であるとともに､患者の生活の質 (Q

oL)を高める医療を提供していくことが必要である｡

○ このため､診療報酬体系の見直しに当たっては､そもそも診療報酬体系自

体を患者にとって分かりやすい体系とする視点に立って､見直しを推進する

べきである｡

とりわけ､診療報酬上評価されている医療のうちには､実際に提供されて

いるが､患者が明確に分からないままに費用を負担 しているものもあるとの

指摘もあり､現行の診療報酬の名称等の位置付けも含め､点検を行っていく

べきである｡
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○ 患者-の情報提供の推進の観点からは､患者が保険医療機関を受診等した

場合に医療費の内容の分かる領収書の発行を受けることができるよう､診療

報酬体系を患者にとって分かりやすいものとする取組と併せ､現状を考慮し

て所要の経過措置を講じた上で､保険医療機関や保険薬局に医療費の個別単

価など詳細な内容の分かる領収書の発行を義務付けることを視野に入れて､

情報提供を強力に推進するべきである｡

○ また､患者の生活の質 (QOL)を高める医療を提供する観点からは､不

適切な食生活､運動不足､喫煙等の生活習慣に起因した生活習慣病等の重症

化予防を推進するための方策について検討するべきである｡

a一貫の_S立､医療卓効率的rs提供するために医療機能の_分化 ｢連携旦推進する選

点

○ 質の高い医療を効率的に提供するため､地域の医療機能の適切な分化 ･連

携を進め､急性期から回復期､慢性期を経て在宅療養-の切れ目のない医療

の流れを作り､患者が早く自宅に戻れるようにすることで､患者の生活の質

(QO L)を高め､また､必要かつ十分な医療を受けつつ トータルな治療期

間 (在院日数を含む｡)が短くなる仕組みを作ることが必要であるQ

このため､地域における疾患ごとの医療機能の連携体制に係る評価の在り

方について検討するべきである｡

○ また､高齢者ができる限り住み慣れた家庭や地域で療養しながら生活を送

れるよう､･また､身近な人に囲まれて在宅での最期を迎えることも選択でき

るよう､支援していく体制を構築することが必要である｡

このため､入院から在宅への円滑な移行を図りつつ､介護保険との適切な

役割分担の下､24時間診療ができる在宅医療や終末期医療への対応に係る

評価の在り方について検討するべきであるQ

O さらに､我が国の医療については､諸外国と比べ平均在院日数が長いとい

う指摘があり､医療機能の分化 ･連携を図りつつ､医療資源を集中的に投入

することにより､必要かつ十分な医療を確保しつつ､平均在院日数の短縮を

図っていくことが必要である｡

このため､平均在院日数の短縮の促進に資するような入院医療の評価の在
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･り方や､急性期入院医療における診断群分矩別包括評価 (DPC)の支払い

対象病院の拡大等について検討するべきである｡

○ このほか､病院 ･診療所の機能分化 ･連携を推進する観点から､病院と診

療所の初再診料の格差の問題など､外来医療に対する評価の在り方について

検討するべきである｡

3)_適 が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の

在旦却 こついて嘩討する視卓

○ 我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域につ

いては､国民の安心や制度の持続可能性を確保し､経済 ･財政とも均衡がと

れたものとするといった観点も踏まえつつ､その評価の在り方について検討

していくことが必要である｡

○ 例えば､産科や小児科､救急医療等については､診療科 ･部門による医師

の偏在により地域において必要な医療が確保されていないとの指摘がある

ことも踏まえ､特に休日､夜間等における医療機関の連携体制を確保してい

く観点からも､これらの領域に対する診療報酬上の適切な評価について検討

するべきである｡

○ また､医療分野においては IT化が遅れているが､IT化を推進していく

ことは､被保険者､医療機関､保険者､審査支払機関等のそれぞれにとって

メリットのあることであり､解決すべき課題を整理しつつ､これを集中的に

推進していくための方策についても検討するべきである｡

○ さらに､医療の安全性の更なる向上の観点から､医療安全に係るコストの

実態を踏まえつつ､診療報酬上の更なる取組の可能性についても検討してい

くべきである｡

○ このほか､医療技術については､難易度､時間､技術力等を踏まえた適切

な評価を進めるとともに､新しい医療技術については､有効性､安全性等の

ほか､その導入の効果についても十分に確認した上で､適切に保険導入を図

っていくことが必要であるが､その際には､保険導入手続の透明化 ･明確化

の視点に十分配慮していくべきである｡
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亀__医療費の配分の中で効率化余地があると思われる領坤の評価魁 方につい

て検討する視索

○ 国民の安心や制度の持続可能性を確保し､経済 ･財政と均衡がとれたもの

とするといった観点を踏まえつつ､今後重点的に対応していくべきと思われ

る領域の適切な評価を行っていくためには､医療費の配分の中で効率化余地

があると思われる領域について､その適正化を図る方向で､評価の在り方に

ついて検討していくことが必要である｡

○ このため､患者の状態像に応じた慢性期入院医療の評価の在り方､入院時

の食事に係る評価の在り方､外来医療における不適切な頻回受診の抑制のた

■めの評価の在り方､コンタクトレンズ診療等における不適切な検査の適正化

のための評価の在り方､かかりつけ歯科医 ･かかりつけ薬局の本来の趣旨に

即した適正な評価の在り方等について検討するべきである｡

○ また､医薬品については､画期的新薬の開発を促進する薬価制度を構築し

ていく一方で､良質かつ廉価な後発医薬品の使用を促進することは､医療保

険制度の持続可能性の維持に資するものであることから､後発医薬品の使用

促進のための環境整備の方策についても検討するべきである｡

○ このほか､医薬品､医療材料､.検査等のいわゆる ｢もの代｣については､

市場実勢価格等を踏まえた適正な評価を進めるべきである｡

L3_終わりにJ

O 中央社会保険医療協議会 (以下 ｢中医協｣という｡)におかれては､本基

本方針の趣旨を十分に踏まえた上で､具体的な診療報酬の改定案の審議を進

められることを希望する｡

○ また､平成18年度診療報酬改定の縛黒については､本基本方針に即した

改定であったかどうか､実際の改定の効果がどの程度あったのか等について､

中医協において検証を行い､その結果を当部会に報告いただくことを希望す

る｡
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平成24年度診療報酬改定の概要②
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平成24年度診療報酬改定の概要③
点課題1 急性期医療等の適切な提供に向けた病焼勤∃

① 救急･周産期医療の推進

② 病院医療従事者の勤務体制の改善等の取組

③ 救急外来や外来診療の機能分化

④ 病棟薬剤師や歯科等を含むチーム医療の促進

点課想2 医療と介護の役割分過の胡権化と地域にお卜

Q)在宅医療を担う医療機関の役割分担や連携の促進

② 看取りに至るまでの医療の充実

③ 在宅歯科･在宅薬剤管理の充実

④ 訪問者律の充実､医療･介護の円滑な連携

巨の大きな医療従事者の

の弓削ヒ及び在宅医療等の

軍疲技術の進歩の促進と導入.その他の分野

① 医療技師の適切な評価､がん医療や生活習慣病対策､精神疾患･認知症対策､リハビリの充実､生活の質

に配慮した歯科医療

② 医療安全対策､患者-の相談支援対策の充実

③ 病院機能にあわせた入院医療､慢性期入院医療の適正評価､資源の少ない地域への配慮､診療所の機

能に応じた評価

④ 後発医薬品の使用促進､長期入院の是正､市場実勢価格を踏まえた医薬品等の適正評価
など

第 3 0 回 社 会 保 障 串 粗 金 医 凍 部 会

平 成 2 5 年 8 月 2 日 参考兵科1-3

【第64回社会保障手放会医療保険都会(平成25年7月25日)JE料】

平成24年度診療報酬改定の概要

厚生労働省保険局医療課

平成2今年度診療報酬改定の概要①

全体改定率 +0.004%

診療報酬(本体) +1.38%
(約5.500億円)

一意
+1.55%(約4,700億円)

+1.70% (約500億円)

+0.46% (約300億円)

薬価等 ▲1.38%(約5.500億円)



ヨ丙院 医ヲ景可疋早 看0)勤務 体 制 の t双書 等u)
> 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を要件とする項目を今般新た

に評価する項目に拡大し､病院勤務医の負担軽減及び処遇改善を推進する｡

8項目から15項目に対象拡大
【病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善を要件とする項目】

① 総合入院体制加算

(診 医師事務作業補助体制加算

③ ハイリスク分娩管理加算

④ 急性期看護補助体制加算

⑤ 栄養サポートチーム加算

⑥ 呼吸ケアチーム加算

⑦ 小児入院医療管理料1及び2
(勤 救命救急入院料 注3に掲げる加算

を算定する場合

⑨ 総合周産期特定集中治療室管理料

⑩ (新)小児特定集中治療室管理料(スライド4)

⑪ (新)精神科リエゾンチーム加算(スライド12)

⑫ (新)病棟薬剤業務美施加算(スライド13)

⑬ (新)院内トリアージ実施料(スライド9)

⑭ (新)移植後患者指導管理料(スライド12)

⑬ (新)糖尿病透析予防指導管理料(スライド22)

<病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の具体例>

【必須項 目の例】

･医師と医療関係職種等における役割分担

L外来縮小の取り組みIX 等
※特定機能病床及び一般病沫500床以上の病焼l=限る

【選択項目の例】

医師事務作業補助者の配置

予定手術前の当直に対する配慮 等

1. 改 定額

医師事務作業補助者 点数
の配置

15対1 810点

20対1 610点

25対1 490点

(新)過 4ユ旦畠

(新)旦旦套止 旦旦旦点

5d対1 255点

75対1 180点

7

救急･周産期医療の推進q)

F遮混鮎邑監療盟迅莞云ふよ.

> 従来からある､一般向けの特定集中治療室(ⅠcU)に加え､新たに小
児専門の特定集中治療室(pⅠcU)に対する評価を新設し､小児救急医
癖の充実を図る○

(新) 小児 ､定集中治療室管理料(1日あたり)

15.500点(7日以内)

13.500点(8日以上14日以内)
[算定要件〕

15歳未満であうて､特定集中治療室管理が必要な患者について算定するO

[施設基準】

(》 小児特定集中治療室として8床以上の病室を有していることo

② 小児集中治療を行う医師が常時配置されていること○

③ 常時2対1以上の看護配置であること○

④ 体外補助循環を行うために必要な装置など､小児集中治療を行うための十分な設備を有していること○

(9 重症者等を概ね9割以上入院させる治療室であること.

(参 同病圭[=入院する患者のうち､転院日に他の医療機関において救命救急入院料､特定集中治療室管

救急･周産期医療の推進②

> 一般病棟(13対1､15対1)において､急性期後の患者､状態が悪化し

た在宅療養中の患者､介護施設の入所者を受け入れた場合について

の評価を新設し､状態の落ち着いた患者の早期の転院支援や在宅療
養中の患者が急変した際に必要な医療を受けられる体制を推進する0

(新) 救急･在宅等支援病床初期加算 15_0点く1日につき)

> 療養病棟においても､療養病棟入院基本料1(20対1)算定病床につ

いて､救急･在宅等支援療養病床初期加算の引き上げを行い､状態の
落ち着いた患者の早期の転院支援や在宅療養中の患者が急変した際

に必要な医療を受けられる体制を推進する｡

(釈) 救急･在宅等支援療養病抹初期加算

150点 う300点(1日につき)5



救急外来や外来診療の機能分化の推進②

> 現在は､同一日の2科目以降の再診は評価されていないが､患者が医療機関の事

情によらず､自らの意思により2科目の診療科を受診した場合には､効率的な医療提
供､患者の便益､診療に要する費用等を踏まえ､再診料､外来診療料について､同一
日の2科目の再診を評価を行う｡

(新) 再診料 _ 34点(同一目貫科目の場合)
(新) 外来診療料 _ 34点(同一日2科目の場合)

> 地域医療貢献加算について､分かりやすい名称に変更するとともに､診療所の時間

外の電話対応等の評価体系を充実させ､休日･夜間に病院を受診する軽症患者の
減少､ひいては病院勤務医の負担軽減につながるような取組のさらなる推進を図る｡
【現行】地域医療貢献加算

時間外対応加算11.棟棉時間外において男鹿 ⊥患者からの電話等による問い合わせに応じる｡
時間外対応加箕2.･横棒時間外の畢慮帯において､患者からの電話等による問い合わせに応じる｡休日､深夜又は早朝は留

守等屯砧等で対応しても差し支えない｡

時間外対応加算3:地域の医療機関と輪番l=よる連携を行い.当番EIの横模時間外の準夜帯lsおいて､患者からの電話等
による問い合わせに応じる｡当番巳の深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない｡
連携する医療機関数は､3以下とする｡連携に関する情静 ま､院内に掲示するとともに患者へ説明する｡
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救急外来や外来診療の機能分化の推進③

> 紹介率や逆紹介率の低い特定機能病院等を紹介なしに受診した患
者等に係る初･再診料を適正な評価とするとともに､保険外併用療義
費(選定療養)の枠組みの活用を推進し､病院及び診療所における外
来機能の分化及び病院勤務医の負担軽減を図る｡

(新) 初_診料 200点く紹介の.ない場合)

(新) 外来診療科__ 5_2貞
_(他医療機関へ紹介したにもかかわらず､_
当該病院を受診した場合ユ

【算定要件】
･紹介率が40%未満の特定機能病院及び500床以上の地域医療支援病院
※ただし､逆紹介率が30%以上の場合は除く｡

･当該初診料･外来診療料の評価を導入するのは､平成25年4月1日とする｡

ll

病院勤務医の負担を軽減する体制の評価③

> より手厚い看護補助者の配置や夜間配置等の評価を行い､
看護職員の負担軽減を促進し､医師と看護職員との役割分担
の推進を図る｡

1看護補助者のより手厚い配置

(新)呈巨対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上※) 16Q_点

(新) 25_対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5_割奉満※) 14P点
米届出に必要な看護補助者の数に占める看護補助者(みなし看津補助者(入院基本料等の
施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職長)を除く)の割合 (常勤換算)

⊥夜間の看護補助者のより手厚い配置

(新)夜間 50対 1急性期看護補助体制加算 1Q点

(新) 夜間 Ibo対1急性期看護補助体制加算 5_点

t夜間の看護職員a)手厚い配置

(新)看護職員夜間配置加算 50点
【施設基準】夜勤の看護職負数は､当該病棟の入院患者Aに対して､12対1以上であること

救急外来や外来診療の機能分化の推進①

> 従来は､小児に対するトリア-ジのみが酸価されていたが､全年齢層の夜間､深夜､

休日の救急外来受診患者に対し､患者の来院後速やかに院内トリアージを実施した
場合の評価を新設し､救急救命センターに患者が集中しない仕組みを推進する.■

(新) 院内トリアージ実施料 100点(初診時)

> 二次救急医療機関における深夜.土曜.休日の救急搬送患者に対する外来での初

期診療に対する評価を新設し､救急救命センターに患者が集中しない仕組みを推進す
るO

(釈) 夜間疎El救急搬送医学管理料 200点(初診晴)> 地域の開業医等との連携により､地域において多数の救急患者を受け入れるための
救急体制を整えている医療機関の評価を引き上げて､救急救命センターに患者が集
中しない仕組みを推進するo

地域連携小児夜間.休日診療料1 400点 ⇒ 450点~

2 550点 ⇒ 600点
地 '携夜蘭.休日診療料 100点 ⇒ 200点



周術期における口腔機能の管理等､チーム医療の推進

> がん患者等の周術期等における歯科医師の包括的な口腔機能の管哩
等を評価 (術後の誤喋性肺炎等の外科的手術後の合併症等の軽減が目的)

(新) 周術期口腔機能管理計画策定料 300点
【周術期における一連の口腔機能の管理計画の策定を評価】

(

(

(

新) 周術期口腔機能管理料(Ⅰ) 190点
【主に入院前後の口腔機能の管理を評価】

新) 周術期口腔機能管理料(Ⅱ) 300点
【入院中の口腔機能の管理を評価】

新) 周術期口腔機能管理料(Ⅲ) 190点
【放射線治療や化学療法を実施する患者の口腔機能の管理を評価】

> 周術期における入院中の患者の歯科衛生士の専門的口腔衛生処置を
評価

(新) 周術期専門的口腔衛生処置 80点

※歯科の無し､医療機関に入院する患者の入院中の周術期の口腔機能の管理が必要な場合は､連携する歯科医療機関の歯
科言方問診療で実施○

チーム医療の推進①

一般病棟における､精神科リエゾンの評価
> 一般病棟における精神科医療のニーズの高まりを踏まえ､一般病樵
に入院する患者に対し､精神科医､専門性の高い看護師､精神保健福
祉士､作業療法士等が多職種で連携した場合の評価を新設し､より質
の高い精神医療の推進を図る｡

i(新) 精神科リエゾンチーム加算 200点く週1回上

チーム医療の推進②

> がん患者がより質の高い療養生活を送ることができるよう､外来にお
ける緩和ケア診療に対する評価を新設し､緩和ケアの充実を図る｡

(新) 外来緩和ケア管理料 300点(月1回)

漂剤師の痔棟におけるl_I..-__.､.,ニ∴..A.･･..･...∴●.㌔..､...J._L:｣.I革熟.=申すや評嘩ふ.ム▲■
> 薬剤師が勤務医等の負担軽減等に資する業務を病棟で一定以上実

施している場合に対する評価を新設し､勤務医の負担軽減等を図る0

(新) 病棟薬剤業務実施加算 100点(週1回)
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在宅薬剤管理指導業務の一層の推進~TI-】vL--Jr--ー~′I~1
在 宅業務を推進するため､過去の実績も考慮した施設基準を満たす薬

局 が ､在宅患者向けに調剤した場合の加算を新設する｡欄 15点上
か か りつけ薬局が対応できない場合に､あらかじめ連携しているサボ-

ト 薬 局 が臨時に在宅訪問対応できるよう､制度を見直すo※

･. 一 = : :. 室 ..ng...._,.ド_.:.;壷∴11.｣蓑.== 柚豪患遠こ
無 菌調剤に関する施設基準を合理的に見直すo※

※ 小 スペ⊥スでも実施可能となるよう､専用の部屋(5平方メートル以上)の施設要件を削臥

訪問看護の充実

･l壬上覧..-all.-節..:那..,撃J:_=n.A..fL:..=:._;那釣,卓効二組.L.≡.tL
訪問看護の訪問回数や対象の制限等について､要件の緩和を行い､増

加しつつある医療ニーズの高い患者に対する訪問看護の充実を図るo

>訪問看護を週4日以上提供できる対象の拡大
>退院直後､外泊日､退院当日の訪問看護を評価
>月13回以上の訪問看護に係る訪問看護管錘療養費の算定対象の拡大

看護補助者との同行訪問及び専門性の高い看護師との同一 日の訪問

看護の評価を行い､効率的かつ質の高い訪問看護の推進を図る｡

(新)複数名訪問看護加算 .309点 (訪問看護療養費3,000円)_

>専門性の高い看護師による訪問の評価(裾療ケア又は緩和ケアく※))

(新)在宅患者訪問看護.指導料(専門の研修を受けた看護師)12,850円

(新) 訪問看護基本療養費 (専門の研修を受けた看護師) 1L285点
>長時間訪問看護の対象拡大:超重症児.準超重症児等

(※)緩和ケアについては､スライド16再掲

在宅医療の充実

>医療機関間連携等を行い､緊急往診と看取りの実績等を有する医療機

関について､評価の引き上げを行う｡

･緊急時･夜間の往診料の引き上げ

･在宅時医学総合管理料の引き上げ

･在宅患者緊急入院診療加算の引き上げ

･在宅ターミナルケア加算の評価体系の見直し
【現行】 <機能を強化した在宅療養支援診療所/病院(病床を有する場合)の例> 【改定後】

往診料緊急加算
在宅時医学総合管理料(処方せん有)
在宅患者緊急入院診療加算

在宅ターミナルケア加算

在宅時医学総合管理料(処方せん有】 亘.旦旦旦島

:.在宅患者緊急入院診療加算 呈丘9旦点

>緩和ケア専門の医師･看護師と､在宅医療を担う医療機関の医師･看護師が共同
して､同一日に診療･訪問を行った場合を評価し､在宅緩和ケアの充実を図る｡

在宅歯科医療の評価

> 歯科訪問診療の対象者の表現の見直し

常時寝たきりの状態等であって､在宅等に 在宅等において療養を行っており､疾病､

おいて療養を行っており.疾病､傷病のた 一一 傷病のため通院による歯科治療が困難

め通院による歯科治療が困難な患者 な患者

> 歯科訪問診療料の評価の引き上げ
歯科訪問診療料1 830点 - 850点
【同一建物居住者(在宅等で2人以上を診療した場合)以外に対する歯科訪問診療をした際の評価】

> 歯科訪問診療の器具の携行に関する評価の見直し
在宅患者等急性歯科疾患対応加算
【歯科治療に必要な切削器具等を常時携行している場合の評価】

同一初診期間中 同一建物居住者以外:170点
1回目 :232点 → 同一建物居住者 同一日に5人以下:85点
2回目以降:90点 同一日に6人以上:50点

> 歯科衛生士の歯科訪問診療の補助に関する評価
(新) 歯科訪問診療補助加算 同一建物居住者以外:110点

同一建物居住者:45点



生活習慣病対策の推進

>透析患者数が増加している中､透析導入患者の原疾患は糖尿病性腎
症が最も多くなっており､糖尿病患者に対し､外来において､医師と香
護師又は保健師､管理栄養士等が連携して､重点的な医学管理を行
うことについて評価を行い､糖尿病患者の透析移行の予防を図るo

(新) 糖尿病透析予防指導管理料 350点(月1匡】)

【算定要件】
ヘモグロビンAlc(HbAlc)が6.1%(JDS値)以上､6.5%(国際標準値)以上又は内服薬やインスリン製剤を使用し

ている外来糖尿病患者であって､糖尿病性腎症第2期以上の患者(透析療法を行っている者を除く)に対し､透析予
防診療チ-ムが透析予防に係る指導管理を行った場合に算定するC
~【施設基準】
①以下から構成される透析予防診療チームが設置されていること.

ア糖尿病指導の経験を有する専任の医師
イ糖尿病指導の経験を有する専任の看護師又は保健師
r>糖尿病措辞の経験を有する専任の管理栄養士

②糖尿病教室等を実施していること.
③一年間に当該指導管理料を井定した患者の人数､状態の変化等について

精神科急性期医療の充実

> 精神科救急医療機関に緊急入院した後､状態の落ち着いた患者につ
いて､あらかじめ連携している精神科医療機関に転院させた場合や､精

神科医療機関が受け入れた場合の評価を新設し､精神科救急医療機関
と後方病床としての精神科医療機関の連携を評価する｡

(新) 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算 1,000点

(新) 糧神科救急搬送患者地域連携受入加算 _2,OPq点
[算定要件】

精神科救急医療機関に緊急入院した患者が､入院日から60日以内に他の精神科医療機関に転
院した場合に算定する｡

【施設基準]

精神科救急搬送患者地域連携紹介加算

精神科救急入院料､精神科急性期治療病棟入院料､精神科救急･合併症入院料の

届出を行っている医療機関

精神科救急搬送患者地域連携受入加算

精神病棟入院基本料､精神療養病棟入院料､認知症治療病棟入院料､児童.思春期

入院医療管理料の届出を行っている医療機関

維持期リハビリテーションの評価

> 要介護被保険者等に対する維持期の脳血管疾患等リハビリテーション､運動器リハビ

リテーションの評価の見直しを行い､維持期のリハビリテーション※について医療と介護
の役割分担を明確化する｡
※標準的算定日数を超えた患者について､治療を払続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断されないが､状
態の維持等を目的として行われるリハビリテーション

【現行】 <妻介控被保険者等に対するリハビリテーション料> 【改定後】

脳血管疾患等リハビリテーション料(り
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
運動器リハビリテーション粗目

運動器リハ ビリテーション料(Ⅱ)
運動器リハビリテーション料(Ⅲ) 165 点

80点

脳血管疾患等I)ハビリテ-シヨン料(I)I 221点

脳血管疾患等リハビリテ-シヨシ柑 Ⅱ) ユ旦9丘

脳血管疾患等リハビリテーション料(皿ト 旦旦息

運動器リハビリテ-シ∃ン糾 rJ A

運動蕃リハビリテーション料ーⅡ) 上!旦丘

(注)廃用症候群の場合に対する脳血管疾患等リハビリテーションは省略

がん医療の推進

l緩和ケアの評価 {

> 緩和ケア病棟に入院待ちする患者数の増加等を踏まえ､緩和ケア病棟入院基本料

の評価体系の見直し(入院初期の緩和ケアに対する評価の充実)を行い､外来･在宅

緩和ケアの充実と併せて､在宅への円滑な移行を促進し､緩和ケアの提供体制の充

実を図る｡【現行】

緩和ケア病棟入院料
緩和ケア 病棟入院料(1日につき) 【改定後】

(改) 30日以内の場合 4,791点

(改) 31日以上60白以内の場合 ･4,291点

'･.-叫J-′～LLl

>多様化したがん治療に対応できるよう､がん診療連携に係る評価について要件等の

見直しを行い､地域の医療機関におけるがん診療連携をより一層推進させる｡

(改)がん診療連携拠点病院加算

従来は､別の医療機関で悪性腫癌と診断された紹介患者が入院した時のみ評

価されていたが､疑い病名での紹介や､入院には至らず外来化学療法等を受け

た場合でも算定可能とする｡

(敬)がん造塵遺産計画策定料

従来は､手術後に速やかに退院した場合のみ算定可能であったが､退院後の

外来診療時や､計画変更時でも算定可能とする｡



認知症対策の推進

> 認 知 症 患 者 につ いて､入 院 日数 に応 じた評 価 体 系 に見 直 し､短 期 集

中 的 な認 知 症 治 療 の 推 進 を図 る｡

認知症治療病棟入院料1

30日以内の期間 1,7611点

31日以上60日以内の期間 1.461点

> 看 護 職 員 の 数 等 が 異 なる認 知 症 治 療 病 棟 入 院 料 2につ いても､同様

に評 価 体 系 を見 直 す ｡

感染防止対策の評価

> 院内における感染防止対策の評価を充実させ､院内感染対策に関する取組を推進する｡

(新) 感染防止対策加算1 400点(入院初日)
(新) 2 100点(入院初日)

[施投基準]

卿 ､
(D 書任の院内感染管理者が配tされており.感触防止対策部門を放置していること.

② 以下からなる感染防止対策チームを組織し.感染防止に係る日常業務を行うこと｡

ア 感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師

イ 5年以上感染菅5割こ従事した経験を有し､感染管理に係る適切な研修を修了した専任の看捷師

ウ 8年以上の病院勤務経験をもつ感染防止対策に関わる専任の薬剤師

エ 3年以上の病院勤精娃験をもつ専任の路床検査技師

(ア又はイのうち1名は専従であること｡)

③ 年4回以上､感染防止対策加算1を算定する医療機関は､感染防止対策加井之を算定する医療機関と共同カンプ7レンスを開催すること｡

感染肪止対策加東2 (感染防止対策加算1と異なる部分を記載)

① 一般病床の病床数が300床未満の医療機関であることを標準とする｡

② 感染防止対米チームを組織し､感染防止に係る日常業務を行うこと｡感染防止対策チームの構成鼻については､感染防止対策加算1の
要件から､イl=定める着姓師の研捗要件を不要とする｡また,ア又はイのいずれも専任でも可能とする.

(丑 年4回以上.感染防止対鼓加算1を箕定する医療楓悦の主催する共同カンフ7レン久に参加すること.

> 感染防止対策加算1を算定する医療機関同士が年1回以上､互いの医療機関に赴いて相互に感染防止
に関する評価を行った場合の加算を新設し､院内感染防止対策のより一層の推進を図る｡

(節)･ 感染防止対策地域連携加算 1()0点(入院初日)

精神科慢性期医療の充実
l

> 精 神 科 救 急 医 療 体 制 の 確 保 へ の 協 力 及 び 重 症 者 を受 入 れ ている病

棟 の 評 価 を行 い ､より質 の 高 い精 神 医療 の 充 実 を図 る｡

〔算定要件〕
重症者加算:当該患者のGAF尺度によ
る判定が40以下であること｡

〔算定要件〕
重症者加算1

精神科救急医療体制の確保に協力して
いる保険医療機関であって､当該患者の
GAF尺度による判定が30以下であること｡

重症者加算2
当該患者のGAF尺度による判定が40以
下であること｡

> 退 院 支 援 部 署 による支 援 で退 院 した場 合 の 加 算 を新 設 し､早 期 退 院

を推 進 す る｡

く新 ) 退 院 調 整 加 算 500点 (退 院 時 1回)

地域における精神医療の評価
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生活の質に配慮した歯科医療

> 歯周病に関する技術の評価の見直し
スケーリング【歯石の除去】(3分の1顎につき):64点 → 66点

スケーリングvJレートプレーニング【歯石の除去及び歯根面の滑沢化】(1歯につき)

前歯 :58点 → 60点､小臼歯 :62点 → 64点､大臼歯 :68点 → 72点

歯周病安定期治療の実施間隔の見直しや歯周外科手術の評価の引き上げ ほか

> 歯内療法(歯の神経等の治療)に関する評価の見直し
抜髄【歯の神経の除去】(1歯につき)単根管:220点 → 228点

感染根管処置【細菌感染した歯質や神経の除去】(1歯につき)単根管 :130点 ･→ 144点

根管貼薬処置【根管.=薬剤を貼付】(1歯l臥 こつき)単根管 :20点 → 26点 ほか

歯

> 障害者加算の名称の見直し及び対象者の明確化
障害者加算 → 歯科診療特別対応加算
※加算の対象者である､著しく歯科診療が困難な者の例示として､｢日常生活に支障を来たすよう

な症状･行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ､歯科診療に際して家族等の援助を必要と
する状態｣を明確化

歯科固有の技術の見直し等
二J~~丁~二~｢

> 歯科医療の総合的な環境整備を行っている施設基準を満たした歯科医療機関の評価

の見直し

外来診療環境体制加算 (初診料の加算):30点 - 28点

(新) 再診時外来診療環境体制加算 (再診料の加算) 2点

> 歯の修復治療に関する技術の評価の見直し

初期う蝕早期充填処置【う蝕の進展を防止するための治療】:120点 - 122点

窟洞形成【う蝕治療のために歯の形態を整える治療】単純なもの:54点 - 60点

う蝕歯即時充填形成【う蝕に羅患した歯を1日で行う治療】(1歯につき):120点 - 126点

金属歯冠修復【失われた歯の形態･機能を回復する治療】(1個につき):445点 - 454点 ほか

> 早期に口腔機能の維持 ･回復が図られる補綴治療に関する技術の評価の見直し

印象採得【入れ歯作製のための歯型どり】(1個につき)歯冠修復 連合印象 二60点 - 62点

有床義歯【入れ歯作製】総義歯 (1顎につき):2,060点 - 2,100点

有床義歯修理【入れ歯の修理】(1床につき):220点 - 224点 ほか

リハビリテーションの充実①

竪豊艶三盆鎚蓋孟盆療盈鮎 iiii山 並

l

【現行】

型 土壁Lil二三竺埜 些些｣｣⊥至9__Oq*

(新)回復期リハビリテ一一シヨン病棟入院料1ユ▲塁上1点

(改)回復期リハビリテーション病棟入院料2 ユjヱ阜1点

(注)王症患者回杜病棟加算については.入院料に包括して押価を行う

【施設基準](回復期リハビリテーション病棟入院料1のみ記載)回復期リハビリテーション病棟入院料1

① 看護配置常時13対1以上 (看護師7割以上､夜勤看護職員2名以上)

② 看護補助者常時30対1以上

③ 専任のリハビリテーション科医師1名以上､専従の理学療法士3名以上､作業療法士2名以
上､言語聴覚士1名以上､専任の社会福祉士等1名以上

④ 在宅復帰率7割以上

⑤ 新規入院患者の3割以上が重症の患者であること

⑥ 新規入院患者のうち1割5分以上が｢一般病棟用の重症度･看護必要度｣A項目1点以上の
患者であること｡

⑦ 重症患者の3割以上が退院時に日常生活機能が改善していること｡

リハビリテーションの充実②

> 発症早期より開始するリハビリテーションは有効性が高いことから､
早期リハビリテーションの評価体系を見直し､早期のリハビリテーション
の充実を図る｡

14日以内の期間

(新) O) リハビリテーション科の医師が

勤務している医療機関の場合 7_5点

②_その他の場合 30点

15日以上30日以内の期間 30点

[算定要件]

○心大血管疾患リハビリテーション料､呼吸器リハビリテーション料については治療開始日から起算して､

それぞれの日数の間､区分に応じて算定するo

O脳血管疾患等リハビリテーション料､運動器リハビリテーション料については､発症､手術又は急性増悪

からそれぞれの日数の間､区分に応じて算定する｡

9



医療技術の適切な評価③

2.外保連試案を活用した手術料 の引き上げ

主として入院で実施されている難易度がC･D･Eの手術について､｢外保連試案第8版｣の技術度.協力者数･

時間に基づき.頭蓋内膳癌摘出術､肝切除術や肺悪性腫痩手術など約1,200項目の手術について､難易度

C･Dは最大で30%､難易度Eは最大で50%を原則として引き上げを行う｡

その際､減圧開頭術や腹腔鏡下胃.十二指腸潰癌穿孔縫合術など緊急的な対応を要する頻度の高い手術

をより高く評価するとともに､大動脈癌切除術や食道悪性腫癌手術など材料に係る費用の占める割合が高い

手術について配慮を行う｡

3.内科的な技術の評価

高い専門性を有する検査や､症状等に応じた植込み型の医療機器の調整､稀少疾患に対する外来管理等
の医療技術についても適切な評価を行う｡

例)時間内歩行試験､骨髄像診断加算､在宅振戦等刺激装置治療管理料の新設

脳波検査判断料､心臓ペースメーカー指導管理料､難病外来指導管理料の引き上げ

4._先進医蝶専門家会議の検討結果を嘩まえた新規技術の保険導入
肝切除術における画像支援ナビゲーション､色素性乾皮症の遺伝子診断や内視鏡的大腸粘膜下層剥離術

など23の技術について保険導入を行う｡

5･特定保曝医療材料等に係る技術料等の新改
現在､準用で行われている経皮的放射線治療用金属マーカー留置術や植込型補助人工心臓(非拍動流型)

など22技術､HE-1gA(E型肝炎の検査)やレジオネラ核酸検出など12の検査について評価の新設及び見直しを

行う｡

観たな医療技術の具体的な例r一.L.▲▲■■Jー■⊥･..ーrL̀■.._■1uJゝJJ一･L㌔_I~~~~rlー-ト-~h++-1
>技術名:コンベックス走査式超音波気管支鏡針生検

技術の概要:
超音波内視鏡を用いて､気管や気管周囲

の病変を穿刺し､病理診断を行う｡これまで
の検査方法と比べて､肺がんの病期の診断
率が有意に高い｡(1299症例の解析では感
度93%､特異度100%) 曲 匡 ]

イメージ図･I)ンバ肺穿刺の場合

>技術名:肝切除術における画像支援ナビゲーション

技術の概要 :

肝がんや肝内胆管がんなどの際に､手術前
のCTの画像データを利用して､肝臓の3次元

画像表示と容積測定を行い､十分な肝臓の

機能を残すことができる手術術式を計画する｡'霊宝.f2品£門脈ii(紫,

手術中は､3次元画像を参照しつつ､適切

な切除範囲で肝切除を施行する｡

担がん門脈領域予想図(樺) 担がん領域切除後予想園

担がん門脈領域(千) 担がん鯛 萌除後3

医療技術の適切な評価①

> 我が国の医療水準は国際的にみても高い状況にあり､引き続き､質の高い医療を継
続的に提供できる体制を確保するために､外科的な手術や専門性の高い医学管理な
どの医療技術について､学会等からの提案も踏まえ､難易度や専門性に応じた適切
な評価を行う｡

1.医療技術の評価及び再評価(スライド33板目)

学会等からの提案書に基づき､医療技術評価分科会において検討を行い､新規技
術の保険導入及び既存技術の再評価を行う｡

2.手術料の引書上げ_(スライド34枚目)
｢外保連試案第8版｣を活用し､診療報酬における手術の相対的な評価をより 精練

化する｡
3.内科的技術の評価(スライド34枚目)

医療技術評価分科会での検討等も踏まえ､内科医等により行われている高い専門
性を有する検査や外来での医学管理等についても評価を行う｡

4.先進医療からの保険導入(スライド34横目)

先進医療専門家会議の検討結果を踏まえ､新規技術の保険導入を行う｡
5.新規特定保険医療材料等に係る技術料の新設(スライド34枚日)
新規医療材料を用いた技術や検査について､技術料等の評価及び見直しを行う｡

1.医療技術の評価及び再評価

医療技術の適正な評価の観点から､関係学会等から提出された提案書に基づき､医療技術評価分科会に
おいて検討を実施し､新しい医療技術128件を保険導入するとともに､既存技術150件について対象疾患の

拡大や評価の引き上げ等を行う｡
【評価の実施方法等】

①平成23年2月下旬から6月末にかけ関係学会から985件(王横を含む)の提案書が提出

②学会等のヒアリングや重複の確ほを行い､基本診療料や管理料等を除いた技術について検肘を実施

③幅広い観点から評価が必要な技術.エビデンスが不十分と考えられる技術について､専門的観点も踏まえ.分野横断的な峠広い観点から押

価を実施

L 還 整 ｣

E書を斤tt先dEが7(いと書えら
九も故*)之7BA

･新規技術:コンベックス走査式超音波気管支鏡下針生検､内祝鏡下蝶形骨洞手術など
･既存技術;血照交換療法(血液型不適合肝移植に対するもの)､乳腺腫癌画像ガイド下吸引術など

>胸腔鏡下.腹腔鏡下手術の保険導入

腹腔鏡等を用いた手術の普及状況や有用性等を踏まえ､難易度等を勘案し､一定の要件を満たす37手

術を保険導入するとともに､安全性の観点から､施設基準の見直しを行う｡ 3



病院機能にあわせた効率的な入院医療等の評価

一 般 病 棟 7対 1入 院 基 本 料 の 算 定 要 件 の 見 直 しを 行 い ､患 者 像

に 即 した 適 切 な 評 価 や 病 床 の 機 能 分 化 の 推 進 を 図 る ｡

1現行】_

一般病棟
入院基本料 看護必要度基準 1割以上

特定機能病院
入院基本料

専門病院

平均在院日数 28日以内
看護必要度基準評価のみ

平均在院日数 30日以内
看護必要度基準 1割以上

【改定後】
一般病棟 .平均在院日数 18日以内
入院基本料 看護必要度基準 1割5分以上

特定機能病院.平均在院日数 26日以内
入院基本料 .看護必要度基準 1割5分以上

専門病院 平均在院日数 28日以内
入院基本料※ 看護必要度基準 1割5分以上

※ただし､悪性腫癌患者を一般病棟に7割以上入院させている保険医療
機関における看辻必要度基準については､従前通り1割以上であること

【娃過措置】

平成24年3月31日において7対1入院基本料を算定している病棟であって､平成24年4月1日以降において改定後の7対1入
院料の算定基年は満たさないが､改定後の10対l入院基本料の基準を満たしている病棟に限り､平成26年3月31日までの臥
改定後の7対l入院基本料を井定できる｡(ただし､25対1急性期窄謙補助体制加井(スライド8枚目)は算定できない)

<参考>書謙必要度基準:r-般病棟用のJl症虎･f牲必要度に係る押価某Jにより測定
A得点(モニタリング及び処置等)2点以上かつ.B得点(患者の状況等)3点以上の患者の割合

亜急性期入院医療管理料

> 亜急性期入院医療管理料を算定している患者の中に､回復期リハビリテーションを

要する患者が一定程度含まれることから､患者の実態に応じた評価体系に見直すこと
で､医療機関におけるより適切な機能分化を推進する｡

(新) 亜急性期入院医療管理料1 2.061点

(新) 2 1.911点

[井定要件]

亜急性期入院医療管理料1

脳血管疾患等リハビリテーション料､運動器リハビリテーション料を貴定したことがない患者について算定する｡
原大∽日まで算定可能)

亜急性期入院医療管理料2

脳血管疾患等リハビリテーション料､運動器リハビリテ-ション料を算定_u=ことがある患者について算定する｡
(最大∽日まで算定可能)

【施設基準】(亜急性期入院医療管理料1､2共通)

① 届出可能病床は一般病床の3割以下J=だし､200床以上の病院は病床数にかかわらず最大40床まで｡100床以下の
病院は病抹数にかかわらず最大30床まで届出可能｡

② 看護職員配置常時13対1以上であること
③ 診療録管理体制加算を算定していること
④ 在宅復帰率6割以上であること

患 者 サ ポ ー ト体 制 の 評 価

> 患 者 等 か らの 相 談 に 幅 広 く対 応 で き る 体 制 を とって い る 医

療 機 関 に 対 す る 評 価 を新 設 し､医 療 従 事 者 と患 者 との 円 滑

な コミュニ ケ ー シ ョン の 推 進 を 図 る ｡

> (新 ) 患 者 サ ポ ー ト体 制 充 実 加 算 70点 (入院初即

[施設基準]

① 患者からの相談に対する窓口を設置し､専任の看護師､社会福祉
士等を配置していること

② 患者のサポート等に関するマニュアルの作成､報告体制の整備､職
員への研修等､体制の整備を実施していること｡

明細書無料発行の推進

> 平成22年度改定により､電子請求が義務付けられている病院･診療所･薬局

は､正当な理由のない限り,原則として明細書を無料で発行することとした｡

=〉正当な理由 ① 明細書発行機能が付与されていないレセコンを使用

② 自動入金機の改修が必要な場合

Jl
400床以上の病院l=ついては,‡これを平成26年度以降は認めなL_1ことと

生る 且

> 正当な理由を担保するため､病院.診療所･薬局は､

毎年行われている他の届出事項と併せて､明細書無料発行

の対応の有無､正当な理由に該当する旨等を報告することとする｡

iその他の取組

> 明細書発行に係る手数料について高綾な料金はふさわしくない旨を に応じた皇盟重しつつ､重度風致o

> 公費等により一部負担金が発生しない患者に対しても明細書の発行に努めることと

･7



慢性期入院医療の適切な評価

>一般病棟(13:1,15:1)における長期療養患者の実態に合わせた評価体
系の見直しを行い､より適切な医療機関の機能分化を推進する｡

① 90日を超えて入院する患者を対象として､療養病棟と同等の報酬体
系(医療区分及びADL区分を用いた包括評価)とする｡

② 90日を超えて入院する患者を対象として､出来高算定とするが､平均
在院日数の計算対象とする｡

①､②の取扱いについて､病棟単位で､医療機関が選択することとする｡

医療提供しているが､医療資源の少ない地域に配慮した評価

自己完結した医療提供をしており､医療従事者の確保等が困難かつ医療機関が少ない2次

医療圏及び離島にある医療機関について､評価体系を見直し､地域医療の活性化を促す｡
※特定機能病院､200床以上の病院､DPC対象病院及び一般病棟7対1､10対1入院基本料を算定している病院を除く

>一般病棟入院基本料の届出について､病棟毎の届出を可能とする｡

>亜急性期入院医療管理料について看護配置等を緩和した評価を新設する｡
l新l_亜急性期入院医療管理料1 _1,761点(1日につき)

l新し _亜急性期入院医療管理料2 1.661点(1日に?辛)

[施設基準ユ
看韓稚魚配置が無暗15対l

> チームで診療を行う入院基本料等加算について､専従要件を緩和した評価を新設する｡

(新) 緩和ケア診療加算 200点(1日につき)

> 1病棟のみの小規模な病院について､病棟に応じた評価を新設する｡

l新) 特定一般病棟入院料 13対1_入院料 1.103点
15対1入院料 945点

43

DPC制 度 (急性期 入 院 医 療 の 定 額 報 酬 算 定 )の 見 直 し等 ①

喜 DPC Ⅰ ～Ⅲ

DPC頼院Ⅱ群の要件(大学病院本院に叫じた捗点せ虎と一定の横地を有する病暁)以下の実績要件1-4を全て満たす病院

DPC対象病院約1500病院 ¢1群 Ⅱ群 Ⅲ群
病院 要件(i)-を満たす 【実練要件1】珍dE密度
本院 以外 【実根要件2】医師研#の実施
80 約80 -約1300 【実績要件3】~高度な医療技術の実施
病院 病院 病院 【実績要件4】重症点者に対する診療の実施院 病院 【実績要件4】重症点者に対する診療の実施

DPC制度(急性期入院医療の定報報酬算定)の見直し等②

}急性期入院医療を担う医療機関の機能や役割の分析･評価を推進

> DPC対象病院について､外来診療に係るデータの提出に対応

(新)機能評価係数 Ⅰ データ提出加算2
> DPC対象病院以外の急性期病院について､DPCフォーマットデータの提出を評価

(新)データ提出加算1イ(200床以上) 100点､ロ(200床未満)1_50点く入院診療のみ提出)(退院時一回)
(軒) 2イ(2{カ床 以上)i10点･ ロ(200床束J) 180点(入EEBdFと外来?dEを捷出)(iLEH ~Gj)4



薬局における薬学的管理及び指導の充実

算定要件が不明確であるなどの指摘があることから､ハイリスク薬(要注意薬)服用患

者に対し､その効果や関連副作用の有無等の確認すべき内容等を明確化する｡

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進

L廉鮎魁速急取組監塾軌嘉去
> 薬剤情報提供文書を活用した後発医薬品の情報提供※を評価する○

双 薬剤服用歴管理指導料における薬剤情報提供文書に､後発医薬品の有無､価格等の情報を付加.

> 後発医薬品の調剤数量に係る評価について算定要件を見直す○

l亨AJ一 .L砺 斬

> 後発医薬品の使用割合に応じた段階的な評価を導入する｡

30点(採用品目割合:20%) う 28点(採用品目割合:20%以上)
35点(採用品目割合:30%以上 )

> 薬局での後発医薬品の調剤を行いやすくするため､医師が後発品がある医薬品について､一般名処方を
行った場合の評価を新設するC

(新) 一般名処方加算 2点(処方せん交付1回)

i; 皇ミニ--;I--'=-t=_-Ti-;吉 ニ 有効成分が同-であれば､どの後発医薬品も調剤可能

> 諸外国の例にならい､個々の処方薬※ごとに､後発医薬品への変更の可否を明示するよう処方せん様式
を見直すo

診原所の機能に看目した評価且)

> 有床診療所における質の高い緩和ケア医療に対する評価を新設し､
緩和ケアの推進を図る｡

(新) 有床診療所緩和ケア診療加算 15Q点(l目につき)
[施設基準]

① 夜間に看護職鼻を1名以上配置していることC

② 身体症状､精神症状の緩和を担当する常勤医師､緩和ケアの経験を有する常勤看護師(医師もしくは
看護師の一方は緩和ケアに関する研修修了者)が配置されていること｡

l慮屡蔓重態l表法急患忘蓋嘉遮還盟塵漫∴､J.._㌧-.止と=こ.i
> 有床診療所における､ターミナルケアに対する評価を新設し､看取り
を含めたターミナルケアを充実を図るo
(新) 看取り加算

在宅療養支援診療所の場合 2 .000点
その他の場合 1 .000点

診療所の機能に着目した評価②

有床診療所.の ./.1.L!

> 有床診療所の入院基本料の評価は､一般病床､療養病床で区別さ

れているが､両方の病床を有する診療所については､双方の要件を演
たしている場合に限り､患者像に応じた相互算定を可能とする｡

> 介護療養病床入院患者が急性増悪した際に､医療保険を算定できる

病床は2室8床に限られているが､より柔軟な運用を可能とするため､
全介護療養病床について算定可能とする｡

45



検体検査の評価の見直し

> 医療技術評価分科会での評価や実勢価格を踏まえ､検体検査実施料の引き上げを
行う｡

例)wTlmRNA核酸増幅検査 2,000点 ⇒ 2,520点

細菌培養同定検査 血液,穿刺液 150点 う 190点

結核菌群リファンピシン耐性遺伝子同定検査 550点 う 850点

> 1つの検査項目に､分析物の有無を判定する定性検査や分析物の量を精密に測定
する定量検査など､有用性の異なる複数の検査が含まれる場合に､医学的な有用性
を踏まえ､区分の細分化を行う｡

例)プロテインS⇒ プロテインS活性､プロテインS抗原

マイコプラズマ抗体価 う マイコプラズマ抗体定性､マイコプラズマ抗体半定量

虚底塩嘉島私盈昆鮎 岳ノ主､...イー.-A.,>,～:二速必這 孟

> 頼準検査名称.標準検査法名称を参考に検体検査の名称を見直すo

例)単純ヘルペスウイルス特異抗原 う 単純ヘルペスウイルス抗原定性

cT撮影及びMRJ撮景引こついては､新たな医療機器の開発や撮影方法の登場などの技術の進歩が著しく､診断

や治療の質の向上に資するイノベーションを適切に評価する観点から､画像診断撮影の評価体系を男直し､より
質の高い診断治療の推進を図る｡

1〔丁稚影16列以上のマルチスライス型の機器による場合口2列以上16列未満のマルチスライス聖の機器による場合
iハ イ.ロ以外の場合

｢盲右京高石ピューター繭 豪霜両面;

15テスラ以上の梯器による場合

1以外の場合

コンビユ-タ一軒JT魚影装置 lCTII影

イ64列以上のマルチスライス型の拙 pA 凹 点

口 16列以上64且玉義のマルチスライス型の鎖巻l=よる !担旦丘場合

ハ 旦到以上16タは溝のマルチスライス型のdL韓による 遡旦点和合

[施設基準]cT撮影の64列以上の場合､MRJ撮影の3テスラ以上の場合については､画像診断管理加東2(※)が井定できる施股
に限る｡専従の診療放射線技師が1名以上｡

米放射線科を棟暢している病院であることや画像診断を専ら担当する常勤のEg肺が1名以上配dtされていることなど4堺Elが羊件

> 高い機能を有するcT撮影装置 (4列以上のマルチスライス型の機器)及びMRr撮影装置 (1.5テスラ以上

の機器)の施設基準の届出にあたり､安全管理責任者の氏名や､cT撮影装置やMRl撮影装置､造影剤注

入装置の保守管理計画をあわせて提出することとする｡ 48

> 長期に及ぶ慢性維持透析患者の合併症に対し､近年有効性が明らかになりつつある新しい治療法(オンライ
ン血液透析漉過)を評価を行い､より賢の高い透析医療の推進を図る｡

' . ～､ な の)_｣幽

[算定要件]血液透析漉過のうち､透析液から分離作成した置換液を用いて血液透析漉過を行っている場合

[施設基準]透析水質確保加算2(※)を算定していること(※:透析液の水井を社保するため､木Jt故王を軸 するなどの榊 をSAたした鵬 の加■)

>オンライン血液透析漉過では使用する透析液について､より厳格な水貫管理が求められることから､透析液水

質確保加算について段階的な害里鹿を行う｡

人工腎臓(1日につき)

透析液水質確保加井

人工腎醸(lElにつき)

1透析水耳確保加井1

[施設基準]

①月1回以上水質検査を実施し､関係学会から示されている基準を満たした血液透析液過用の置換液を作成し､

使用していること｡

②透析機器安全管理委員会を設置し､その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配すさ

れていること｡

> 包括薬剤の価格やエリスロポエチン製剤の使用実態に応じた点数の見直しを行う｡

人工f麻(1日につき)1便性維持透析を行った叫合

イ4時rn未満の場合

口 4時間以上5時冊未満の蛾合

ハ 5時間以上の租合
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【第64回社会保障審議会医療保険部会(平成25年7月 25日)資料】

平成 24年 2月10日

中央社会保険医療協醸会

会 長 森田 胡

厚生労働大臣

小宮山 洋子殿

答 申 書

(平成 24年度診療報酬改定について)

平成 24年 1月 18日付け厚生労働省発保0118第 1号をもって諮問のあった件

について､別紙 1から別祇8まーでの改正案を答申する｡

なお､答申に当たっての本協議会の意見は､別添のとお りである｡

平成24年度診療報酬改定に係る答申書附帯意見 (別添)

(急性期医療の適切な提供に向けた医療従事者の負担軽減等)

1 初再診料及び入院基本料等の基本診療科については､コスト調査分科会報告事等も踏

まえ､その在り方について検討を行うこと｡なお､歯科は単科で多くは小規模であるこ

と等を踏 まえ,基本診療科の在り方について別途検討を行うこと｡その上で､財政影響

も含,め､平成24年度診療報酬改定における見直しの影響を調査 ･検証し､その結果を

今後の診療報酬改定に反映させること｡また､医療経済実態調査のさらなる充実 ･改良

等により､医療機関等の協力を得つつ経常データをより広く収集 し､診療報酬の体系的

見直しを三進めること｡

2 救急医療機関と後方病床との一層の連携推進など､小児救急や精神科救急を含む救急 -

医療の評価について影響を調査 ･検証するとともに､その結果を今後の診療報酬改定に

反映させ ること｡

3 病院勤務医等の負担の大きな医療従事者の勤務体制の改善等の取組に係るさらなる措

置 (時間外対応加算を含む｡)については､その効果を調査 ･検証するとともに､いわゆ

るドクターフィーの導入の是非も含め､引き続き､医師や看護師等の勤務の負担軽減に

関する検討を行うこと｡

4 次に掲げるチーム医療に関する評価について､調査 ･検証を行うこと｡

･薬剤師の病棟業務 (療養病棟又は精神病棟における業務を含む｡)

･歯科医師等による周術期等の口腔機能の管理

･糖尿病透析予防指導による生活習慣病対策の推進 ･普及の実態

･栄華陣等を生じている患者-の栄養状態改善に向けた取組

l等

(医療と介書生の連携強化､在宅医療等の充実)

5 在宅医療を担う医療機関の機能分化と連携等による在宅医療のさらなる充実や後方病

床機能の評価について検討を行うこと｡

6 効率的かつ質の高い.訪問看護のさらなる推進について検討を行 うこと｡

7 維持期 のリハビリテーションについては､介津サービスにおけるリハビリテーション

の充実状況等を踏まえ､介護保険サービスとの重複が指摘される疾患別 リハビリテーシ

ョンに関する方針について確認を行うこと｡また､廃用症候群に対する脳血管疾患等リ



ハビリテーションの実施状況について調査 .検証するとともに､その結果を今後の診療

報酬改定に反映させること｡

く質が高く効率的な医療提供体制)

8 病院機能に合わせた効率的な入院医療を図るため､一般病棟入院基本料､亜急性期入

院医療管理料等の見直 しについての影響を調査 ･検証するとともに､その結果を今後の

診療報酬改定に反映させること｡特に､一般病棟入院基本料 (13対1､15対1)算定

病棟における特定除外制度の見直しについても､平均在院日数の変化等の影響を調査 ･

検証をすること｡さらに､一般病棟 (7対1､10対1を含む)､療養病棟､障害者病棟

等における長期入院の詳細かつ横断的な実態の調査も含め､悼性期入院医療の適切な評

価の見直しについて引き続き検討を行うこと･D

9 以下の経過措直については､現場の実態を跨まえた検討を行い､必要な措置を講ずる

こと｡

･一般病棟における7対 1入院基本料の算定要件の見直しに係る経過措置

･特殊疾患病棟や障害者施設等から療養病棟に転換した浪合に対する経過措置

10 DPC制度については､医療機関群の設定､機能評価係数IIの見直し等の鹿智を跨ま一

えながら､今後3回の改定を目途に継続する段階的な調整係数の置換えを引き続き計画

的に実施すること｡その臥 臨床研修制度を含めた他制度-の影響についても十分に調

､査 ･検証するとともに､見直し等が必要な場合には速やかに適切な措置を講じること｡

また､DPC対象の病院と対象外の病院のデータの比較 ･評価を行うこと｡

11 医療環供体制が十分ではなく医療機関の機能分化を進めることが困難な地域に配慮

した評価の見直しについて影響を調査 ･検証するとともに､診療所を含む当該地域全体

の医療の状況の把握なども踏まえ､その結果を今後の診療報酬改定に反映させること｡

12 平均在院日数の減少や長期入院の是正など､入院医療や外来診療の機能分化の推進

や適正化について引き続き検討を行うこと｡

13 診療報酬における包括化や IT化の進展等の状況変化を踏まえて､診療報酬の請求

方法や,指導 ･監査等適切な事後チェックに賢するための検討を引き続き行うこと｡

(患者の視点に配慮した医療の実現)

14 診療報酬項目の実施件数の評価等を踏まえた診療報酬体系のさらなる簡素 ･合理化

(今回改定の医療現場への影響を含む｡)､明細書の無料発行のさらなる促進 (400床未

満の病院や公費負担医療に係る明細書の無料発行を含む｡)､医療安全対策や患者サポー

ト体制の吉平価の効果について検討を行うことO

(医薬品､医療材料等の適正な評価)

i5 長期収載晶の薬価のあり方について検討を行い､後発医薬品のさらなる普及に向け

た措置を引き続き韓じること｡

16 手術や処置､内科的な診断や検査を含めた医療技術について､医療上の有用性や効

率性などを掩まえ患者に提供される医療の質の観点から､物と技術の評価のあり方を含

め､診療報酬上の相対的な評価も可能となるような方策について検討を行うこと｡

17 革新的な新規医療材料やその材料を用いる新規技術､革新的な医薬品等の保険適用

の評価に際 し､算定ルールや審議のあり方も含め､費用対効果の観点を可能な範囲で導

入することについて検討を行うこと｡

(その他の調査 .検証事項)

18 上記に掲げるもののほか､今回改定の実施後においでは､特に以下の項目について

調査 ･検証を行うこととすること｡

(i)在宅医療の実施状況及び医療と介護の連携状況

(2)在宅における歯科医療と歯科診療で特別対応が必要な者の状況

(3)慢性期精神入院医療や地域の精神医療､若年認知症を含む認知症に係る医療の状況

(4)一般名処方の普及状況 ･加算の算定状況や後発医薬品の処方 ･調剤の状況

(5)診療報酬における消費税の取扱い

(6)医療機関における裾唐の発生等の状況

なお､上記1-18の事項については､できるだけ早急に取組を開始し､その進捗に

ついて報告すること｡さらに国民がより質の高い医療を受けることが出来るよう､医療

提供体制の機能強化に係る関連施策との連携､また､国民に対する働きかけを含めて幅

広い視点に立って､診療報酬のあり方について検討を行うこと｡
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I第 65回社会保陣事故会医療保険都会 (平成25年 8月1日)資料】

期診療報酬改定における社会保障･税一体改革関連の基本的な考え方について

(これまでの医療保険部会における議論等を整理したもの)
1.基本認識について

これまでの議論等を整理したもの 委員の意見等

ア 社会保障.税一体改革では､消費税率を引き上げ､

医療･介護サービスの機能強化と重点化･効率化に

取り組むこととされており､これらの方向性を踏まえ､

診療報酬改定の検討を進めるべき｡

<社会保障･税一体改革での見直しの方向性>

･急性期病床の位置付けを明確化し､医療資源の

集中投入による梯能強化を図るなど､病院･病床

の機能分化･強化を推進

･病診連携､医療･介護連携等により必要なサービ

スを確保しつつ､一般病棟における長期入院の適

正化を推進

･在宅医療の拠点となる医療機関の趣旨及び役割

を明確化するなど､在宅医療を充実

イ 病院･病床の機能分化･強化と連携は､診療報酬と

補助金による誘導が考えられるが､それぞれの特性

を考慮しながら､診療報酬と補助金を適切に組み合

わせて対応することが適当｡

《平成 25年7月25日の医療保険部会での主な意見》

(ア)社会保障･税一体改革では､医療サービスの充実のために､消費税引上げ財源を利用す

ることとされている｡平成 26年度には消費税率の8%-の引上げが行われることから､消費

税引上げの財源のメインを診療報酬改定に充てて､医療サービスの充実を図るべき｡2025

年に向けて､現場での取組を応援するような改定にすべき∴

(イ)この 10年で約8%の医療費と介護費用の減額が起こり､少し改善してもまだ1%も改善し

ていない｡増大する社会保障費をカバーするために消費税を上げると言っていたが､いつ

の間にか消費税の一部しか社会保障費に使わないという風潮がでている｡その中で､医療

費と介護費用を上げてもらいたいと当然お願いするわけだが､医療提供側も効率化できると

ころは効率化することが必要｡

(ク)社会保障･税一体改革で2025年に向けた方向性が示されているが､この方向で進めるべ

き｡医療費は年2､3%の伸びであり､こ?ままでは財政的に破綻する｡いくら消費税を上げ
ても追いつかないので､医療の充実と同時に､効率化を進めるべき｡医療の効率化では､国

民の意識改革と､医療提供体制の効率化が必要｡効率化の項目を具体的にどうするか､工

程表に落とし込むような政策作りをお願いしたい｡

《｢医療保険部会における主な詩論｣(平成 25年5月 医療保険部会)》

(ア)診療報酬と補助金はそれぞれ一長一短あるので､それぞれの利点というものをいかしなが

ら､最適な組み合わせというものを考えていくというのが一番政策的にはよい｡その際には､

消費税の引上げによって生まれる財源を活用していく形で､2014年度から実施していくこと

がよい｡

(イ)診療報酬はあまねく全ての医療機関に行きわたる一方､補助金はどうしても公的なところ

中心となってしまうので､両方の手法が必要であるが､診療報酬がメインで､補助金はサブと

すべき｡

(ウ)補助金は底辺を底上げするためのものであり､一般の事業者に対しては､診療報酬で自

己改革を促すことが､地域の医療資涯､医療楼能のアップになるのではないか｡

これまでの議論等を整理したもの

ウ 病院･病床の機能分化･強化と連携は､患者が必要

な医療を受けられない事態が発生しないよう､患者

の受け皿を整備しながら段階的･計画的に進める必

要｡

エ 病院･病床の機能分化･強化と連携に当たっては､

医療従事者の確保が重要であり､医療従事者の負

担軽減とともに､チーム医療の推進に引き続き取り

組む必要｡

オ 平成26年度診療報酬改定においても､医療法改正
による対応を待たずに､社会保障.税一体改革で示

されている｢平成 37年度(2025年度)の医療の姿｣を

見据えつつ､平成 24年度改定に引き続き､病院.病

床の機能分化･強化と連携､外来診療の楼能分化､

在宅医療の充実等に取り組む必要｡

委員の意見等 ′

《平成 25年7月25日の医療保険部会での主な意見》

(ア)中山間地では､自宅療養だけでは支えきれないb療養病床が廃業に追い込まれたケース

もあることから､地域の実態を踏まえ､医療を受けられない者がでないよう配慮が必要｡

(イ)高度急性期､一般急性期､亜急性期､回復期等に一般病床を区分し､必要な病床数に

バランスよく配分していく改革が必要｡

《平成25年7月25日の医療保険部会での主な意見》

(ア)2025年の医療･介護提供体制を実現するため､医療従事者の確保が必要｡看護職の離

職防止･定着対策をはじめ､医療従事者が長く働けるような勤務環境の整備を重点的に進

める必要｡

(イ)病棟薬剤師は､持参薬の管理､ハイリスク薬の管理､服薬指導､モニタリング､勤務医の

負担軽減等に努めており､病棟における薬剤師業務の評価が必要｡

(ウ)入院前と入院中の薬剤の連携が重要であり､薬局薬剤師と病棟薬剤師が連携することに

より､質の高い切れ目のない業務を行いたい｡

《｢平成 24年度診療報酬改定の基本方針｣(平成23年 12月 医療保険部会)》

(ア)来年度の改定のみならず､超高齢社会のあるべき医療の姿を見据えつつ､引き続き､｢社

会保障･税一体改革成案｣において､2025年の姿として描かれた病院･病床機能の分化･強

化と連携､在宅医療の充実､重点化･効率化等の推進等に取り組んでいく必要がある｡

(イ)すなわち､急性期､亜急性期､慢性期等の病院･病床機能の分化･強化､これと併せた地

域に密着した病床における急性期医療､亜急性期医療や慢性期医療等の一体的な対応､

外来診療の役割分担､在宅医療の充実などについては､今後とも､その推進に向けた評価

の検討に取り組んでいくべきである｡



2.次期診療報酬改定 (社会保障･税一体改革関連)の基本的な考え方について

(1)入院医療について

これまでの議論等を整理したもの 委員の意見等

① 高度急性期･一般急性期について

ア 高度急性期及び一般急性期を担う病床の機能の

明確化とそれらの機能に合わせた入院医療の評

価を行う観点から､以下の事項について検討を行

う必要がある｡

･急性期病床の担う機能の明確化を行い､高度急

性期及び一般急性期を担う病床の機能強化

･患者の状態に応じた医療の提供

･入院早期からのリハビリテーションや退院支援

の推進

･急性期病院の平均在院日数の短縮 等

② 長期療養について

ア 急性期病棟と長期療養を担う病棟の機能分化を

図り､高齢化の進展に伴う長期療養患者の受入れ

を推進する観点から､以下の事項について検討を

行う必要がある｡

･急性期病棟における長期入院患者の評価の適
正化

《平成 25年7月 25日の医療保険部会での主な意見》

(ア)急性期病床が療養病床より何倍もある｡入院期間が短い急性期病床が､長い療養病床よ

り少ないのが当然のこと｡急性期病床にたくさんの慢性期患者が入院しており､看護師や医

師がたくさんいる病床に軽い状況の患者が入院しているという､非効率な状況は改善する必

要｡急性期病床､7対1病床が莫大に増えた現状をソフトランディングしていくよう協力をお願

いしたい｡

(イ)急性期の7対1病床が多すぎるというのが現実｡患者の状態にあった医療が行われている

のか､入院基本料は看護必要度に見合ったものになっているのか疑問O高度急性期､一般

急性期､亜急性期､回復期等に一般病床を区分し､必要な病床数にバランスよく配分して

いく改革が必要D

(ウ)急性期病床の桟能分化･強化を推進する上では､患者の状態に応じて適切な医療を提供

する必要があり､現行の重症度･看護必要度を見直し､急性期病床における患者像を適切

に評価することが重要｡重症度･看護必要度の高い患者が多い病棟は､高度急性期病棟と

して整備していくことが必要｡

(ェ)急性期の患者ができるだけ早く退院したり､次のステージの病床に移れるように､廃用症

候群予防のための早期のリノ､どりゃ､退院支援の充実が必要｡

(オ)入院早期から退院後の生活を見据えて､身体機能の低下を防ぎ､日常生活動作を回復

させる支援が必要｡多くの職種の協働により､在宅復帰の促進､入院早期からの生活支援

に軸を置く!)-ビリテ-ションを推進すべきO

《平成 25年7月 25日の医療保険部会での主な意見》

(ア)急性期病床が療養病床より何倍もある｡入院期間が短い急性期病床が､長い療養病床よ

り少ないのが当然のこと｡急性期病床にたくさんの慢性期患者が入院しており､看護師や医

師がたくさんいる病床に軽い状況の患者が入院しているという､非効率な状況は改善する必

要｡急性期病床､7対1病床が莫大に増えた現状をソフトランディングしていくよう協力をお願

いしたい｡〔再掲〕

(イ)急性期の7対1病床が多すぎるというのが現実｡患者の状態にあった医療が行われている

これまでの議論等を整理したもの

長期療養を担う病棟の受入体制の充実 等

③ 亜急性期等について

ア 病床の機能分化に向けた評価を行うため､急性

期病床からの患者の受入れ､リハビリの提供､在

宅患者の急変時の受入れなど､亜急性期･回復期

を担う病床の機能をそれぞれ明確化し､亜急性

期･回復期の機能に応じた評価について検討を行

う必要がある｡

委員の意見等

のか､入院基本料は看護必要度に見合ったものになっているのか疑問｡高度急性期､一般

急性期､亜急性期､回復期等に一般病床を区分し､必要な病床数にバランスよく配分して

いく改革が必要｡〔再掲〕

(ウ)急性期病床の機能分化･強化を推進する上では､患者の状態に応じて適切な医療を提供

する必要があり､現行の重症度･看護必要度を見直し､急性期病床における患者像を適切

に評価することが重要｡重症度･看護必要度の高い患者が多い病棟は､高度急性期病棟と

して整備していくことが必要｡〔再掲〕

《平成 25年7月 25日の医療保険部会での主な意見》

(ア)超高齢社会では高度急性期医療よりも地域に密着した医療のニーズが増加｡その担い手

はかかりつけ医機能を持つ 200床以下の中小病院､有床診療所､質の高い医療が提供で

きる診療所｡前々回の改定は急性期の大病院中心で､前回はやや改善されたが､次期診

療報酬改定では､大病院に患者が集中しないようにするためにも､超高齢社会を乗りきるた

めにも､地域に密着した医療の大幅な充実を図るべき｡

(イ)住み慣れた地域にできるだけ長く暮らせるように､医師会と行政が協力して､地域ごとに地

域包括ケアシステムを構築する必要｡かかりつけ医が看取りを含めた在宅医療を安心して

行うようにするため､それを支える身近な中小病院や有床診療所の評価が必要｡

(ウ)急性期病床が療養病床より何倍もある｡入院期間が短い急性期病床が､長い療養病床よ

り少ないのが当然のこと｡急性期病床にたくさんの慢性期患者が入院しており､看護師や医

師がたくさんいる病床に軽い状況の患者が入院しているという､非効率な状況は改善する必

要｡急性期病床､7対1病床が莫大に増えた現状をソフトランディングしていくよう協力をお願

いしたい｡〔再掲〕

(ェ)急性期の7対1病床が多すぎるというのが現実｡患者の状態にあった医療が行われている

のか､入院基本料は看護必要度に見合ったものになっているのか疑問｡高度急性期､一般

急性期､亜急性期､回復期等に一般病床を区分し､必要な病床数にバランスよく配分して

いく改革が必要｡〔再掲〕

(オ)リ-ビリは急性期､疾病の早期にすべきというのは分かるが､慢性期のリハビリも必要｡
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これまでの議論等を整理したもの 委員の意見等

④ 地域特性について

⑤ 有床診療所における入院医療について

ア 有床診療所については､在宅患者の急変時の受

入れ機能､在宅医療の拠点機能等を有しており､

それらの機能に応じた評価について検討を行う必

要がある｡

《平成 25年7月 25日 医療保険部会資料》

(ア)地域的には､一つの病院で複数の医療機能を持つことが必要な場合もあり､そのような地

域の実情に応じた評価体系についてどう考えるか｡

《平成 25年7月 25日の医療保険部会での主な意見》

(ア)住み慣れた地域にできるだけ長く暮らせるように､医師会と行政が協力して､地域ごとに

地域包括ケアシステムを構築する必要｡かかりつけ医が看取りを含めた在宅医療を安心し

て行うようにするため､それを支える身近な中小病院や有床診療所の評価が必要｡〔再掲〕

(イ)超高齢社会では高度急性期医療よりも地域に密着した医療のニーズが増加｡その担い手

はかかりつけ医機能を持つ200床以下の中小病院､有床診療所､質の高い医療が提供で

きる診療所｡前々回の改定は急性期の大病院中心で､前回はやや改善されたが､次期診

療報酬改定では､大病院に患者が集中しないようにするためにも､超高齢社会を乗りきるた

めにも､地域に密着した医療の大幅な充実を図るべき｡〔再掲〕

(2) 外来診療について

これまでの議論等を整理したもの 委員の意見等

ア 複数の慢性疾患を持つ患者に適切な医療を提供し

つつ､外来診療の楼能分化を更に推進するため.以

下の事項について検討を行う必要があるO

･診療所や中小病院におけるかかりつけ医機能の

評価 一

･大病院の専門外来の評価

･大病院の紹介外来を更に推進する方策 等

(3)在宅医療について

《平成 25年7月 25日の医療保険部会での主な意見》

(ア)かかりつけ医機能の充実が必要｡かかりつけ医は､何でも相談できる上､最新の医学情報

を熟知して､必要な時には専門医､専門医療機関を紹介でき､身近で頼りになる､地域医

療､保健､福祉を担う総合的な医師｡かかりつけ医が在宅医療の中心となれるよう研修を行

っていくが､かかりつけ医機能の評価が必要｡その際､日本のかかりつけ医は､複数の疾患

があれば複数いる現状を踏まえる必要｡

(イ)かかりつけ医機能の充実が必要｡軽症患者が大病院に直接行くのは､医療資源を非効率

に使っている｡まずは診療所や小規模な病院でかかりつけ医機能を担い､必要に応じて専

門病院や大病院に紹介し､ある程度回復したら､逆紹介により診療所等で回復を見届ける

仕組みに変えていく必要｡

これまでの議論等を整理したもの 委員の意見等

ア 在宅医療を担う医療機関の量の確保と､患者のニ

ーズに対応した質の高い在宅医療の提供を推進し､

地域包括ケアシステムを構築するため､以下の事項

について検討を行う必要がある｡

･看取りを含め､在宅療養支援診療所.病院の機能

強化

･24時間対応､看取り･重度化への対応など､梯能

に応じた訪問看護ステーションの評価とともに､訪

問看護ステーションの大規模化の推進

･在宅歯科医療の推進

･在宅薬剤管理指導の推進

･言方問診療の適正化 等

《平成 25年7月 25日の医療保険部会での主な意見》

(ア)住み慣れた地域にできるだけ長く暮らせるように､医師会と行政が協力して､地域ごとに

地域包括ケアシステムを構築する必要｡かかりつけ医が看取りを含めた在宅医療を安心し

て行うようにするため､それを支える身近な中小病院や有床診療所の評価が必要｡〔再掲〕

(イ)在宅で最後まで療養生活を続けられるよう､訪問看護を推進していく必要024時間対応

や看取り･重度化-の対応が必要で､看取り等の機能に応じて､訪問看護ステーションの秤

価を行うとともに､訪問看護ステーションの大規模化を促す方策を検討すべきoまた､病床の

機能分化が進むと､地域で多様な患者-の対応が求められるため､医療依存度の高い者

-の訪問看護が適切に評価される仕組みが必要｡医療機関と訪問看護ステーションの連携

により､専門的なケアを提供できる人材を活用する仕組みが必要D

(ウ)在宅医療を進める必要｡自宅に帰るだけでなく､介護施設等も含めて､地域全体で考え

て､地域包括ケアシステムを構築すべき｡ただし､診療報酬･介護報酬で全部やるのは無理

なので､補助金と併用して進める必要｡医療､介護等の分野で横断的に検討し､地域ごとに

地域包括ケアシステムが完成するような仕組みを検討してほしい｡

(ェ)家族構成が変化し､高齢者の一人暮らしや高齢夫婦のみ世帯が増える｡在宅医療の体

制は地域によって整備状況が異なる｡地域包括ケアシステムは､介護からボールが投げら

れ､医療側がキャッチすると思うが､医療難民がでないようにお願いしたい｡

(オ)高齢者歯科､在宅歯科､周術期歯科など､口腔機能に着目した歯科医療について取組

を始めている｡医科･歯科連携､病･診連携､多職種連携等の課題があるので､次の診療報

酬改定では､諸課題を解決していく方向の対応を議論してほしい｡

(カ)薬局の在宅医療の推進に向けて､量の確保とともに､質の高い在宅医療の体制整備を行

っている｡しかし､薬局の在宅医療の実績は少ない｡より積極的な在宅医療-の参加を進め

たい｡訪問薬剤管理指導を実施するため､かかりつけ薬局･薬剤師機能を強化し､地域の

実情に合わせた 24時間の相談体制を整備したい｡また､慢性疾患の患者を中心に長期処

方が増えており､患者に応じた調剤､薬剤の交付､管理を行いたい｡残薬の確認･管理は医

薬品の適正使用を促し､医療費の節約にも貢献｡次の診療報酬改定では､かかりつけ薬
局･薬剤師機能の評価をお願いしたい｡

(キ)在宅医療で最近みられるようになってきた不適切事例については､行政と医師会が協力

して､なくしていくことも必要｡
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社会保障審議会医療部会における主な議論

平成 25年 6月20日

社会保障審議会医療部会
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この資料は､平成25年 4月22日の第 10回社会保障制度改革国民会議提 :t

出資料｢これまでの社会保障制度改革国民会議における議論の整理(医療･介 …

護分野)(莱)｣に対する平成 25年 6月 20日の社会保障審議会医療部会L=お ..I
ける主な意見であり､同部会の意見を集約したものではないO同部会では､引き :

続き､医療提供体制に関する十分な議論を行っていく｡ :

}改革の基本的な考え方

0 2025年時点の少子高齢社会を目前とし､悠長にはしていられず､改革に早

期に着手する必要があるのではないか｡

○ 国民の安心を確保するためには､在宅や老後のケア､医療保険も含めた改

革の全体像を示すことが必要ではないか｡

■医療従事者､医療施設等の確保及び有効活用等

【医療･介護の提供体制の在り方】

○ 現在､各医療機関等の不断の努力により一定の医療機能の分化と連携が

行われているが､より適切に推進していくことが重要であることから､まずは､都

道府県が､医療提供者等の主体的な取組の下で､地域の医療需要の将来推

計や報告された情報等を活用して十分な現状分析を行うべきではないか｡そ

の上で､今後のその地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携

を適切に推進するための地域医療のビジョンを策定し､医療計画にこれを盛り

込み､実効性を確保しつつ､機能分化･連携を推進していくべきではないかQ

O また､退院後の施設･在宅医療といった受け皿が不足することにより､病院が

本来の医療機能を果たせなくなることも考えられるので､病院で提供される医

療と､在宅医療･介護及び施設介護等との連携を踏まえた情報収集と分析を

行ったうえで､計画を策定するべきではないか｡

○ 地域医療ビジョンは次期医療計画の策定時期である平成30年度を待たず､

1

前倒しして作成すべきではないか｡

その際､国において示すガイドラインは､都道府県や医療関係者等の意見を

踏まえ作成し､都道府県における地域医療ビジョンを策定するための検討期

間を十分に確保して進めていくべきではないか｡また､ガイドラインは病床機能

報告制度により報告された情報を活用･分析し､作成すべき｡.

なお､地域によっては､医師･看護職員不足等の厳しい条件下で急性期医

療等を担っている医療機関も多い｡ガイドラインの作成にあたっては､医療現場

や都道府県行政に混乱を招かないよう､地域の実情を反映できる仕組みが必

要ではないか｡

○ 医療機能の分類の概念(急性期､亜急性期､回復期等)は疾病ごとにその

意味が異なることもあるので､より明確に定義づけられる必要があるが､医療ビ

ジョンにおいて､病床(病棟)の種類を分けるといった形で制度化するには､まだ

検討課題が多く残っている｡

○ 都道府県や医療関係者の理解が得られないままでの地域医療ビジョンの前

倒しは行うべきではなく､丁寧かつ継続的な議論が必要ではないか｡

○ 医療機能の分化と連携については､制度を実効性あるものとして運用できる

かどうか等について､まずは国が具体的な提案を行うとともに､都道府県との

間で手順を踏んだ丁寧かつ継続的な議論が必要であり､都道府県の閉意の

下で法案の堤出を行うべきではないか｡

○ 診療報酬と補助金的手法それぞれの特性を踏まえ､効果的に組み合わせ

て地域における医療課題の解決を果たしていくニーとが適当であり､その具休的

な在り方について引き続き検討するべきではないか｡

○ 今後､都道府県の意見を踏まえながら､医療捷供体制に係る都道府県の権

限･役割の在り方について､更に議論を深めていくべきではないか｡

○ 地域包括ケアや病床機能の分化を進めようとする中､患者側は医療機能の

分化の実態自体を把握できず､理解に至っていない｡病床機能の把握と将来

のビジョン設定に加え､病院の機能が急性期か亜急性期かといったことや､そ

の機能はどんな状態のときに利用するのか､住民･患者にとってわかりやすい

医療捷供体制のあり方を検討すべき｡

2



【外来の役割分担の在り方】

○ 高齢化が進展し､医療サービスの需要が増大する中､かかりつけ医の役割

は重要であり､その評価の在り方等について､我が国の医療提供体制の現状

を踏まえつつ､議論を深めていくべきではないか｡

【在宅医療と在宅介護の連携の在り方等】

○ 市町村が中心となって､地域医師会等の協力を得つつ､介護と連携した在

宅医療を推進することにより､地域包括ケアシステムを実現する体制を構築し

ていくべきではないか｡

○ 在宅医療の推進は医療計画だけでは不十分であり､市町村や介護保険との

連携をしっかり図っていくべき｡

○ 医療法と関連する法規においてこ｢在宅医療｣と｢在宅ケア｣に共通する目的

の定義､法的なリンクが必要ではないのか｡

○ 在宅医療を推進するに当たっては､また地域の在宅医療の体制を十分に把

撞することが必要ではないか｡

○ 看護師の在宅医療における業務のあり方について検討する必要があるので

はないか｡

【医療法人制度等の在り方】

○ 医療法人の公益性や社会性､地域貢献という観点から､21世紀にふさわし

い医療法人のあり方を詩論すべきではないか｡

○ 医療法人制度については､医療法人の非営利性を担保すること､本来業務

である病院等の経営に支障を来さないことなどを前提としつつ､医療機能の分

化･連携の推進や医療法人の健全な経営が図られるよう､具体的な提案内容

についての検討を行っていくべきではないかO

【人材の確保】

○ 少子化が進展する中､看護職員を確保するためには､看護師等の復職支援

のための届出制度の創設など､効果的かつ抜本的な看護職員確保対策が必

要ではないか｡

○ 医療の質の向上や医療安全の確保を図る観点からも､医療機関の勤務環

境の改善を促進する仕組みを導入することにより､医師､看護職員等の医療

スタッフの離職防止･定着促進を図っていく必要があるのではないか｡

○ 今般の医療法等改正案には､都道府県の組織のあり方にまで国が関与しよ

うとする内容が含まれているが､都道府県の自主性を損なうものであってはな

らず､都道府県の同意の下で法案の提出等を行うべきではないか｡

○ 医師確保､医師の偏在是正のために､国と地方はどのように役割分担をす

べきかを真筆に話し合い､今次の医療法改正を機に国を挙げての実効性のあ

る体制を構築すべき｡

○ 医師の地域間､診療科間での｢偏在｣､女性医師の勤務地､診療科の｢偏

在｣､医師の育成地と勤務地の｢偏在｣がある｡都道府県は､医師確保対策､

医師偏在是正対策において､より重要な役割を果たしたいと考えており､その

観点から､都道府県知事の権限及び責任の強化が必要ではないか｡

○ チーム医療の推進に資するよう､各医療関係職種の業務範囲等の見直しを

行うことが必要であることから､特定行為に係る看護師の研修制度の創設､診

療放射線技師の業務範囲の拡大､歯科衛生士の業務実施態勢の見直しを

行うべきではないか｡また､他の医療関係職種の業務についても､必要な見直

しを議論していくべきではないかo

O 専門医の養成にあたり､プロフェッショナルオートノミーを基盤として､地域の

実情に応じた養成プログラムの配置の在り方などを工夫することが必要ではな

いか｡

○ 専門医の地域医療への貢献の拡大が重要ではないか｡

【医療関連データの収集･分析等】

○ 医療計画の作成及びその後の評価や見直しの際において､各種調査で把撞

している情報やレセプトデータ等を活用するべきではないか｡その他､病床機

能報告制度の情報や医療機能情報提供制度の情報等も含め､様々な情報

を分かりやすく整理するなど､よりきめ細かく医療提供体制の状況を明らかにし

ていくべきではないか｡



○ 関係学会等が､日々の診療行為､治療結果及びアウトカムデータ(診療行為

の効果)を､全国的に各分野ごとに一元的に蓄積･分析.活用する取組を推進

することにより､医療の質の一層の向上を図るべきではないか｡

■個人の尊厳が重んぜられ､患者の意思がより尊重されるために必要な見直し､

人生の最終段階を穏やかに過ごすための環境整

○ 国民の生命観･倫理観に深く関連する問題であることから､今後も､国民の

意識を定期的に把握するとともに､患者本人の意思決定を基本とし医療･ケア

チームで治療方針を検討するという｢終末期医療の決定プロセスに関するガイ

ドライン｣の考え方が医療現場に浸透するよう､周知啓発等に取り組み､引き

続き国民的議論を注視していくべきではないか｡

○ 在宅での看取りをご家族にとって意味があるものにするには､在宅における終

末期の過ごし方(GOD)について､医療提供のあり方も含めて､関係者の間での

共有される認識が必要ではないのか｡

●
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第 19回 社会保障制度改革国民会議

議事次第

平成 25年8月2日(金)

10:00- 12:00
於 .官邸 2階大ホール

1,開会

2.政府側からの挨拶

3 報告書のとりまとめに向けた議論

4 閉会

【資料】

資料 1- 1 各論部分 (少子化対策分野)(案)

資料 7-2 各論部分 (医療 ･介護分野)(案)

肇料 1-3 各論部分 (年金分野)(慕)

資料2 総論部分 (寡)

Ⅰ 少子化対策分野の改革

1 少子化対策の意幕と推進の必要性

少子化対貨､子ども ･子育て支援策は.すなわち次世代育成支援である｡その目

的は第一養的に.すべての子どもたちが健やか[=成長するために.出生前から乳

幼児期ー就学後まで一貫 して切れ目なく良質な成育環境を保障することにある｡

子どもたち-の声風 土､社会保障の持続可能性･経済成長を確かなものとし､日

本社会の未来につながるものである.そのためすべての世代が連携して.すべて

の子どもの成長をあたたかく見守り､支えることができる社会の構築を目指すこ

とが.社会保障制度改革の基本をなすものと考えられる

少子化対策は､1990年の 1.57ショックを契接として始められたが.その後.ZOOS
年度からの 10年間を集中期偶とLて取り組みが進められてきた｡この臥 2007年

の F｢手どもと豪族を応援する日本｣重点戦略且を経て_昨年の子とも･子育て関

連3法まで､長年の捷論を基に着実に施策が苛み重ねられてきた｡しかしながら_

少子化傾向は一向に歯止めがかかっていない.その背景にー今なお子どもと子育

てをめぐる虚しい実態があることを直視しなくてはならない｡危捷盛をもって集

中的な施策を講じるべきである｡

この度.社会保障と観の一体改革の中に.子育て支援が位置つけられ､子ども .

子育て支援新制度を設けて.恒久財源の確保が決定されたことは､歴史的(=大き

な一歩である｡これを榛に過去の対策を改めて精査 し.また少子化脱却に成功し

た国々の先行事例に学びつつ､少子化対策 .子育て支援をさらに着実に推進して

いくことが求められる｡

少子化の原因の主たるものとして.若年失業者やフリーターが多いなど著者が

社会的に自立することが丑しい状況であることに加えて､出産･子育ての社会乗

用が大きいことがあげられる｡苦い世代の希望を実現することが社会の文殊であ

り､未来は変えられるとの強い意志をもって改革に皇むべきである｡妊娠 .出産 .

子育ての切れ目のない支控が必要であL).具倖的には､まず出産 ･子育てと就労

継続の二者択一状況を解決することが必要である｡とりわけ第1子出産を稜に約6
割の女性が就労推鏡を断念している事実は故まできない.内観府の報告書によれ

ば､日本の女性の就菓希望者 (342万人)が､仮[=希望通りに就薫することが

できれば､草薙試算で約 7兆円､GDP比で1.5%の付加価値が創造されると

されている.r女性の着岸は成長載略の中核であり､若い世代のニーズをかなえ.

･社会保障の持続性を守るためにも.M字力-フの解消.子育て期も含めて人生の

各ステ-ジで女性が着jiできる社会づくり.環境整備.ワークーライフ･バラン

スの確保が急者である｡このことが.ひいては男女を問わず就労環境の改寺につ

ながる｡子ども ･子育て支援新制度とワーク ･ライフ.バランスを車の両島とし

て進める必要がある.

施策の推進l=当たっては.包 ･春道府県 ･市町村 ･企葉が一体となって.それ

ぞ九の役割と権能を十全に尭操すべきである｡とりわけ地域の実情に即した施策

の展開の呈蔓性からも.量産自治体である市町村の主休的 .積極的な取リ組みが

求められる.また人材の安定的確保と経済成長の意義を考慮すれば.少子化対束

の重要性は企菜にとっても大きく_拠出への協力が必要である｡

以上､少子化対策分野の施策(=ついては.今後も子ども.子育て会議等におい

て観係者により鋭意議論を行い､速やかな実施とともに,長期的な視野に立って

検討を積み重ねていく必要がある｡

2 手ども ･子育て支援薪制度等に基づいた施策の着実な実施と更なる課題

新制度は､すべての子どもたちの鹿やかな成長を保障することを主眼とし､幼

児載育 ･屠青の圭的拡大や貫の向上.地域の子ども ･子育て支援の充実などを進

めるものである｡すなわち共働き家庭の子ども､片働き家庭の子ども､ひとり親

家鹿の子ども､親のいない子とも､障害や難病･小児慢性疾患を抱えている手ども､

都会で暮らす子ども､地方の人口減少地域で暮らす子どもなど.すべての手ども

の発達を保障することである.

また.近年.子どもの貧臣からくる格差問臥 とくに母子家庭や父子家庭などの

ひとLJ親家庭の貴官削ま看過できない｡子どもの時の貧困格差は.敦青や字音等の

桂会の格差となって､大人になってからの莫EBl=つながるという事実を直萌しな

ければならない｡加えて摩青のある子どもや､虐待の増加も-且となって.社会

的養護の必要な子どもも増えている｡

こうした子どもや子育てをめぐる哀しい美恵を放置するとしたら.それは少子化

を加速させるだけでなく.そもそも社会の成熟度が問われることである｡宙荒に

,苦しむ子どもとすべての子育て世代を一人も浅すことなく見守り､全世代参加で

支援ができる社会を築くことが､社会保障の役軌 二他ならない｡

(1)子どもの発達初期の環境葦膚と地域の子育て支環の推進

就学前の発達環境は.子どもの生雇に亘る人RJ'l形成の基礎となるものである｡

子どもの r今)は.社会の r未来｣であり_oECD教育委最会はすでに 1998年

にr幼児教育･保育政策に関する親王フEjジェクトJを発足し/StartirLgStTOng■

を実施しておLJ.日本r=おいても.幼児教育 ･偉青の貫 ･圭の充実が必要である.

日本では.従来.就学前の子どもの過ごす埠として.幼児期の子どもに対して

学校教育法l=基づく教育を提供する幼稚園と児意福祉法に基づく保育を提供する

促音所があった｡それぞれに所管官庁や根拠法等が異なり.主として.前者は両

名のうちいずれか一方がdくま鹿の子どもが利用し.後者は両費が共に働 く家産

やひとり鼓家庭の子どもが利用する施設である｡

しかしながら､子育て世代の生活環境は変化がましく､働き方も多様化しつつあ

る.一時仕事を中断したり､再開したりすることもあり.俣窪者の環境が変化す

るたびに子どもが屠育所から幼稚園に移ったLJ､その道の場合もある{保育所を



探 し回っても遍切な保育所が見つからずL=就労に多大な影菅の出る親が少なくな

い実装もある.こうした現状を改善するため､定可保育所と幼稚観の二つの施設

類型を超えて.所管を一元化し､認定こどもEE封 こ基づき.功児期の子どもにい

ずれも保障されるべき学を教育と保育を単一の施策で受けることができる幼保連

携型監定こども園など､認定こども鼠の菅及推進が必要である｡

また親は､どの親もtEれない子育て.=苦労し_知戦や技術も必ずしも充分では

なく､育児の負担感も大きい｡すべての子育て世代の親が､働いている鼓だけで

なく､在宅で子育てをしている現も含め､幼児教育及び長音の専門取のサポー ト

を受けられるようにするためにも.地域の子育て支援の嶺能に王事fJ:役割を果た

す認定こども園等の充実をはじめとして.地域の子育て支援施策の一層の推進が

不可欠である.

子育て支援は.地域の実情に合わせた施策の立案､実行が必要である｡都市部

では待噂児葺問題が深刻化している一方で.地方では子どもの人口漉少が進み.

従来の施設聖の幼児敦青や保育環境の維持が国箆となる中.子ともどうLが集愚

で過ごす健全な成育環境が阻害されている｡貫を担保することを前提とLたうえ

で.認定こども国辱と連携する形での小規模保育や家産的保育の充実など､地域

の案延に即して柔軟に対応できる制度への移行が必要である｡

(2)両立支糧の構点からの待機児壬対策と放課後児童対策の充実

大都市部を中心とした待亀児童閉環の解;削ま.子どもの成育環境の整備のため

に必要であることはもちろんのこと､親の就労推環の現点からも喫緊の課題であ

る｡2年後に予定されている新制度のスタ- トを待つことなく.r待健児主解消加

速化プランlを用いて､できることから対策を打つ必要がある｡その降には.堤

有の貢の確保の壬委任が非常に大きい｡待杜児童対策においては､匿定こども園.

幼稚園及び保育所等の事業主休の協力はもちろん､地域の子育て支鐘I=対するニ

ーズを把握し､施策の企画頓隻及び実施を行う地方公共団体の理解と事集の轟付

けとなる財源確保が必斉であり.消費税増収分などを着用すべきである｡

r小1の蟹)の指摘もあるように､苧主期の放課後対策が現状.まだ手薄であ

る,学齢期の子どもにとって望ましい環境整備が進められることは､子どもの成

長にとって王事なことは勿旨であるが､共助きゃひとり親署虚の増加に加えて､

地域の治安にも空念が多くfJ:っている今日の状況からして､その重要性は-fi堵

している｡放註後児圭クラブは 1997年に児壬福祉法に位立付けられたが_葺Jt共

に課題を注す形で今日に至っている｡子どもたちの健やかな育ちを保叶するとい

う観点からして.小学校と放課後児童クラブの連携により.教育と福祉の連蔑性

が担保されるべきである｡また指導鼻の研修の整備.さらには地埠の人々が稜極

的I=関わって､支珪していく拝制の8F集などが必要である｡

財源とともに施策の推進l=とって大切なことは.子ども-子育て支援の理念を

理解し.適切な知鼓と技術を蓄えた人材である.質の高い幼児教育 .保育をはじ

めとする子ども･子育て支操を進めるに当たって基本となるのは_それを提供す

る人材であり_国､地方自慧休､教育 ･保育を提供する事案者は.人材の確保.

葺成及び就労環境の整備を稔舎的に推進することが必要である｡ま1=､たとえば

子育てが一段落し､長年企業等で話毘してきた団塊世代などに対する子育て支援

についての研修を充実させ.中高年世代が地域の子ども･子育て支援に語還し.

若い世代を支える槙会を増やすことも必要である｡

(2)子育て支援を含む社会保障のすべてが支える未来の社会

今般の一休改革において､高齢世代中心の給付という構造を見直し､全世代聖

の社会保障-の転換が囲ら九､子とも･子育て支援の充実が約束されたことは画

期的であり.これを強力l=推進していく必要がある｡このため､子ども･子育て

支掛 こ向けたさらなる財源確保の主要性はいうまでもなく.また.高齢者も含め

たすべての世代が_多様な環境にあるすべての手どもたちや苦い世代を支えてい

くことが大切である｡

しかしながら.こうした取組や努力を世代間対立の問題にすることがあっては

ならない｡

高齢化が急速に進む中､介Ei対箕も喫先賢鬼とされており.それは単に高齢者

のFF｡頚にとどまるものではない｡介護の社会化を図ることは.とL)もなおさす苦

い世代の介護負担を軽漉し､現役世代が子育てや就労にEbむことができることを

意味する｡また医頼 ･介護分野は.今後.幕要が拡大し.苦い世代の就労の受け

皿ともなりうる｡さらには高齢者がいかに安心して老後を迎えL病を受け入れ､

死を迎えることができるか､いわゆるQOD (クオリティ･オフ･デス)への守

備と保席は.苦い世代にとっても_自身の人生の将来の希豊につながる｡

人は､幼少期.学童期.青年乱 壮年期.老年期の人生の各段借において.様々

なリスクに直面する｡本人ばかりでなく､大切な身近な人々等が子育て･医療 .

介護などr=関する社会保障を必要とする嶺合もある｡こうしたリスクをともに支

え合い､子育てはもとよりすべての分野において.若い世代の将来への不安を安

心と希望に変えることこそが､社会保陣の役割であり､本質であって.社会保障

の充実は.社会の意力の基盤である.換言すれば.社会保障はいずれの世代にと

っても負担ではなく.今の国難を分かち合い､未来の社会(=協力しあうためにあ

るという哲学を広く育むことが必要である｡

(3)妊;産.出産 ･子育てへの連続的支珪

新生党遺棄等が雀を絶たず.妊婦健診等を受診Lないまま飛び込み出産する事

例も見られる｡さらには親の育児不安や育児ス トレスも深刻化しているなど対応

すべき畏苛が多い｡これまでも妊娠期から子育て期にかけての支援は行われてき

ているが.それらを有権的(=束ねた上で対策を聾化することが必要である｡その

ため.市町村 (母子保健撞当.児童措祉担当)を中心として.保塵所t産科 ･小

児科等の医療機臥 詑定こども園 ･保育所 ･幼稚園 ･小規模保育や家庭的保育､

学校等.さまざまな壮関の関係者がその櫨能の連携 .情報の共有の強化を図り.

妊娠期からの絵合的相故や支援をワンス トップで行えるよう.拠点の設置 ･活用

を含めた対応を検討する必要がある.こうした支塩について､子ども ･子育て支

援新制度を踏まえ.今後.さらなる拡充の捜点から検討すべきである｡

(4)ワーク･ライフ･バランス

ワーク.ライフ･/くランスの促進は､すべての世代の生き方と社会保障制度全

村 =大きく影響するものである.これまで.次世代育成支援対策推進法や ｢仕事

と生者の明和 (ワーク .ライフ･バランス)憲章)などを踏まえた取組を推進し

てきたが.企業の子育て支援l=向けた行動変容を促すためにも､企業における仕

事と子7Fての両立支援について.より一層の取組の推進が必要である｡

特に中小企薫 ･非正規については.育児休業の取得が難しい状況r=ある｡これ

ら中小企薫 ･非正規を含め.育児休薬の取得促進など様々な取組を通じて､男女

ともに仕事と子育ての両立支堤を進めていくことが必要である｡このため､平成

26年度までの時限立法であり.企薫における仕事と子育ての両立支援を推進す

るための強力なツールの一つである r次世代育成支埋封箕推進法Jについて.辛

後の 10年r'lをさらなる取乱期FLlとして位狂付け､その延長 ･見直しを横径的に検

討すべきである｡なお.育児休集取締1=併しでは､中小企業 ･非正規に加え.敬

得事の低い男性の取得促進(=注力すべきであり､企薫の社会的主任も大きい｡育

児休業を取得しやすくするため(=､育兜体菓期間中の経済的支援の在り方も含め

た検討も進めるべきである｡

3 次世代育成支援を櫨とした新たな全世代での支え合いを

(1)取り組みの書実な推i生のための財源確保と人材確保

チビも･子育て支援の充実は.すべての子どもの健やかな成長を保障し､子育

て世代の吉良を促進し､経済成長及び社会保陣の持続可能性を担保するうえで_

必須の要件である｡子ども･子育て支援新制度に即した､有権的かつ着実な推進

が必要であるが.そのたd)には財源確保が欠かせない｡とりわけ子ども .子育て

支塩は未来社会への投賞であり.t的な拡充のみならず貫の改善が不可欠である｡

そのため今般の消文税引き上げによる財源 (07兆円)では足りず､附帯決持さ

れた0.3兆円超の確保を今綻囲っていく必要がある｡



Ⅱ 医療 ･介箆分野の改革

1 改善が求められる背景と社会保障制度改革再圧主産の使命

(1)改革が求められる背景

社会システムには憤性の力が働く｡日本の医療システムも例外ではなく.四半

世紀以上も改革が求められているにもかかわらず.20世だ半ば過ぎL=完成した医

#システムが.日本ではなお支藍的なままである｡

B木が直面 している急速な高齢化の達見は.疾病構造の変化を通じて､必要と

される医療の内容に変化をもたらしてきた.平均寿命60歳代のtt会で.主に書壮

年期の患者を対象としたtE攻は､救命 .延命.治者.社会従塔を前溝とした ｢病

院完結塑Jの医療であった.しかしながら､平均寿命が男性でも80歳近くとなり.

女性では86歳を超えている社会では､慢性疾患l=よる受森が多い､複数の疾病を

抱えるfJ.どの特赦を持つ老齢期の患者が中心となる｡そうした時代の医療は､病

気と共存 しながらQOL(OualltyOfLlfe)の維持 .向上を目指す医療となる｡す

なわち.医療はかつての r病院完結型｣から､患者の住みtlれた地域や自宅での

生活のための医療.地域全体で治し.支える r地域完結型Jの医療.臭のところ

医療と介護､さら[=は住まいや自立した生活の支控までもが切れ目なくつながる

医療に変わらざるを得ない｡ところが.日本は_今や世界-の高齢国崇であるJ=

もかかわらず､医療システムはそうした峯に変わっていない｡

1970年代.1980年代を迎えf=欧州のいくつかの国では.主たる患者が高齢者に

なってもなお医療が r病院完乾型｣であったことから､医療ニーズと提供体制の

間に大きなミスマッチのあることが認識されていた｡そしてその後.病院病定数

､を削戎する方向に向かい､医療と介護がQOLの維持改著という同じ日長を掲げ

た医療福祉システムの溝葉に進んでいった.

日本では､こうした売れの中で.1985年t=第 7次医療法改正が行われ.病床数

の上限を規制 し.都道府県に5年ごとの医療計画の作成が義務づけられた｡だが､

第 1次医療5圭改正で病床規制の前に駆け込み増定を誘発してしまい.他国に比し

たE]本の病床数の多きは一層隈だったものとなる｡医療計画も病床過剰地域での

病床の増加を押えることはできても適正数まで洩らすことはできない状況が続い

ている｡

第2次以降の医療法改正において､2001年に一般病床と療養病床を区分するな

どの見直しが行われたが_医療提供件制の改革の次の大きな動きとして注目すべ

きは.2008年の祷EZ]･麻生政権時の社会見時国民会議である｡r社会保障の捷能

鼓化｣と rサービスの効宰化Jを同時に実現していくことを張った社会保障E]民

会護では.迎えるべき超高齢社会である2025年度におけるあるべき医療.介護サ

-ビスの提供体制を確立する青写真が措かれた.そしてその時(=措かれた改革の

目的と政東の方向性は_野田政権時の ｢社会保障 ･税一体改喜大網｣_そして第2

次安倍政権における ｢経済財政遷宮と改革の方針｣と､政権の変遷にかかわらず

1

しかしながら_高齢化の進展により更に変化する医療ニーズと医療提供体制の

ミスマッチを解消することができればー同じ負担の水草であっても.現在の医療

とは異なる質の高いサービスを効率的に提供できることL=なる｡20081年の社会保

障国民会三着から5年経ったが.あの時の提言が実現されているようには見えない

という声が医療現場からも多く､ゆえに､今般の当国民会誌には多方面から大き

な期待が寄せられてきた.さらにはー医療政策に対して国の力がさほど韓くない

日本の状況を鑑み､データの可視化を通じた客榎的データに基づく政秦-つまLJ

は_医療消真の格差を招来する市場の力でもなく.提供倖制側の創意工夫を阻害

するおそれがある政府の力でもないものとして.データによる制御桂棟をもって

医療ニーズと珪供休制のマッチングを囲るシステムの確立を要請する声が上がっ

ていることにも留置せねばならない｡そして.そうしたシステムの下では.医療

専門職集団の自己規律も､社会から一層強く求められることは言うまでもない｡

一方､医療における賢的な需給のミスマッチが境いてきたとは言え､日本の医

頼貫の対GDP比は.現在､OECD諸国の中では中位にあLJ.世界一の高齢化

水準を鑑みれば.決して高い水準にあるとは言えない.日本のような菅尾陰の下

では､価格交渉の場が集権化され､支払側が供給側と比較的強い交茅力を持つこ

とが､医療阜価のコントロールに資してきた｡こうした中､日本の医療桂関は相

当の鍾営努力を重ねてきており､国民皆保険制度.フリーアクセスなどと相まっ

て.日本の医療は世界に高く評価されるコストパフォーマンスを遷成してきたと

言える｡

だが､GDPの2倍r=及ぶ公的債務ゆえに金利の上昇に脆弱な体質を持つ日本

は.硬な金利の上昇を老けるためl=財政健全化の具拝的進捗を国内外に示し続け

なけれlfならないという事情を負っている｡今後.医療 ･介護の実態ニーズ (実

需)の増大が.安定成長 .低成長基調への移行のなかで進むことになるという展

望の中で､必要なサービスを将来にわたって確実に確保していくためには､必要

な安定財源を確保していくための努力を行いながらも､医療 .介運算濠をより患

者のニーズに適合した効峯的な利用を国LJt国民の負担を適正な範囲に抑えてい

く努力も鮭続していかなければならない｡改革推進法募6条に規定されていると

おL)曹保険の維持､われわれ国民がこれまで享受してきた日本の皆保険制度の良

さを変えず[=守り通すためr=は､医療そのものが変わらなければならないのであ

る｡

ここで年金財政と比較をすれば､年金給付費の対GDP比は2012年度で112%.

2025年度で 99%とそのtt辛が低下することが期待されているのJ=､医療紫付辛

は2012年度-2025年度間lこ7.3% (自己負担含む監医療ま B.5%)から8.8%(同

101%)へと15%ポイントの増加が試算されておL)､同時期.介琵稔付文は18%

(自己負担含む籍介護貴 T9%)から32% (同3.5%)へとT.5%ポイントの増

加が見込吉本.財題詞垂のぺ-スとなるGDPの伸び等を上回って医症 ･介遷給

付費が増加することE=なる｡サービスの効辛化を園るとは音え､区痩.介窪給付

引き鮭がれ､邑dl.介毘分野の改革のせ先琵蓮として也tづけられ続けてきたの

である.

具件的L=は.日本の医丘 ･介耳サービス珪辞任朝が冶えでいる何方は.2008年
6月に公表された r社会保持国民会社第二分科会 (サービス偉陣 (区立 ･介護 ･

枯社))中間とL)まとめJで詳述されており.匡*について甘えは.人口当たt)の

病床鼓は片外宮と比べて多いものの.急性期･回復期 ･唖任期といった点在の碓

能分担は不明確であり.さらに.辰Jf現牡の人見EZlは事斉であL).病床当たLJ

の医師 ･菅EF鞍A故がtSl際春草よりも少なく連判労地が常態化していること.こ

の現実が.医丘事故のリスクを高め､一人一人の患者-の十分な対応を阻んでい

ることが指摘されていた｡

敷急医.専門医.かかりつけ医 (静銀所の医師)等々それぞれの努力l=もかか

わらず､結果として提供されている医療の定休が不十分 ･非効辛なものになって

いるという典型的.B合成の旨辞ともいうべき開削 【指摘されていたのであり.間

男の掛 ま膚々のサービス提供者にあるのではない以上.ミクロの加持を積み上げ

るのでは対応できず､システムの変革そのもの､具体的には r選択と集中Jl=よ

る捷供体制の r構造的な改革｣が必要となる｡要するに､今のシRIラムのままで

当事者昔で努力し掛ナても抱える同額を克服することは乾し(､提供年制の溝蓬

的な改革を行うことによってはじめて.努力しただけ菅が報われ幸福l=なれるシ

ステムを揖斐することができるのである｡

2008年の r社会条件国民会誌 最終報告｣で示された rあるべき医療 ･介蔑サ

ービス｣提供休制の背景にある哲学は,医dtの捷鹿分化を進めるとともに急性期

医療を中心に人的 ･物的安寿を集中投入し.後を引き払ぐ回復期等の医療や介護

サービスの充実によって稔性としての入院期間をできるだけ短くして早期の家庭

復帰 ･社会社稀を実項し.同時r=在宅医dE.在宅介在を大幡に充実させ.地域で

の包括的なケアシステムを構築して.医療から介岸までの提供拝制間のネットワ

ークを構築することにより.利用者 ･患者のQ.OLの向上を目指すというもので

あった｡

(2)医療問題の日本的特鞍

日本の医療政集の難しさは､これが西欧や北欧のようl=国立や自治体立の病院

等 (公的所有)が中心であるのとは異なり､医師が医療法人を設立し､病院等を

圧㈲資本で経営するという形 (私的所有)で整備されてきた歴史的箆棒から生ま

れている｡公的セクターが相手であれば､政府が箇制力をもって改革ができ.覗

に欧州のいくつかの国では医療ニーズの変化に伴う改革をそうして実現してきた.

医療提供捧制について､実のところ日本ほど頼朝諾和された市場依存蜜の先進国

はなく.日本の場合.国や自治休などの公立の医療施設は全体のわずか14%､病

床で22%しかない｡ゆえに他国のように病院などが公的所有であれば体系的にで

きることが_日本ではなかなかできなかったのである｡

費の増加圧力が高まる中で国民皆良険を維持するということは_国民すべての

人々のニーズに応じて利用できるよう準備しておくことが望ましい公的サービス

が落度潅斉の中で規模の厚みが増すということである｡ゆえに負浬面では､保険

料 L殻の鞍収と給付段階の両側面において､これまで以上に能力に応じた負担の

在り方､負選の公平性が尊く求められることになる｡

(3)改革の方向性

まず～日本のように民間が主体となって医療 ･介護サービスを担っている国で

Ii 提供体制の改革は_提供者と政策当局との信妓関係こそが基礎になるべきで

ある｡日本の提供休部-の診療報酬 ･介護背部†=よる賛辞は_たしかにこれまで

効き過ぎるとも言えるほどに効いてきた面があり､政策当局は,過去.そうした

手段t=頼って政策の方向を大きく転換することもあった｡だが_そのような転換

は.医療 .介護サービスを経営する側からは嶺子を外されるにも似た経軌にも見

え.経営上の不慮実性としてZe任L=刻まれることになる｡それLL 政妾変更リス

クl=備えて.いわゆる看護配正基準7対 1を満たす急性期病院の位置を確保して

おいた方が安全.内部腎保を十二分に抱えておかなければ不安､など過度に危境

回避的な行動につながり.現在の提供体制の形を歪めている一因ともなiている｡

政策当局は､提供者たちとの信頼Ba床を再構築させるためにも.病庶区分をはじ

めとする医療牡鞄の体系をま的l=定め直し.それぞれの区分の中で相応の努力を

すれば円滑な運営ができるという見通しを明らかにすることが必要であろう｡さ

ら(=_これまで長く求められてきた薯塁に応え.｢地域完結型Jの医療に見合った

診療報朝 .介琵報酬に向け休系的に見直すことなどに.すみやかに.そして真幸

に取り組むべき時稜が既にきていることを監鼓するべきである｡

_また.匿畦改量は.提供側と利用者髄が一体となって実現されるものである｡

患者のニーズに見合った医意を提供するためには､医療桂月別こ対する資源配分に

畳淡をつけざるを得ず.しかし.そこで構築される新 しい提供体軌王､利用毒で

ある悪者が大病院.重装備病院への選好を今の形で続けたままでは機能しない｡

さらr=これまで､ともすれば rいつでも.好きなところで｣と橿めて広く解析さ

れることもあったフリーアクセスを.今や疲弊おびただしい医療現場を守るため

にも r必要な時に必要な医療にアクセスできるjという意味に変えていく必要が

ある.そして､この意味でのフリーアクセスを守るためには､ゆるやかなゲート

キーパー撞能を備えた rかかLJつけ医)の普及は必須であり.そのためには､ま

ず医療を利用するすべての国民の協力と.r望ましい医療JL=対する国民の意鼓の

変化が必要となる｡

その上で求められる医攻と介護の-体的な改革は.次のようにまとめられよう｡

すなわち､日本は諸外国に比べても人口当たL)病床鼓が多い一方で清正当たL)卑

見鼓が少ないことが.密度の低い医療ひいては世界的rこ見ても長い入京期間をも

たらしている.他面.急性期治療を焦逢した患者を受け入れる入院権能や住み慣



れた地域や自宅で生活し続けたいというニーズに応える宅宅医療や在宅介護は十

分には提供されていない｡そこで､急性期から亜急性期､回復期等まで_患者が

状塵.=見合った病床でその状態にふさわしい医療を受けることができるよう､急

性期匡奇を中心に人的 ･物的資源を集中投入し､入院期間を減らして早期の家産

律痔 ･社会復帰を実現するとともに.受け皿となる地域の病床や在宅医療 ･在宅

介護を充実させていく必要がある｡その際には､様態分化した病斥棲kにふさわ

しい設備人員捧制を確保することが大切であt)､窮境のみならず地域の診療所を

もネットウ-クに組み込み.医療資源として有効に着用していくことが必要とな

る.

その際､適切fj.場で適切な医療を提供できる人材が確保できるよう.職能団休

が中心となって､計画的に養成 ･研修することを考えていくことも主要である.

こうした r病院完結型｣の医療から r地域完轄型｣の医療への転換が成功する

と､これまで lつの病院に居続けることのできた患者は.病状に見合った医療施

設,介護施設.さら[=は在宅へと移動を求められることになる｡居場所の移動を

伴いながら利用者のQOLを維持 し家族の不安を庄和していくためには､提供側

が移動先への砲介を準備するシステムの確立が求められる｡ゆえに､高度急性期

から在宅介護までの一連の,売れ.容態急変時に逆宋することさえある売れl=おい

て.川上(=位正する病床の様態分化という政策の展軌ま.退院患者の受入れ休制

の整備という川下の政策と同時に行われるべきものであり.川上から川下までの

長浜著聞のネットワーク化は新しい医療 ･介護制度の下では必要不可欠となる｡

加えて.今般の国民金貨の誰三岳を通じて､地域I=より人口動態ひいては医療 ･

介Ei需要のピークの時期や程度が大きく具なり.医療 ･介護資源の現状の地域差

も大きい実態が浮かび上がLJ､医療 ･介琵の在り方を地域ごとに考えていく rご

当地医療｣の必要性が改めて確認された｡

こうした改革の必要性や方向性は幅広く共有されながらも､実株の行政の取組

としては､地域において診療所を含む医点楼Baの一般病床が担っている医dE捷能

の情報を勧道府県に報告する仕組みを匡央法令上の制度として設けることなどが

計画されてきたにとどまっており.改革が実現に至るにはなお長い道程が見込ま

れてきた｡

しかしながら､国民の医療 ･介譲ニーズと提供休制のミスマッチが続いたまま

医療辛や介護兼の増大を招けば､国丘負担増大の抑制のfR点からー必要な医療 ･

介護まで保険給付の対象から外すなどの対応が一律的に行われたり_崇急性の高

い救急医療を緊急性のせい医療が押しのけたL)といった事態を招きかねない｡改

革推進法による国民負担の増大の抑制と必要な医療 .介護の確保という要話を両

立させていくためには､ニーズと捷供拝制のマッチングを図る改革を待ったなし

で断行していかねばならないのである｡

その際.国民のQOLを高めるとともに､高齢者の社会参加も含め.社会の支

え手を少しでも増やしていく鞍点からも_国民の偉康の維持増進.疾病の予防及

著の意見も聞きながら.進めていくことが望ましい｡

効辛的な医療提供体制-の改革を実効あらしめる硬点からは.国民健康保険r=

怯る財政運営の責任を担う主体 (保険者)を都道府県とし.更に地域における医

療提供体制に焦る兼任の主体と国民健康保険の給付責任の主休を都道府県が一体

的に担うことを射程に入れて実務的検討を進め.都道府県が地域医療の提供水準

と捷革的な保険料等の住民負担の在L)方を総合的に換討することを可能とする体

制を実現すべきである｡ただし.国民健康保険の運営に関する業務について.財

政運営をはじめとして叡道府県が担うことを基本としつつ_保険料の放課撤収 -

保隆手業なtI引き続き市町村が担うことが適切な業務が存在することから.都道

.府県と市町村が適切に役割分担を行い.市町村の保険料収納や医療費適正化への

インセンティブを損なうことのない分権的な仕組みを目指すべきであるD

こうした国民健康倶険の保険者の私道府県移行は領年の課題であったが､時給

も.長年保険者となることについてはリスク等もあり間ZEがあるという姿勢をと

り続けてき1=知事会が､国民健康保険について.｢国保の構造的な問題を抜本的に

解決し√早来にわたり持続可能な制度を特集することとした上で一国民の良険者

の在り方r=ついて崖論すべき｣との見解を市長会 ･町村会と共同で表明し.さら

に.知事会単独で､｢構造的な問題が解決され持続可能な制度が構築されるならば.

市町村とともに硬撞的に兼任を担う先惜｣との見解を表明している｡この時椎を

逸することなくその道筋を付けることこそが当園丘会報の茸帯である｡その際に

必要となる国民墳丘保険の財故的な耗達岡見-の対応.=ついては後述するが,い

ずれにせよ､国民健康保険の倶険者の勧道府県等市の具体的な在り方については.

国と地方団件との十分な協紐が必要となる.また.当該移行J=ついては.次期医

療計画の策定を待たず行う医療提供休制改革の-確とLて行われることを踏まえ

れば.移行に際し.様々な鹿追的な措置が必要となることは別として.次期医最

計画の策定前に実現すべきである｡

(3)医療法人制度 ･社会福祉法人制度の見直し

医療法人等の間の競合を避け､地域における医療 ･介笹サービスのネットワー

ウ化を図るためには.当事者間の最争よりも協調が必要であL)､その際.医療法

人等が容易に再碍 -統合できるよう制度の見直しを行うことが重要である｡

このため､医療法人制度 ･社会福祉法人制度について,非営利性や公共性の堅

持を前堤としつつ､捷能の分化 ･連携の推進に資するよう.たとえばホールディ

ングカン/(二-の枠組みのような法人間の合併や権利の移恵等をすみやかに行う

ことができる道を開くための制度改正を検討する必要がある｡

複数の匿棄法人がグ)I,-プit,すれば.病在や診療科の設定.医療壕器の設置､

人事.医療事務.仕入れ等を就合して行うことができ､医療資源の毒正なら己意 .

効革的な着用を期待することができる｡

あわせて.介護事奏者も含めたネットワーク化や高齢化に伴いコン′(クトシテ

7

び早期先見等を葎極的.=促進する必要も生まれてくる.具体的には,医療B5達倍

額の電子化 ･利活用のインセンティブを医療提供寺に持たせるように取り組むと

共に､医療保険者が lcTを着用してレセプト等データを分析し､加入者の農産

づくりを行うなど疾病予防の促進等を回ることでL国民の健康寿命を延ばし､平

短寿命との箕の短縮を目指していかなければならない｡医療保険音がその加入者

の値康維持 ･疾病予防に帝種的I=屯り組むようインセンティブが働く仕組みの構

築も検討すべきである｡

亀持 して言えば.この社会保障制度改革国民会誌の最大の使命は.前回の社会

保任国民会雑で示された医療 .介琵提供件制改量に魂を入れ.改革の実現に向け

て実効性と加速度を加えることにあると言っても過言ではない｡

2 医療 ･介護サービスの提供体制改主

(l)病宋機能報告制度の帝人と地域医療ビジョンの策定

医療提供体制改革の実現に向けた第 1草の取組として､これまで検討が進めら

れてきた医療塩鮭.=焦る情報の蕃道府県への報告制度 (｢病床権能葡告制度｣)杏

早急に弟人する必要がある｡

次いで_同制度により把握される地域ごとの医療性能の現状や高齢化の進展を

含む地域の将来的な医療ニーズの書規的データl=基づく見直しを踏まえた上で,

その地域にふさわしいバランスのとれた医療機能ごとの医療の必要量を示す地域

医療ビジョンを都道府県が薫定することが求められる｡さらには_地域医療ビジ

ョンの実現に向けて医療櫨能の分化と連携が適切に推進されることが_中期的な

医療計画と病氏の適切な区分を始めとする実効的な手法によって裏付けられなけ

ればならない｡その際には､医師 ･診療科の庵在是正や過剰投資が指摘される高

額医療横着の適正配奇も視野に入れる必妻がある｡

地域医療ピジョンについては.奄l道府県において現状分析 ･検討を行う期間を

確保する必要はあるものの.次期医療計画の先走時期である平成30年度を待たず

速やかに策定し.直ちに実行l=移していくことが望ましい｡その具体的な在り方

t=ついては_国と箆定主体である都道府県とが十分協議するあ妻がある.

(2)轟道府県の役割彊化と国民健康環険の保険者の蕃道府県移行

今般の国民全書畳の法論を通じて.医東の在t)方を地域ごとに考えていく必要性

､が改めて確蟹された｡このため.本年 6月の府姐決定 r経済財政運営と改革の基

本方針｣(=も示されたとおLJ.地域 ごとの実胤 =応じた医療提供休制を再構築す

ることが求められる｡

このような状況の下､医療計画の算定者である轟道府県が.これまで以上に地

域の医療提供休制に係る兼任を積極的かつ主体的に果たすことができるよう.マ

ンパワーの確保を含む各道府県の抜取 ･役割の拡大が具体的に壌討されて然るべ

きである｡まf=､医療提供体制の整備については.医療保験の各保険者等の関係

イit:が進められているまちづくL)に茸献していくことも見据えて､医療法人や社

会揮祉法人が非営利性を担保しつつ蔀市再開発I=参加できるようにする制度やー

ヘルスケアをベ-スとしたコンパク トシティ作LJI=要する資金調達の手段を､今

後偉圭に投計されるべきヘルスケ7リー ト等を通じて促進する制度など.総合的

な規制の見直しが暗広い観点から必要である｡

特に.社会福祉法人については､経営の合理化､近代化が必要であり､大規模

化や複数法人の連携を推進していく必要がある｡ま1=,非謀椀扱いとされている

に相応 しい-国家や地域-の貢献が求d)られており､低所得者の住まいや生,%支

援など(=播種的に取り組んでいくことが求められている｡

(4)医療と介護の連携と地域包括ケアシステムというネットワークの構空

T医療から介箆へ｣､r病院 .施設から地域 ･在宅へ｣という売れを本気で進め

ようとすれば､医療の見直しと介窪の見直しは､文字どおり-休となって行わな

ければならない｡高度急性期から在宅介護までの一連の売れにおいて.川上に位

置する病床の捷能分化という改箕の展月別ま.退院患者の受入九拝制の整備という

川下の政策と同時に行われるべきものであリ.また.川下に位正する在宅ケ7の

普及という政策の展開は.急性増悪時に必須となる短期的な入院病床の薩保とい

う川上の政策と同時に行われるべきものである｡

今後､監知症高齢者の敦が増大するとともに､高齢の単身世帯や夫婦のみ世帯

が増加 していくことをも踏まえれば､地域で暮らしていくために必要な様々な生

活支援サービスや住まいが_家族介諌者を支壊しつつ.本人の意向と生,%実態に

あわせて切れ目なく推鏡的I=提供されることも必要であり一地域=との医療 ･介

昏 ･予防 ･生活支援 ･住まいの杜続的で包括的なネットワーク､すなわち地域包

塙ケアシステムづくりを推進していくも求められている｡

この地域包括ケアシステムは､介護保険制度の枠内では完結しない｡例えば､

介護ニーズと医療ニーズを併せ持つ高齢者を地域で確実r=支えていくためには､

訪問診森.訪問口腔ケア.訪問者簸､訪問リハビリテーション､訪問薬剤指導な

どの在宅医療が､不可欠である.自宅だけでなく.高齢者住宅に居てもLグルー

プホームや介護施設その他どこに暮らしていでも必要な医療が確実に提供される

ようにしなければならず､かかりつけ医の役割があらためて葺きとなる｡そして.

医療･介蹟サービスが地域の中で一休的.=提供されるようにするためにはt医療 ･

介環のネットワーク化が必要であり.より具体的に言えば､医療 ･介護サービス

の提供者臥 提供者と行政間などさまざまな関係者間で生じる連浜を誰がどのよ

うにマネージしていくかということが主要となる｡たしかに.地域ケア会議や医

療 ･介護連携協議会などのネットワークづくt)の塔は多くの市町村や広域圏でで

きているが.今のところ.医療.介護サービスの提供者が現堵レベルで T顔の見

える｣関係を構築し.サービスの高度化.=つなげている地域は極めて少ない｡成

功しているところでは.地域の医師等民間の熱意ある者がとL)まとめ役ー市町討
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等の行政がそのよき協力者となってマネージしている例が見られることを指摘し

ておきたい.

こうした地域包括ケ7システムの群集に向けて､ますは.平成27年度からの第

6期以降の介陳保険牛糞計画を r地域包括ケア計画｣と位tづけ､各現の取組を

進めていくべきである｡

具休的には.高齢者の地域での生活を支えるためI=､介護サービスについて.

24時間の定期巡回.随時対応サービスや小規棲多稔範型サービスの普及を国るほ

か､各地41=おいて､盟知症高齢者に対する初期段階からの対応や生者支鋒サー

ビスの充実を図ることが必要である｡これと併せて､介在保険毛付と地域支珪事

業の在り方を見直すべきである｡地域支援事薫(=ついては.地域包括ケアの一文

を垣うにふさわしい貫を備えた効串的な事菓 (地域包括推進事業 (促称))として

再構築するとともに､責支援者[=対する介謀予防給付について､市町村が地域の

実情に応じ.住民主体の取組等を棟棲的に活用しながら柔軟かつ効辛的r=サービ

スを提供できるよう_受け皿を確度 しながら新たな地域包括推進事乗 (促称)に

段階的に移行させていくべきである｡

また.地域包括ケアの実現のためには地域包括支援センターの役割が大きい.

かかL)つけ匡凄能を担う地域医師会等の協力を得つつ.在宅医療と介旨の連携を

推進することも重要である.これまで取 り組んできた在宅医療連携拠点事業につ

いて.地域包括推進革具とt,て制度化L.地域包括支援センタ-や委託を受けた

地域医師会等が美拝を実施することとすべきである｡

さらに.中佐所得層の高iS者が地域において安心して暮らせるようにするため.

規制改重等を進めつつ_地域の実情に応 じ､介護施設等はもとより､空家等の有

効活用I=よL)､新たな住まいの妊保を回ることも重要である｡

なお.･地域医療ビジョン同様に､地上まの介注需要のピーク時を視野に入れなが

ら2025年までの中長期的な目蝶の設定を市町村に求める必要があるほか､計画策

定のために地域の特徴や捜頭が客規的(=把握できるようにT-一夕を真理していく

仕組みを整える必要がある.また､上記 (1)で述べた都道府県が策定する地域

医療ビジョンや医療計画は､市町村が安定する地域包括ケア計画を踏まえた内容

にすべきであるなど､医療提供体制の改革と介護サービスの提供体制の改革が一

体的 ･整合的に進むようにすべきである｡

いずれにせよ.地域包括ケアシステムの確立は医療 .介護サービスの一体改革

によって実現するという監許が基本となる.こうした鞍点t=立てば.将来的f=は､

介護保険事業計画と医療計画とが_市町村と都道府県が共同して安定する一体的

な r地域医療 ･包括ケア計画｣とも言い得るほt-に連携の密度を高めていくべき

である｡

なお_地域包括ケアシステムを支えるサービスを確保していくためには_介護

碍員等の人材確保が必要であり.処遇の改善やキャリアパスの確立などを進めて

いく必要がある｡また､地域医師会等の協力を得ながら.複数の疾患を抱える高

を評価する取組 (r絵合診療専門医｣)を支援するとともに_その養成と国民-の

周知を図ることが重要である｡

もちろん､そのような医師の養成と並市 して､自らの健康状態をよく把握した

身近な医師に日頃から相談･受診しやすい体制を構築していく必要がある｡これ

に合わせて.医療棒種の廃寮の見直しを行うとともに.チーム医療の連立を周る

ことが重要である｡医療従事者の確保と有効活用の視点からは､さらに_激務が

指摘される医療接関の勤務環境を改善する支援捧軸を構築する等.医療従事者の

定着 -離鞍防止を図ることが必要である.特に､看護鞍鼻については､養成拡大

や潜在看護韓員の活用を図るために_看護大学の定員拡大及び大卒社会人長倉者

等を対象とした新たな養成制度の創設.看護師資格保持者の萱操薫務化等を推進

していく必要がある｡

なお､医療確種の取務の見直しは医師不牢問題lこも資するものがある｡医師不

足と言われる一方で､この問題は必ずしも医師数の問題だけではなく､医師でな

ければ担えない業務以外の仕事も医師が担っているために医師不足が深刻化して

いる側面がある｡その梗点から､医師の業務と看護業務の見直しは.早急[=市う

べきである｡

加えて.死生規 ･価値観の多様化も進む中､改革推進法 (第6粂第3号)t=も

規定されているとおLJ_r帝人の尊厳が重んぜられ､患者の意思がより尊重される

よう必要な見直しを行い_特に人生の最終段階を穏やかに過ごすことができる環

境を整備すること｣が求められている｡

医療の在 り方については.医療提供者の側だけでなく､医療を受ける国民の側

がどう考え_何を求めるかが大きな要素となっている.超高齢社会に見合ったr地

域全体で.治し･支える医療Jの射程には､そのときが東たらより納得し満足の

できる長期を迎えることのできるように支援すること-すなわち.死すべき運命

にある人間の尊厳ある死を視野に入れた ｢QOD (クオリティ･オブ ･デス)香

高める医療｣-も入ってこよう.｢病院完結型｣の医療から r地域完結型｣の医療

へと転換する中で.人生の最終段階における医療の在LJ方について､国民的な合

意を形成していくことが主要であり､そのためにも.高齢者が病院外で診昔や介

護を受けることができる体制を整備していく必要がある｡

また.侵性疾患の増加は.低い確皐でも相対的に良いとされればその医療が選

般されるという確宰論的医療が増えること(=つながる｡より有効でかつ効革的な

医療が複素される必要があり.そのためには.医療行為による予後の改善や主用

対効果を検証すべく､姓堤的なT--タ収集を行うことが必要である｡例えば､開

床学会等が､日々の診療行為.治療拝具及びアウトカムデータ(診療行為の効果)

を.全国的に分野ごとに一元的に宰顎 .分析 ･着用する取組を推進することが考

えられ､これらの取租の皮具(=基づき､保険で寮監された医療も.費用対効果な

どの観点から常に再評価される仕組みを構築することも検討すべきである.

さらには､国が偉有するレセプト等データの制着用の促進も不可欠である｡具
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鈴音が自分の虐康状姪をよく把題Lている身近な医好を受診することを促す休朝

を溝毒 していくことも必要である｡

(5)匡東 .介蛭サービスの提供掩封改革の推進のための財政支捷
医療 ･介複サービスの提供佐tl改革の推進のために必要な財護については.消

先攻増収分の,5用が検討されるべきである｡ただし.その活用が提供休刊の改革

にま権的に結びついてこそ.洞暮萌せ収分を良民に還元するという所期のB的は

果たされることになる.

その活用の手段として.診dE報ir 介在報酬の役割も考えられるが､医療 ･介

凍サービスの撞鉄片制改革に焦る夢凍報酬や介享年58の着用については.福田 .

麻生政権時の社会保拝国民会社の軌 二は､体系的な見直しが甫嶺とされていたこ

とに官署する必要があり､医療 ･介捷サ-ビスの覆り方が r地域完結型Jに変わ

るからには.それに箕するよう､捗喪報酬 ･介穣報酬の体系的見直しを進めてい

く必要がある.

また_今般の国民金持で堤毒される地域ごとの様々な実情lこ応じた医dE.介護

サービスの提供件嶺を再構重するという改革の趣旨に即するためには､全国一律

に設定される診療報酬 ･介旺報酬とは別の財政支援の手法が不可欠であり､診療

報胡 ･介護報刊と適切に組み合わせつつ改革の実現を期していくことが必妾と考

えられる｡医療接触の分化 ･連携には医虎法体系の手直しが必要であL).また.

病院の堆能転換や病床の統廃合など計膏から実行まで一定の期間が必要なものも

含まれることから､その境合の手法としては､基金方式も検討に成しよう,

この財政支援については､病院等の施投や設庵の董借に限らず.地矧 こおける

医療従事者の確保や病床の模擬分化及び連携等(=伴う介琵サービスの充実なども

対象とする垂軟なものとする必要がある｡

いずれにせよ.消茸税増収分の活用の前足として､地域医療ビジョン.地域包

括ケア計画等の策定を通じ.地域の住民にもそれぞれの地域の医療や介護サービ

スに対する還元のありようが示されることが大切である｡

(6)医療の在り方

医療の在り方そのものも変化を求められている｡

高静化等f=伴い.特定の良集や疾患を超えた多様な問題を抱える患者が増加す

る中_これらの患者にとっては_葎鼓の従来の領域別専門医による診療よL)も捨

合的な診療能力を有する医師(象合診療医)(=よる診療の方が適切な場合が多い｡

これらの医師が幅広い領域の疾病と傷害等について.毒切な初期対応と必要に応

じた鮭続医療を提供することで_地域によって異なる医療ニーズに的確に対応で

きると考えられ_さらに-他の領域別専門医や他取桂と連携することで､全体と

して多様な医療サービスを包括的かつ柔軟に提供することができる｡

このように r幾合診療医Jは地域医療の核となり得る存在であり.その専門性
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体的には､個人情報保護にも配慮しつつ_現状は利用者の範囲や使用目的が限定

されている使用条件を緩和し.幅広い主体による適時の判着用を促すため.7---

タ提供の円滑化I=資する対策を読すべきである.

こうした努力は_デTタに基づく医療システムの制御という可能性を切り開く

ものであり.日本の医療の一番の問題であった､制御捷横がないままの医療提供

体制という問題の克服l=必ずや賓するものがある｡

(7)改革の推進体制の整備

蔀道府県ごとの r地域医療ビジョン｣等の安定､これらを踏まえた医療捷能の

分化､医療 ･介箆提供者間のネットワーク化等の医療 ･介護の一体改革､さらに

は国民健康保険の保険者の都道府県への移行は.いずれも国民昔保険制度発足以

来の大事集になる｡市町村ごとに中学を校区単位の地域包括ケアシステムを構築

することも介護保険創殴時に匹常する難作業となろう｡地域ぐるみの官民協力が

不可欠な中.国も相応の責任を果たしていかねばならない｡

今般の社会保障制度改革を実現するエンジンとして､政府の下に_主として医

療 ･介護サービスの提供体制改革を推進するための体制を設け.厚生労軸省､都

道府県.市町村における改革の実行と連動させていかねばならない.

その際_まず取L)組むべきは_各 2次医療圏における将来の性別.年齢常級別

の人Ej構成や有房事等のデータを基に各地域における医療ニーズを予測し､各地

域の医療提供体制がそれ(=合致しているかを壌証した上で.地域事情(=応じた先

行きの医療 ･介巨サービス提供体制のモデル像を措いていくことであり_こうし

たデータ解析のために国が率先して官民の人材を寓集して.先宴的研究も活用し､

春道府県 ･市町封との知見の共有を囲っていくことであろう｡また.このデータ

解析により.実情に合っていないと許されることもある現今の2次医療既の見直

しそのものも期待されることになる.

8 医療保険制度改革

(1)財政基盤の安定化､保険料に係る国民の負担に関する公平の確保

知事会が r併進的な問題が解決され挿揺可能な制度が拝菓されるならば､市町

村ととも(=群棲的l=責任を追う覚悟Jを表明しており､時種を逸することなくそ

の道筋を付けることこそが国民会議の兼務であると先に述べた.この国見偉康保

険の番道府県化とかかわる畏題として､国民会護の農産先年盟である医療 ･介護

サービスの提供体制改革に加え.改革推進法 (第6粂第2号)にも規定されてい

るとおL)､医虎魚挨朝丘について､r財政基盤の安定化｣と r保険料に焦る国民の

負担に毘する公平の確保Jを園ることも必要である｡

改革推進法 (第6粂)はます園長曹保険制度の維持の必要性を掲げていること

から､r財改基盤の安定化｣についてlま､国民皆保険制度の最終的な支え辛 (ラス

トリゾー ト)である国是鐘康保険の財政基盤の安定化が壕先震屠となる｡

12



具休的L=は.国民偉康保険は､被用者保旗と比べて､①無聴音 ･失業者 ･非正

規雇用の労幼者などを含め低所得者の加入者が多い.②年齢溝庇が高く医療支水

準が高い､③所得に占める保険料負担が重いといった毘題を抱えており.このた

め.毎年度､市町村が多鼓の赤字祐填目的の法定外浸入を行っている｡さらに.

保険財政運営が不安定となるリスクの高い小旗甚保険者の存在や.地域._I-との保

険料樟葺が非常に大きいという王集題 もある｡百民営焦険制度を守るためには､こ

うした現在の市町村国保の赤字の原Ejや運営上の課題を.現場の実態を踏まえつ

つ分析した上で.国民健康保険が抱える財政的な構造問席や保険者の在L)方に関

する富海を解決していかなければならない｡

このためには､従来の保険財政共同安定他事集や高塩医療支共同事集の実施に

よる対応を超えて､財政運営の責任を毎道府県にも持たせることが不可欠であり.

医療提供体制改革の早点をも踏まえれば､上巳2 (2)で述べた国民健鹿保険の

保険者の都道府県移行が必要となろう｡

ただし.国民健康保険の財政的な構造問題を放置したまま.国民健康保険の保

険者を都道府県としたとしても､多色の赤字を都道府県に背負わせるだけである.

したがって.抜本的な財政基盤の強化を通 じて選民健康保険の財政の構造問題の

解決が図られることが､国民健康保険の保険者を都道府県に移行する前提条件と

なる｡その財頴r=ついては.後述する後期高齢者支援金に対する負担方津を全面

絵報酬割にすることにより生ずる射落をも青史に入れるべきである｡

その際には.財政基盤の強化のために必要な公責投入だけでなく.保険料の適

正化7=ど国民健東尾険白身の努力によって､国民健康免除が特集にわたって持続

可能となるような仕組みについても検討すべきである｡さらに.国民健康保険の

保険者を奇道府県とした後であっても､保険料の廷臣徴収等の保険者牡鹿の一部

については引き続き市町村が担うことや､前期高齢者に係る財政加算などを通じ

て被用者良険から国民直康保険に多額の資金が交付されている実態を踏まえると､

国民健康保険の運営I=ついて.都道府県 ･市町村 ･被用者保険の関係者が協議す

る仕組みを捕集しておくことも必要であろう.

なお.多くの非正規雇用の労働者が国民健康保険に加入 しており.被用者保険

の適用拡大を進めていくことも重要である｡

次に_T保険料に係る国民の負担l=関する公平の確保｣についても､これまで保

険料負担が国難となる国民健康保険の低所得者に対して負担軽渡が図られてきた

ことが､国民菅保険制鹿の維持につながってき1=ことを牲まえるべきである｡し

たがって-まず､国民健康保険の低所得者に対する保険料軽漉措jEの拡充を回る

べきであり､具休的には､対象となる軽液判定所帯の基準鏡を引き上げることが

考えられる｡

このような低所得者対策は､低所得者が多く加入する国展牡鹿保険に対する財

政支操の拡充措置とあわせ.今般の社会保障 ,哉一体改革に伴う消兼税垂引上げ

により負担が増える低所得者-の巨己虞としても適切なものである｡もっとも.税
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ある｡

なお.後期高齢者医療制度については.創設から既に5年が経過し､現在では

十分定着していると考えられる｡今後は､現行制度を基本とLながら､冥施状況

等を踏まえ､後期高齢者支援金に対する全面絵報酬l割の導入をはじめ.必要な改

善を行っていくことが適当である｡

(2)医療給付の王点化 .劫亭化 (療養の範囲の適正化等)

併せて,改革推進法 (第6粂第 2号)では.医療保険制度について.｢保険給付

の対象となる療養の範囲の適正化等｣を図ることも求められている.

まず.フリーアクセスの基本は守 L)つつ､限L)ある医療ji源を効串的l=活用す

るという医療提供倖制改革に即した横点からは.医療横開聞の適切な役割分担を

図るため､｢ゆるやかなゲー トキーパー機能｣の導入は必享となる｡こうした改革

は病院側､関東医側先方からも求められていることであLJ.大病院の外来は紹介

患者を中心とし､一敗的な外来受診は rかかりつけ医Jに相談することを基本と

するシステムの普及･定着は必須であろう｡そのたや･紹介状のない患者の一定
病床数以上の病院の外来受診について.初再診料が選定療養麦の対象となってい

るが､一定の定額自己負担を求めるような仕組みを検討すべきである｡このこと

は.大病院の勤務医の負担軽Aにもつながる｡もちろん.上記のような受診行動

が普及するには.医師が今よLJも相当に身近な存在となる地域包括ケアシステム

-の取租も必要であり､医療の提供を受ける患者の側に.大病院t=すぐに行かな

くとも.気軌 二相執できるという安心悪を与える医療休制の方が望ましいことを

理解 してもらわなければならす.患者の意誰改革も主要となる｡

さらに.今後､患者のニーズに応える形で入院医療から在宅医療へのシフトが

見込まれる中､入院悪書における給食給付等の自己負担の在り方について.入院

医71と在宅医療との公平を回る視点から見直すことも壌討すべきである｡

また,現在､暫定的に 1割負担 となっている70-74達の医虎書の自己負担に

ついては.現役世代とのバランスを考慮 し､高爺青にも応分の負担を求める観点

から､法律上は2割負担となっている｡この特例措社については.世代FJ'Tの公平

を図る親点から止めるべきであり.政府においては.その方向で.r経済財政遷宮

と改革の基本方針J(平成25年 6月 14日朝露決定)のとおりr早期に藷歯を得る｣

べきである｡その際は.低所得者の負担に配慮 しつつ､既に特例措置の対象とな

っている高輪者の自己負担割合は変わることがないよう,新たに 70歳r=なった

春から段階的に進めることが適当である｡

高亀療養費制度については.所得区分ごとに自己負担の上限が定められている

が.現行の仕親みでは.一反所各署の所得区分の年収の幅が大きいため､中佐所

得者盾の負担が重 くなっている｡低所得者に配慮し.負担範力に応じて応分の負

担を求めるという保険料負担l=おける考え方と同様の制度考正が求められる.具

体的には_吉亀療養曇の所等区分について､よりきめ細やかな対応が可能 となる
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制面では､社会保障 ･現-体改革の一環として所得税､相続税の見直 しによる格

差是正も図られている｡医療佳辰制度における保険料の負担についても､負担能

力に応 じて応分の負担を求めることを通 じて促険較負担の格差是正に取LJ組むべ

きである｡

国民健康保険の島陰者の春道府県への移行は財政運営の安定化のみならず保険

料負担の平準化に資する取組であるが.このほか､Eg丘健康保険において､相当

の高所得の者であっても佳良斜の配課限度巷 Lか負担しない仕組みとなっている

ことを改めるため_保険料の足許限度毎を引き上げるべきである｡同株の問題が

被用者保険においても生L:ておLJ_被用者保険l=おいても標準報酬月額上限の引

上げを検討するべきである｡

後期高齢者支援金に対する負垂方法について.健康保険法等の一部改正(=より

被用者保険者が負担する支住金の 3分の lを各被用者保険者の監報酋削こ応 じた負

担とすること (籍報酬封)を平成 25年度から2年間延長する措置が講 じられてい

るが､支径金の3分の 之については加入者数に応じたものとなっており､そのた

めに免P_能力が低い被用者保険者の負担が相対的[=重 くなっていて､健保組合の

中でも3倍程度の保険料辛の格差がある.この支援金負担について～平成 27年度

からは被用者畏険者間の負担の按分方法を全面的に籍報酬割とし､被用者保険者

間.すなわち協会けんばと健保組合､さらには共済組合の保険料負担の平準化を

巨指すべきである｡この負担に関する公平化措置により.畿数約 1400の健保地合

の4割弱の健保組合の負担が軽減され,健保組合の中での尾験料率椿善も相当に

籍小することにもなる.

その際､協会けんばの支援金負担-の国庫補助が不要となるが､これによって

生ずる現財源の取扱いは_限られ1=財政資金をいかに効率的 ･効果的に用いるか

という捷点から.将来世代の負世の抑制l=充てるのでなければ_他の重点化 ･効

辛化箕と同様に今般の社会観卑 ･税一体改革における社会保障の棟能強化箕全体

の財源として有効に活用し.国民に広く還元すべきである｡こうした財源面での

箕献は.国民鹿康保険の財政上の構造的な間者を解決することとした上での良陰

者の蔀道府県への円,Yな移行を実現するために不可欠である.

また.上記の鹿渡保険法等の一部改正の附則においては.高齢者の医療.=要す

る受用の負担の在 り方についての挨討の状況等を勘案し.協会けんばの国犀福助

率について換肘する旨の規定が付されており_これにのっとって､高齢者の医療

に草する兼用の負担の在t)方を含めた検討を行う必要がある｡その際.日本の被

用者保険の保険料率は.医療保障を社会保険方式で運営 しているフランスや ドイ

ツ等よりも低いことや_前述のとおり健保組合間で録陰料亭に大きな格差がある

こと等を踏まえ.被用者保険における共同事案の拡大に取り組むことも検討が必

要である｡

加えて_所得の高いEg丘庖康保険組合に対する定牢補助もかねて廃止の方針が

示されておL).保険料負担の公平の凍点から.廃止に向けた取組を進める必要が
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よう細分化し.負担能力に応じた負担となるよう限度飯を見直すことが必要であ

る｡上記のとおり.70-74歳の医療責の自己負担に焦る特例措置が見直されるの

であれば.自己負担の上限についても.それに合わせ1=見直 しが必要L=なるがー

そのタイ三ンクについては検討が必要になる｡

今後､後発医薬品の使用促進など既往の鴇付の重点化 L効辛化策についても効

果的な手法を講じながら進めるとともに_上記を含め.悪者の自己負担L=ついて

r年齢別｣から r負担能力別｣へ負担の原則を転換するなど､中長期的に医療保

険制度の捧校可能性を高める観点から.引き続き給付の重点化 ･効幸化に取り組

む必要がある｡

(3)難病対策等の改革

希少 .洋治性疾患 (いわゆる ｢艶病｣)への対矧 こついては､昭和47年r=r難

病対覧要綱Jが策定され.40年にわたり各種事業が推進されてきた｡

特に_医溌費助成は､難病が原因不明であって､治療方法が確立されていない

ため､長期にわたる療養が必要となり.その悪果.比較的若い時期から長期l=わ

たり高電な医森井の負担が必要となるなどといった無病特有の事情に着目して設

けられてきた｡

しか し､難病対策については､相対的には他の福祉制度等に隠れて光が当たっ

てこなかった印象は否めず.対象となる疾患同矧 こ原因不明で治療法未確立でも

医療茸助成の対象に選定されていないケースがあるなど疾患rglのネ公平が指摘さ

れ.予算面でも医療箕助成における轟道府県の超過負担の早急な解消が求められ

ているなど.様々な課額を抱えている｡

難病で苦 しんでいる人々が将来l=r希望Jを持って生きられるよう.難病対策

の改革に籍合的かつ-体的に取L)租む必要があり.医療圭助成については､消費

攻増収分を悪用して.馬乗にわたって拝読可能で公平かつ安定的な社会保障給付

の制度 として位置づけ､対象疾患の拡大や都道府県の超過負担の解消を回るべき

である｡

ただ し､社会保障給付の制度として位置づける以上､公平性の観点を欠 くこと

はできずー対象患者の監定基準の見直しや､類似の制度との均衡を考慮した自己

負担の見直 し等についてもあわせて換討することが必要である｡

偉性疾患を抱え･その治療が長期間にわたる子ども(=ついても同様の課題があ

り､児童の健全育成の葡点から､身体面.溝神面､経済面で国東な状況に置かれ.

将来の展望に不安を抱えている子どもやその家族-の支援として.琵病対責と同

様の措長を講じていく必要がある｡

4 介Ei保険制度改革

介護保険制度については.地域包括ケアシステムの構築こそが最大の課題である

が.それとともに_今後の高島化の中で.持続可能性を高めていくために､故喜捨
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進法 (言 7条)において_r範観の適正化等による介箆サービスの効皐化及び王点

化を図るJこと及び r低所得者をはじめとする国民の保険料に係る負担の増大を抑

軌 することが求められている｡

まず.r範TBの適正化等l=よる介帯サービスの効率化及び王点化を図るJことに

ついては､上SeZ (4)で述べた予防給付の見直しのほか.利用青魚卓等の見直し

が必要である｡介臣保険制度では利用者負担割合が所得水準[=関係なく-ヰである

が､制度の持続可能性や公平性の視点から､一定以上の所得のある利用者負担は,

引き上げるべきである｡その際､介序尿膜は医療保験と異なり.利用者自身が利用

するサ-ビスの王を決定しやすいことなど.医療保険との相違点(=留意する必要が

ある.

さらに,施設入所の場合には.世帯の課税状況や課税対象の所肯 (フロー)を勘

蔓して.利用者負担となる居住文や食箕について補足給付によLJ助成を受けること

となっている｡その結集.保有する居住用資産や預貯金が保全されることとtJ.-る可

能性があり.世代内の公平の確保の穎点から.補足給付に当たっては資産 (ス トッ

ラ)も勘案すべきである｡､また_低所得と設定する所得やせ青のとらえ方について.

遺族年金等の非諌讃年金や世帯分足されf=近県者の所得等を勘案するよう.見直す

べきである｡

加えて.介護を要する高齢者が増加していく中で.聴別養護老人ホームは中ま産

着に主点化を図り.併せて軽度の要介窪者を含めた低所得の高齢者の住まいの確保

を推進していくことも求められている｡また.デイサービスについては_王度化予

防に効果のある給付への重点化を図る必要があろう｡

次に-｢低所得者をはじめとする国民の保険料に係る負担の増大をfq)制Jする親

点からは､今後の高iS化の進展に伴う保険料水草の上昇に対応するため､低所得者

の第7号任険料について基準額L=乗じることによL)貞道を尭讃している割合を更に

引き下げ_軽漉措置を拡充すべきである｡

第 2号被保険者の加入する医療保険寺が負担する介護納付金については.現在､

第2号被保険者の人数に応じたものになっており､負担の公平化の最点から.被用

者保険について_被保険者の捨報酬執 =応じたものとしていくべきであるが.後期

高齢者支壌金の全面籍報酬割の状況も踏まえつつ挨討すべきである｡

こうした取組も含め､負担の公平にも配慮しながら_介護保険料の負担をできる

だけ適正な範囲に押えつつ.介琵保険制度の持続可能性を高めるため､引き続きー

介護サービスの効率化 .重点化I=取 り組む必要がある｡

Ⅲ 年会分野の改革

1 社会保障 ･税-体改革までの道のりと到達点､技された課題

(1) 社会保障国民会議lこよる定量的シミュレーションの実施とその含意

社会保障 ･税一体改革に連なる動きの起点とも言える2008年に開催された社会

保障国民会書芸においては､年金制度(=関Lて､社会保険方式で遷宮されてきた歴史

をもつ年金を税方式に転換する際の ｢移行問題lを可視化する定量的シミュL,-シ

ヨンが行われた｡具体的には.当時提唱されていた4つの移行方法を対象Ⅰこシミュ

レ-ションが行われ､政策のフィージビリティを考える材料が提供された.

この中で納付辛の低下 (未納の増加)の影響もシミ1レーションされ､そこで得

られたフ7ク トをもとに､社会保障国民会喜蓋においては.

1)納付寧低下 (未納の増加)が原EElで現行制度が財政的に破綻することはない

こと

2)未納田老はマクロの年金財政の問題というよLJは_将某の億年金者､無年金

者の増大によって_国民昔年金制度の本来櫨能である rすべての国民の老後

の所得保障Jが十全に櫨龍しなくなるという間短であること

3)その親点から､非正親労働者-の厚生年金適用拡大や免除制度の葎極的活用

などの未納対策の強化､基礎年金の最低保障権能の猿化等が大きな課題とな

ること

などの考え方を示した｡

その後行われた閉廷決定 (持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた

｢中期プログラムl)では.社会保障国民会議で別途行われた医療 ･介護費用のシ

ミュレーシ ョン結果も踏まえ､社会保険方式による制度運営を前提とした基礎年金

の最低保障提能の強化.医療 ･介護の体制の充実､子育て支援の給付 ･サ-ビスの

廷化など1豊能簸化と効宰化を図る諸改革I=取り相むこととされた｡

その後.政権交代を径て､社会保障 -税一体改革の検討が進められたが.これら

の社会保障国民会議において行われた譲論は.短時間労働者に対する被用者保険の

適用拡大や_最低保障塩鮭の強化 (暴発的には.三党協議によL).低所得 ･低年金

高齢者等への福祉的な給付金として実現)等の改革メニューの下地となった｡また､

改革推進法の立法過程では､｢社会保険方式を基本とする｣ことが三党で合慧された｡

(2)2012年の社会保障 ･税一体改量による年金国連四まの成立による到重点

2072年の社会保障 .哉一体改革によLJ年金尉蓮田法が成立しf=｡これにより､基

礎年金の国庫負担割合2分の1の恒久化や年金特例水準の解消が行われ.2004年改

革によって導入された長期的な給付と負担を均衡させるための年金財政フレームが

完成をみた｡

また､短時間労働者に対する被用者保険の重用拡大や低所得･任年金高齢者等へ

の福祉的給付の創投が行われ､雇用基盤の変化など社会賛済状況の変化に対応した

社会保障のセーフティネット強化の取組みにも着手することとなった｡

(3)今後の年金制度改革の検討の視点

わが国の年金制度は､2004年改革の年金財政フし-ムで､将来的な負担の水草

を国定し､給付を自動調整して長期的に財政均衡する仕組みとしたことで､対GDP

比での年金給付や保険料負担は一定の水草にとど蒙ることとなった｡その意喋に

おいて.今後の社会経済情勢の変化に対応して適時適切な改革を行っていくこと

は必要であるものの.基本的に制度の長期的な特損可能性は確保されている｡こ

の認証は.一体改革関連法案の春議の過程で.当時の捻理大臣をはじめ関係鞄億

が答弁で明らかにしている｡

2012年の改革では､実施を見送るものの.改革l=至る中でマクロ青済スライ ド

や支給開始年齢のあL)方についての検討が課環として上げられ_また.年金態能

浄化法の附則においても短時間労働者J=対する被用者保検の連用拡大が検討事項

としてあげられている｡

これ らの課題は.上記の年金閑適四法(=よる到達点を盤まえると､r長期的な持

続可能性をより強固なものとする｣.r社会軽済状況の変化に対応したセーフティ

ネット換能を強化する｣という2つの要請から検討すべき課題と葦理できる｡

今後は_2004年改革の年金財政フレームの中で､長期的な財政均衡を前提に.

限られた資金をどのような形で年金給付として分配すれば､社会的厚生を富め.

韓昆生活の安定に寄与すわ ､.就労インセンティブを廷イヒするなど.年金制度に

おいては与件である経済や息用の活性化にいかに寄与するかといった現点で換討

を行い､前述 した2つの要請に応えていくことが求められている｡

2 年金制度体系に関する詩論の監理

(1)年金制度の本来の性格と勤産休系選択に当たっての現実的な制約

年金制度の本質的な役割である ｢稼働所得の喪失の補填｣という考え方から敷

街するならば､負担も給付も現役時代の所帯に応じた形の制度とすることは､一

つの理想形である｡この点については､定袋負･匝 ･定額給付捧系を選択した良民

年金創設時の議論においても意話されていたところである.

しかしながら､当時t=おいても､また.現時点においても､費が国において､

自営薫香を含めた所得比例型の年金制度を目指していくために必要となる､正確

で公平な所得浦堤や事薫所得と給与所得を通じた良険科魚琵ベースの統一 (現在.

給与収入全額が乱用者保険料の政宗対象となっている強与所得者と毘蔑所得ベー

スで保険料がFt課される草葉所得者との同での公平な民需ぺ-スの設定)等の条

件は蔓っていない状況にあり､現時点での政策選択Ji この現実的な融釣下で実

行可能な制度構築を匝る視点から行わなければならない.



(之)具体的な改革へのアプローチ

本会算における講義喜捨括すると､負担も給付も現役時代の所得r=応じた形の

制度とすることは.一つの理想形としてとらえることができるものの､そのため

の条件が成就するフィージE-リティや.定年.=よる労働市場からの引退が稼碍撞

会の蓑矢を意味する被用者と.引退年余を自分で決めることができ､多くの埠合

事藁葺産を有したままゆるやか.=引退していく自営暮春との養いを蓬まえた年金

制度の一元化をどう考えるかに関してrL そのEE鼓藍や妥当性について.季長の

間で監鼓の違いが存在した｡

同時t=､このような皆鞄の違いはある卓のの､条件が満たされ1=際にはじめて

可能となる将来の議論で対立して改革が進まないことは.国民にとって望ましい

ものではないという記譲は.共有されたところである｡

一方で､本来自営業者を対象者として発足した国民年金については,被保険者

食は大きく変化し.農地や商店等の確得手段を有する自著菓者は戒L).短時間労

働者等碇得手段を持たず.被用者としての保拝が必要な寺が増加Lている状況に

ある｡このような状況に対応するためには､被用者にふさわしい展PLを実現する

ために被用者保険の着用拡大を進める必要がある｡

それとともに_尾民年金t=ついて.低所得者井が制度の箆棒の網からこぼれ落

ちないようにし.負担能力ヒ応 じた負担を適切に求めていく捜点から.Eg民年金

保険料の多段酷免除の額極活用や負担能力を有する滞納者に対する徴収強化を行

う必要がある｡

これらの対応rまー所得比例年金に一元化していく立場からも通らなければいけ

ないステップであることが.以前よtJ.指摘されている｡すなわち_年金制度I=

ついては､どのような制度休系を目指そうとも必要となる課葛の解決を進め,将

来の制度休系については引き続き鎌輸するという二段階のアプローチを採ること

が必要である｡

これに合わせて.本会矧 こおけるはZBを頚じて､低所得者に対するセーフティ

ネットの襲化に関しては､年金制度だけで対応するのではなく社会保律全休で対

応することー各種制度において1点的かつ公平に低所得者対策を強化していく転

に必要となる所得捕捉強化(=ついて取り組んでいくべきことについても.旺誰が

共有されたところである｡

3 長期的な持続可能性を拳固にし,セーフティネット蜂能 (防真横能)を強化する

改革に向けて

(1)マクロ経済スライドの見直 し

マクロ経済スライ ドによる年金水準の現隻は.2009年の財政壌証では約30年間

かけて行われることとなっているが.このような長い期間の間には当然に経済変

動が存在する｡この1=め.デフレ経済からの脱却を果たした後においても､実際

の物価や文金の変動度合いt=よっては_スライド嗣整が十分に機能しないことが

短期的に生じ得ることとなる｡

3

改革が多くの先進諸国で取り組まれている｡

わが国の将来を展望しても.65歳時平均余命でみると.基礎年金創設時 (昭和

61年)には男性1552年､女性 1894年だったが､現時点 (平成23年)には男性

18_69年_女性 2366年と3･一5年程度伸びており､直近の人口推計 (平成24年

1月､中位推計)では､2060年時点で男性 2233年.女性 27.72年と.現在より

もさらに4年程度伸びると旭i十されている｡

労働力人口の推計 (平成24年)をみると､現在の労働力率 (T5歳以上人口比約

60%)を維持するためには､足用耗続が暮務化された 60鼓代前半はもとより､60

歳代後半の労働力辛をかなりの程度 (男性で2010年4B7%-2030年65.0号)引き

上げることが必要となることが示されている｡

また.これまで.年金の支給開始年齢[=ついては､将来の年金の給付規模の伸

びを抑制する観点から.専ら年金財政上の問題として害毒諭されてきた｡しかし､

2004年の制度改革(=よって.将来の罷険料率を国定しているため.支台開始年齢

を変えでも.長期的な年金給付総額は変わらない｡

以上のような状況を払まえると.今後､支給開始年爺の問題は.年金財政上の梗点か

らではなく､平均寿命が延び.個々人の人生が長期化する中'C･.ミクロ的(=は一人

一人の人生における就労期間と引退期間のバランスをどう考えるか､マクロ的に

は社会全休が高齢化する中での就労人口と非就労人口のバランスをどう考えるか

という間男として換討されるべきものである｡その際1=は､生霊現役社会の実現

を展望しつつ､これを前提とした高齢者の働き方と r年金受給｣との組み合わせ

について.他の先進旨国で取 L)組まれている改革のねらいや具体的な内容も考慮

して放論を進めていくことが必要である｡

なお.この検芦別こ当たっては.偉才の内容と吉鈴者の対応可能性等も考虚し.
高齢者の紅葉壌会の幅を広げることに取リ組むとともに､多様な就業と引退への

移行に対応できる賛力的な年華受給のあL)方l=ついて､在韓老齢年金も一体とし
て検討を進めるべきである｡

(4)高所得者の年金給付の見直 し

マクロ経済スライドの発動l=よる年金水準の調整は.中長期にわたって世代間

の給付と負担のバランスを図ることを通じて､年金制度の持続可能性を高めるも

のと言える｡このことを考慮すると.今後は.年金制度における世代内の再分配

牲能を替化していくことが求められる｡

この点.=関して､当初一体改革関連法の内容の一部として提案された.高齢期

の所得によって基蓬年金の国庫負担相当分に操る掩付を折畳する規定[=ついては､

三党協詩を踏まえた修正に伴い.槙討規定に移されることとなった｡

世代内の再分配堪能を強化する載点からの検討については､この検討規定に基

づく境討のみならず.税制での対応.各種社会保障制度における保険料負担.自

己負担や琴準報酬上限のあり方など.様々な方法を検討すべきである｡一体改革

国連法には年金畏敬のあり方についての換討規定も設けられておりー公的年金等

控豚をはじめとした年金畏祝のあり方について見直しを行っていくべきである.

他方で.将来の鳥浜料負担水準を国定した以上.早期に年金水準の調整を進め

た方が.将来の受給者の給付水草を相対的に高く維持することができる｡

このため.マクロ軽済スライ ドについては.仮に将来再びデフレの状況が生じ

たとしても.年金水準の訳聖を計画的に進める乾点から一枚封を行うことが必要

である｡

2009年の財政検証においては.約10年間で水草調整が完了する簸醜比例部分に

比べて.基獲年金の調整期間が約30年と長期間にわたり.水準の調整の度合いも

大きくなっている｡本会iSにおける韓岳の中では.基礎年金の講整期間が長掛 ヒ

し水準が低下することへの監念が示されておLJ.基産年金と報酬比例部分のバラ

ンスに関しての枝討や.公的年金の絵付水準の調整を楕う私的年金での対応への

支達も含めた挨封も合わせて行うことが求められる.

(2)短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大

年金制産休系をめぐる;蓋岳の壷理のところに記述したように､国民年金被保険

者の中に被用者性を有する被保険者が増加していることが.本来被用者として必

要な給付が保障されない.保険料が納められないというゆがみを生じさせている｡

このような毘鼓に立って_被用者保険の適用拡大を進めていくことは一割定休系

の選択の如何に関わらず必要なことである｡

実際に､パー トタイム労働者のうち-自らが主たる生計維持者となっている(主

に自分の収入で事らしている)者の割合は約3割に還しておL).若年層の非正規

尾用者の約4割が正社員への転換を希望しているなど.いわゆる非正規労働者に

ついても被用者としての保障の体系に組み入れていく必要性は高くなっている｡

一体改革関連法r=よって､一定の条件下の短時r'l労働者約 25万人を対象に適用

拡大が行われることとなったが.被用者保険の適用対象外となる遅20時間以上30

時間未済で働く短時間労働者は全体で400万人いると推計されている｡さらに今

後もL適用拡大の努力を王ねることは三党の協技の中でも共有されておtJ_法律

の附則にも明配された適用拡大の検討を引き続き棟携していくことが重要である｡

(3)高齢期の就労と年金受稔のあり方

高齢化が進展し､生涯現役社会に向けた取組が進められていく中で.高齢者の働き方

と年金受給のあり方をどう組み合わせるかについても_今後の検討課題となってくる｡

2CO9年の財政検証では年金制度の頼経可能性力髄 されている.また_現在 2025

年までかけてJT生年金の支篇開始年齢を引き上げている途上にあり､直ちに具体

的な見直しを行う環境にはないことから.中長期的課題として考える必要がある｡

この際には､FE用との接続や他の社会保陣制度との整合性など.幅広い観点か

らの検討が必要となることから､検討作美については速やかに開始しておく必要

がある｡

一方.世界l=目を向けると_高齢化の進行や平均寿命の伸長に伴って､就労期間

を伸ばし.よt･)長く保険料を拠出してもらうことを通じて年金水車の確保を周る

また_これに併せて.公的年金等控除やiL族年金等r=対する非課税措置の存在

によLJ_世帯としての収入の多寡と低所得者対策の適用が逆転して しまうような

ケースが生じていることが指摘されており､世代内の再分配捷能を強化するとと

もに.負担と給付の公平を確保する句点から検討が求められる｡

4 世代間の連帯に向けて

(l)国際的な年金経論の動向

先進諸 国の年金制度やその改革動向をレビューしている OECDのレポ- ト

(PensionsataGlance2011)では,

l)年金政策は常に r給付篭の十分性｣と r制度の持続可能性｣という相矛盾す

る要請を抱え､そのディレンマの中での舵取りがより国艶になっていること

2) このデイレンマから抜け出すルー トとして.r就労期間の長期化｣､r公的年金

の支給努力の対象の中心を最も脆窺な人々とすること).｢進行中又は今後必

要となる公的鞍付の削減を祷完するために､退吸殻のための貯蓄を笑励する

ことJの3つがあげられること

を指摘している｡これらは先進諸国の年金改革に共通する事項であるが_わが国

が直面する課鹿とも-歎する｡

また､本年 1月L=INFの主催で開催された r世界危捷径のアジアにおける財政

的に持続可能かつ公平な年金制度の投計｣と葛した会合において､

1)年金制まで鑑になる変数は将来の生産物であり､積立方式と匝昧方式は.早

に_将来の生産物に対する請求権を印度化するための財政的な仕雑みが異な

るに過ぎず.苛立方式は.人口構造o)変化の間男を自動的に解決するわけで

はないこと

2)年金財政問題の解決策は､①平均年金月額の引下げ.②支給開始年爺の引上

げ.③保険料の引上rず.④国民象生産の増大革糞の4つしかなく､これらの

アフロ-チが含まれていない年金財政改善方策はいずれもE]碧にすぎないこ

と

が明快にプレゼンテ-ションされている.

これらは.国際的な年金毘論の到連点ともいえるものであり_わが国における

改革の注論も､このような考え方に立脚して進めるべきものである.

(2)世代間の公平論に関して

個人が軸付したーあるいはこれから納付することとなる保険封累計義の現在価

値と.受け取った.あるいはこれから受け凝ることとなる年金給付累計額の魂在

価値を比較 して.世代によってこの関係が異なることをもって.世代間の不公平

を指摘されることがしばしばある.

しかしながら_いわゆる中立命題の本質である私的な扶葦と公的な扶養の代替

を考えれば.年金制度の中だけで自分が払った保険料と自分が受け取る年金給付



を比藍する計算は.本来の意味での世代r'1の公平を表すものではない.風 =､公

的年金が存在しなければ.その分同様に私的な扶壬負担が増えることとなるだけ

であり､私的技手の代菅という年金制度が持つ手兵捷能を踏まえた詳論が必要で

ある｡

さらに-公的年金旬度は.寿命の不確実性のリスクや生葺を通じた所得喪失 (障

害年金.遺族年金)への対応といった保険としての権能を有しているが.例えば

薄等年金の周知度は50%4度にとどまって(平成23年国民年金奴保険者実態調査)

おり､このような堆鹿の再監鼓が必要である｡

残念ながら.世間に孟布している情報だけではなく.公的に行われている年金

制度の説明や年金教育の現場(=おいてさえも､給付と負担の唐草が何倍だから払

い損だとか.払った以上[=もらえるとか.私的な扶葺と公的な扶兼の代替性や生

涯を通 じた保障の価値という年金制度の本巽を寿JZしないtt報引用が散見され.

世代間の連帯の杵築の妨げとなっている｡年金教育.年金相鉄､広報などの取組

み1=ついては､より注意深く.かつ.重力に進めるべきである｡

一方で.世代間の不公平の主張の背景には.稔付は高弟世代中心で負担は現役

.世代中心というわが国社会保障の輯達や､必要な給付の見直しに対する抵抗悪の

強さ.制度に対する借穎垂の低下や不安感の増加があるとの清掃もなされた.諸

外国では_家族政策や就労支蛙等現役世代を給付対象とした給付も一定の規操を

占めるほか.年金制度において給付と負担の均衡度合いや平均寿命の伸長等f=リ

ンクして給付の調整を行うメカニズムの尋人が進められている｡わが国において

も､次世代支嬢など未来への投資の拡充による r全世代対応型Jへの転換を進め

るとともに.持続可能性と将来の給付の確保に必要な措狂を着実に進めるメカニ

ズムを制度lこ組み込んでいくことも求められるところである｡

(3)将来の生産の拡大こそが重要

lMF会合における指摘を待つまでもなく､年金制度の持続可能性を高めるために

は_年金制度にとって与件である経済の成長や尾用の拡大､人口宜少の緩和が重

要である｡

このため.高臨菅や女性､若者の尾用を促進する対策や.仕事と子育ての両立支援の

襲化に取り組むととも(=､年金制度E=おいても､働き方L=中立的な制度設計.働いて

保険額を納付したことが台付I=反映する形で透明感.納得感を富める改壬が必要

である｡

例えば､第3号被保険者制度については.多くの女性の生葺投計に影響を持つ

制度となっており-国民の間にある多様な意見に耳を傾けつつ､方向性としては_

短時間労働者の被用者保険適用を拡大していくことなど､制度の支え手を増やす

方向で検討を進めるべきである.また､一体改革関連法で模討規定とされた第1

号被保険者の出産前後の保険料免除に関しても.年金制度(=おける衣世代育成-

の配慮を強化する観点からの対応が求められる｡

畿添部分 (秦)

国民-のメッセージ (検討中)

第 1書芦 社会保瞳制度改革の全件像

1 社会保障制度改革国民会議の使命

(l)これまでの社会保障制度改革の潅韓

我が国のこの20-30年の社会保障制度改革の経緯を概反すると.1990年代初

雪にはバブル経済が前壊し､日本軽済が長期にわたり低迷する中で.1990(平成

2)年には ｢157ショック｣として少子化,が社会間塵として本格的に意託されー

また.7994(平成 6)年には.65歳以上の人Dが 14%を超え.r高齢社会｣が到

来した｡この中で､子育て支援の分野では r今後の子育て支援のための施策の基

本的方向について (エンゼルプラン)｣(1994(平成 6)辛)が策定され､また､

章が国の第5番目の社会保険として介護保険制度 (2000(平成TZ)辛)が実施さ

れた｡

また､2000年代以降には.社会保障構造改革として.年金制度改革 (2004(辛

成 16)辛).介琶保険改革 (2005(平成 17)年)_高齢者医療制度の改革 (2006

(平成18)辛)が実施され.これにより.各制度の持続可能性は高まったが､少

子化対策の葺れ､高削 ヒの一席の進行に伴う制度の持続可能性.医療･介護の現

場の疲弊.非正規雇用の労働者等に対するセーフティネット機能の性下等の問題

が顕在化した｡

こうした状況を蕗まえ.福田.麻生政権時の社会保障箆民会巣(2008(平成20)

年).安心社会実現会議 (2009(平成 21)辛)において.新しい社会保障の在り

方をめぐる議論が開始された｡社会堤柱包民会謎では.社会保障の牡鹿弓削ヒにつ

いて具体的な提言が行われ.安心社会実額会誌では.社会条件､雇用､教育の連

携を踏まえて安心社会への遣茄が展皇された｡また.少子化対策としては､2007

(平成 19)年に rr子どもと家族を応援するE3本J王点戦喝JIが策定された.こ

うした監旨を跨まえ.平成27年税制改正法附則貫104条には､消先攻の全島がr旬

度として建立された年金.医療及び介護の社会保障給付並びに少子化J=対処する

ための施策に要する受用Jに充てられることを含めた税制の抜本的な改革を行う

ための法制上の措置を2011(平成23)年度までに許ずることが明記された｡

さらに.民主党政権下においても､先の安心社会実現会話等の津島が引き 点

がれ､2010(平成 22)年 10月には社会保障改革に関する有鼓看検討会が設置さ

れるとともに.社会良降の具体的な制度改革と税制改正について-体的(=鼓封が

1

(4)財散瞳柾と制度改正の熊幹

少なくとも5年に1度実施することとされている年金制度の財政雀症.=ついて

は.来年実施されることとなっているが.一体改革国連で行われた制度改正のti

Vを適切l=反映することはもちろん､阜l=財政の現況と見通しを示すだけでなく､

上髭に示した琵題の検討に実するような雀荘作薫を行い.その結果を蛭まえて毒

藩なくその後の制度改正E=つな(1ていくべきである｡

進められた.2011(平成 23)年7月l=lL r社会保障 ･税一休改革成案)が硯護

報告されるとともに.昨年2月[=は r社会畏障 ･税一体改革大軌 が鞄轟決定さ

れーその内容を実現するための関連法案が､昨年の通常国会に提出された｡衆 ･

参両誌院で合わせて200時間以上の集中的な書誌が行われ.衆議院における修正

等を経て､昨年の8月10Elの参薩院本会汝で可決.成立した.

消菜税を段階的に10%に引き上げる税制改革関連法麦及び子ども･子育て支援

関連法案.年金関連法秦の成立(=より､消辛税収 (国 ･地方.現行分の地方清茸

漠を除(.)については.社会保樺財源化されるとともI=_消費珠増収分の具休的

な活用先とLて_子とも ･子育て支援の拡充を図ること.年金分野においては.

基奄年金の国庫負担割合を3分のlから2分の 1に引き上げることのほか､低所

得者に対する福祉的給付などの措置が講じられることとなった.

(2)社会保障制度改革国民会議の使命

社会保障 -税一件改革関連法某の国会寺請が開始される中で.昨年 6月､自由

民主党.公明党-民主党の三党 【以下 r三党｣という｡)で強記書が合意され.千

れT=基づき.三党の提案で社会保障制度改革推進法案が国会に提出され_他の一

体改革Ba違法藁と同時に昨年8月10日[=成立した.社会保障制度改革推進法 (以

下 r改革推進法Jという｡)においでは､政府は.改革推進溝に規定された基本的

な考え方や.基本方針l=のっとって､社会保障制度改互を行うものとされ､この

ために必要な法制上の措置については.法律施行後 1年以内に.国民会蕗におけ

る蕃護の結果等を踏まえて講するものとされた｡また､国民会謀の立ち上げに当

たっては.三党の含意J=よる国度会鼓l=おける検討項目が示されている.

このように､200B(平成20)年の社会保障国民会誌以来の社会保障制度改革の

謙論については.2回の政権交代を超えて共有できる一連のまれがある｡

昏度会蓮においては_こうした証論のまれを踏まえつつ.平成24年2月 17日

に切詰決定された社会保障 ･税一体改革大網その他の既往の方針のみにかかわら

ず､暗広い句点に立って.改革推進法に規定された基本的な考え方や基本方針に

基づき､社会俣降制度改革を行うために必要な事項を宰譲することをその使命と

している｡

2 社会保障制度改革推進法の基本的な考え方

(l)自助 ･共助 ･公助の最適な組合せ

費が国の社会保陣制度は､自助 ･共助 ･公助の最適な組合せに官憲して形成す

べきとされている｡

これは､国是の生者は､自らが曲いて自らの生活を支え.自らの健康は自ら擢

持するという r自助｣を基本としながら.高齢や疾病 -介護を始めとする生意上

のリスクに対しては､社会連帯の精神に基づき､共同してリスクに庸える仕組み



である r共助｣が自助を支え.自助や共助では対応できない困窮などの状況につ

いては､箕輪要件を定めた上で必要な生活保障を行う公的扶助や社会福祉などの

｢公助｣が補完する仕組みとするものである.

この r共助｣の仕組みは.国民の参加意良や権利書徐を確保し.負担の見返り

としての受給権を保障する仕組みである社会保険方式を基本とするが､これは.

いわば自助を共同化した仕組みであるといえる｡

したがって.章が色の社会保障切直においては､国民皆保険 ,菅年金に代表さ

れる r自助の共同化｣としての社会保験制度が基本{･あL).国の兼務としての最

低限度の生活保梓を行う公的扶助等の T公助Jは自助 ･共助を補完するという位

をづけとなる.なお､これは､我が国の社会倶陸の出発点となった1950(昭和 25)

年の社会保障制度宇社会の勧告にも示されている｡

社会保障制度改革においでは.こうした自助 ･共助 ･公助の但書づ[1を前漣と

した上で.我が国の社会軽済の情勢の変化を牲まえて､その最適なバランスをど

のようJ=Eglるのかについて庚論が求められている｡

(2)社会保障の払能の充実と給付の支点化 ･効率化.負担の増大の抑制

社会保庫とマクロ経済や財政は密接不可分な国保にあり.十分に相互の状況を

踏まえながら､一体的r=検討することが必貫である｡

現行の社会保障制度の基本的な枠維みが作られた高圧経済成長期以降､少子高

齢化の進行.生産年齢人口の減少.経済の長期低迷とグローバル化の進行.意族

や地域の扶養穐能の低下､非正規晃用の労助者の津加による雇用環境の変化など､

我が国の社会経済I郁削こついては､大きな変化が生L=ている｡

その中で､子育ての不安.高齢期の医療や介辞の不安､雇用の不安定化､格差

の拡大.社会的75'つながり･連帯藍のほころびtS,ど､国民のリスクが多様化する

とともに拡大している｡こうしたリスクやニーズに対応していくためには､社会

保障の様態強化を図らなければならない｡

また一方で､桂済成長の鈍化と少子高齢化の更なる進行の中で.社会保陣tは

鐘済成長を上回って継続的に増大 しており,国民の負担の増大は不可避となって

いる｡

こうした中で.既存の社会保障の安定財濃を確保するとともに.社会保件の也

能強化を図るためには.税やtt会保険料の負担増は避けられないが､こうした負

担について国民の納得を得るとともに.持病可能な社会保持を構築していくため

には､同様の政策目的を最小の兼用で実施するという親点から.徹底した絵付の

重点化 ･効牢化が求められる｡

また.社会性陣が.現在.巨線の後代負担を生みながら_財政遷宮を行ってい

ることは､制度の持続可能性や世代間の公平という観点からも大きな間者であり､

項在の世代の給付に必要な財源は,後代[=つIl回しすることなく.現在の世代で

確保できるようにすることが不可欠である｡
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③ 税と社会保険料の役割分担

社会保険制度の財源は.原則､保険料であるが､我が国の社会保険制度には.

多くの公費 (税財意)が投入されている.例えば､全国民に籍付される基礎年

金には国責が2分のl投入され.自営薫香や年金受給者等の無帝者等が加入し､

医療サービスを受ける国民健康保険には.国費と地方王が2分の1投入され.

中小企業のサラリーマンが加入する全国健康保険協会の輯付費にも一部国王が

投入されている.さらに.後期高齢者医療制度や介畦保障制度にも､国文と地

方麦が2分の 1投入されている｡税と保険料の役割分担については､どのよう

に考えるべきであろうか｡

我が国の医療保険制度や年金制度はt被用者保険と自営葉書等を対象とLl=

保険に分かれており.医療保険制度は.それぞれのグループ内において.さら

に朝は､く島陰者が分立していること.また.無徒者や低所得者であっても､医

療保険制度や年金制度に加入するという曹操抜 .皆年金の考え方をとっている

ことが特色となっている｡なお､Eg岸的にみても､低所得者や無位者まで含め

て制度に加入させる仕組みは一般的なものではなく.1961(昭和 36)年という

我が国がまだ箕しい段虎でこれを実現したことは特筆l=値する｡

社会保険制度への公文投入の理由は.一つIi 無瀬音や低所得者も保険に加

入できるよう.保険料の負担水準を引き下げることであり､もう-つは.保険

制度が分立していることによる給付と負担の不均衡を是正することである｡

まず.前者については､現行制度の下では.現在､高齢化の進行や非正親雇

用の労働者の増加による所得格差が増大する中で_保険料負担の逆進性を襲め

ることとなる｡したがって､逆進性さ和の洩点から低所得者の保険料軽減や楳

軍報胡月毎の最高限度森の引上げを行うなど.社会保険料の在り方を再点積し

た上で.社会保障の姓韓と壕能強化のたd)に公*を投入することが必要となる

-場合がある

一方､後者については.制度分立は保険者の仕組み方の間者であリ.基本的

には保険制度の中での規整が求められ.公費投入に煉るべきでなくー公安投入

は保険者間で調整できないやむを得ない事仲のある場合とすべきである｡

また.毛付の大宗を社会保険制まで賄っている年金･医療 ･介臣については､

すでに財源の4割覇が公文 (税財源)で占められており､これらの給付が増え

れば.必要となる哉財題が増えていくこととなるが､社会保障をめぐる財政は､

社会保持盟傷茸が増大する中で_それに見合った哉負担がなされておらず.千

の不足分をいわゆる赤字公債で補っている状況であり.消3t税が増税された後

でもこの構造が解消されるわけではない｡こうした状況は､国 ･地方を通じた

財政の健全化､社会保障の持壌可能性､世代間の公平という最点から極めて問

題である｡
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このため､r自助努力を支えることにより.公的制度-依存を克ちす｣ことや.

r負担可瀧を青は応分の負担を行う｣ことによって社会保障の財源音溝極的L=生

み出し､将来の社会を支える世代の負担が過大にならないようにすべきである.

また. ICTの着用や医療データの整骨など社会保障の基点化 .効率化につな

がるハー ド面の整備とそれを着用できる人材の育成などソフト面の整備が量要で

ある.

(3)社会保坂方式の意義.現と社会保険料の役割分担

① 国民昔保険 ･皆年金と社会床険方式の意車

r匡l民皆保族 ･皆年金Jは.すべての国民が.公的医療保険や公的年金によ

る保障を受けられるようにする制定であり.章が箆の社会保障の中也として､

国民生活を支えてきた.この仕組みは､r社会保険方式｣として運営され.保険

証一枚で医療楼閣にフリーアクセスできる公的医療保険や.世界最長の長寿社

会を支える公的年金は､世界に誇れる我が国の共有財産となっている.

社会保険方式IL 国民の参加意識や権利富王狂を確保し､保険料を支払った人

にその見返L)として受給権を保障する仕組みであL).いわゆる自助を共同化し､

国民の自立を社会的に支援する仕組みである｡

社会保険方式は.保険料の見返りとして給付を受けられることから､権 利

性が襲く､名付と負担の関係が明確であることから.必要な給付水準に対する

負担について理解を得られやすく､また､保険というリスク分散の考えに立つ

ことで_社会保障の対象を一定の困窮者から国民全体に拡大しT=普遍的な制度

となっている｡

一方.社会保険方式のデメリットは.保険料を納付LfJ.い者_制度への加入

手続きをとらない者は.保障を受けられないことであるが.我が国は.嘗保険 ･

皆年金制度を実質的に漣保する最点から_所等水車を勘奏した負担しやすい保

険料とすることや､免除制度を設けることにより.できる限りすべての者を保

険の加入者とするための仕組みを組み込んでいる｡

② 皆保険 .昔年金のセーフティネット権能 (妨共棲能)の弱体化

近年.被用者保陰に加入できず.さらに国民年金やEg丘健康保険の保険料が

未納になることによって皆保険 ･昔年金の網の目からもれてしまう非正規雇用

の労働者が少なくないことが大きなFE'1類となっている｡

章が国の菅保険 ･昔年金制度の国民の生活保杜として意幕を貫徹していくた

めには.効果的な未納 ･未加入対策を講じていくことや､非正規雇用の労働者

にも社会保障が十分擁能するよう.社用者保険の適用拡大1:iど就労形態の変化

に対応した制度設計の見直しを囲っていくことが課偶となっている.また､経

済 ･雇用政策等様々な政策を連携させて､すべての人々が安定して働ける社会

を目指すことが求められる｡

こうした我が国の財政状況も踏まえれば､社会保険への税の投入についてrま.

上妃の所得格差の調整を含め､社会保険料に係る国民の負担の適正化r=充てる

ことを基本とすべきである｡

一方.社会保険は､透明性と納得性にその特赦があることから､制度が必要

以上に複軌 =ならないようにできる渡り努力しなければならない.

(4)給付と負担の両面にわたる世代間の公平

① すべての世代を対象とした社会保伴制度-

少子高齢化の進行と現役世代の雇用環境が悪化する中で,これまでの我が国

の社会保障の特赦であった r給付は高齢世代中心､負担は現役世代中心｣とい

う構造を見直して､給付 .負担の両面T･世代間 .世代内の公平が確保された制

度とすることが求められる｡

社会保障の持続可能性にとってとりわけ王事なことは､子育て中の人々など

苦い人々が日々の書らしに安心盛をもち.将来に対 し_夢と希蓮がもてること

であり.社会保障制度改革は.こうした視点から取 L)範む必要がある｡将来に

対し.声と希望を抱くことができる社会保障を群集することによって､若い人々

も納得して制度に積極的に参加することができる｡

こうした親点から､若い人々も含め.すべての世代に安心葱と納得感の得ら

れる全世代型の社会保障に転換することをE3指し､子ども-子育て支援TJ:ど､

苦い人々の希星につながる投資を稚棲的に行うことが必要である｡こうした取

組を通じて.苦い人々の負損蜜ができる隈L)高まることのないようI=すること

が玉章である｡

② 将来の社会を支える世代への負担の先送りの解消

国の基礎的財政収支対象貴女に占める社会保障関係辛の割合が 4割を超えて

おり.税収は歳出の半分すら賄えていない状511=照らせば､社会保疎開保安の

相当額分を将来の社会を支える世代L=つけ回しているということになる｡

現在の世代が享受する社会焦陣給付について.給付に見合った負担を確保せ

ず､その負担を将来の社会を支える世代に先送ることは.財政健全化の満点の

みならず､社会保障の持続可能性や世代rJlの公平の横貞からも大きな問題であ

り.速やかに解消し､将来の社会を支える世代の負担ができる限 り少なくなる

ようにする必要がある｡高齢化が急速に進む中でも､将来の社会を支える世代

の痛みを少しでも姪和するため(=､現在の世代が､何ができるのかをしっかり

考えなければならない｡

いずれl=せよ.受益と負担が見合わない社会保障はいずれ捷能 しなくなり_

その転果.社会の活力を失わせてしまうこととなる｡このように社会保障制度

改革と財政健全化は.同時達成が必須となっている.
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③ r世代間の損得ti｣と高齢者向け給付の持つ r現役世代のメリット｣

年金制度や高齢者医虎朝丘.介珪倶験朝丘を念矧 二.r世代間の不公平Jを指

摘する意見がある｡すなわち.｢親の世代は､少ない負担で多額の給付がもらえ

たが､若い世代は負担に比べてもらえる給付が少ないJという世代rJの損得岳

の主張である.

しかし､年金制度や高齢者匿尭制度.介声長浜朝丘は.子どもが老親を珠暮

するという私的扶壬を社会化したものであることに十分甲宝が必要である.例

えば､年金制度が十分に成さする以前の世代は､弟の私的扶養もしながら､自

らの保険料を納めてきたのであL).公的年金の冶付と負埋だけをみて損得皆を

誌払するのは不葺切である.また.介秩保険制圧の制殴により.家計における

携 ･保険料の負垂は増加したが､一方で介BEサービスが大将に増加し.その結

果.主に女性が担っていた家族内での介昧負担は鼓覚 している.

このように年金制度を始めとする社会焦陣は､阜1=高解世代のメリットとな

っているだけではなく.高齢世代の生景保辞を社会的な仕鑑みとして行うこと

によって､その手や孫の負うべき負担を晦まし.現役世代のメリットにもなっ

ていることを考慮する必要がある.

なお､公的年金制度が遺族年金や陣青年会など青い世代にも起こり得る所得

喪失のリスクE=対応していること.事後的な社会珪済変動I=も対応できる仕組

みであること.寿命の不確実性をカバーする単身保陣であることなど.様々な

リスクヘッジ峻拒を有していることも忘れてはならない｡

このようなことに留意しつつ､他方.世代間の不公平等が読布する土壌があ

ることにもEl配りが必要である｡負垣の先送L)の簾清はもとよL).教育現場等

を含め､社会保韓の真幸や苦い人々にとってのメリットを正しく旦解してもら

えるよう努力することや.苦い人々の納再度が得られる全世代型の社会尾棒へ

の転換を目に見える形で推進することが玉章ICある｡

また､高齢世代にも.社会保障が世代間の連帯 ･助け合いの制度であること

を理解してもらい.社会保障を持続可能なものとしていく努力を求める必要が

ある｡

3 社会保障制度改革の方向性

(l)｢1970年代モデルJから r21世紀 (2025年)EI本モデル｣へ

費が国の社会深庫の枠組みは.796日昭和 36)年の国民曹操険-皆年金を経て.

年金や医療の程付の大幅な改善が実施された 1973(昭和 48)辛 (｢福祉元年｣と

呼ばれる)に完成されたものである｡右肩上がりの経済成長と低失業辛.それに

より形成された正規雇用 ･終身雇用の男性労曲者の夫と尊貴主婦の妻と子どもと

いう核家族がモデルの下で､｢現役世代は雇用.高齢者世代は社会保障｣という生

活保障モデルが確立し.また.高箭化革も現在に比べるとかなり低いレベルであ

った｡
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まちづくりとして推進することが必要である｡

こうしたまちづくりを.21世紀 (2025年)の新しいコミュニティの再生と位置

づけ､こうした取組を遺 L:て_産高齢化の中にあっても､誰もが安心し.かつ希

望をもって生きることができる ｢成喪社会の構築｣に向けてチャレンジすべきで

ある.

もとよLJ.こうした社会保障制度の再編 .再構築とは､萱が国の社会保障制度

の持つ長所はそのまま生かし.時代に合わなくなった点を見直すことで､これま

で以上に良い制度を後代に引き雑ぐためものであり.真に必要な改革を着実に行

うことが必要である｡

(2)すべての世代を対象とし.すべての世代が相互に支え合う仕組み

上述のように,｢21世紀型 (2025年)8本モデル｣の社会保障では.主として

高齢者世代を給付の対象とする社会保障から､切れ目なく全世代を対象とする社

会保障への転換を目指すべきである｡

その際､全世代型の社会保障への惹換は.世代周の財頚の瀬LJ合いをするので

はなく.それぞれ必要な財源を確保することによって達成を囲っていく必要がち

る｡

また.世代間の公平だけではなく.世代内の公平も重要であt).特に他の年代

と比較して格差の大きい高齢者については､-律横並びに対応するのではなく､

負担能力に応じて社会保障財源に貢献してもらうことが必要である｡

このような親点から.これまでの r年齢B))｣から ｢負担龍力別Jに負担の在L)

方を切り替え.社会保障 ･司書号制度も着用し.資産を含め負担能力に応じて負

担する仕組みとしていくべきである｡

(3)女性.若者.高齢者､障害者などすべての人々が働き続けられる社会

これまでの男性中心の働き手という家族形態から.男性も女性もともに飽き､

ともに子育てするという家族形態へ変化してきた.この変化に対応し.子育て支

援の充実など夫婦の曲き方を問わず子育てができる環境を童備することが､社会

保障に求められているB

女性の克美については.夫婦共働きが増加 し.就業辛が上昇挿向にあるものの､

いまだ男性よりも低い水草とな･jている.また.女性の労働力牢を年齢膳敬う削=

みると､30歳代を底としたいわゆるM字カーブがみられ.依然として､出産.千

育てを杜に就業を中断する女性が多い.少子化が進む中.働きながら子育てでき

る環境整備を進めることが重要であり.また.女性の就業串の上昇は鮮 成長l=

も葺することからも.チビも･子育て支援新制度による保育の充実に加え.父母

ともI=育児に関われるワーク ･ライフ ･バランスを着異に責表していく必要があ

る｡

また､高齢者についても､偉康寿命が延伸することを踏まえ.高齢者が培って
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これに対して､1990年代以降の国内外の社会珪済状況の変化の中で.これまで

の社会俣拝が前蓮としていた我が国の社会荘済構造は大きく変化してきている.

ます.日本の人口扶成は他国に類を見ないスビ-ドで少子高tS化が進んでおり､

2025(平成37)年には.いわゆる rEl塊の世代｣がすべて75歳以上となり.高

fB者の中で有幹の者が増える題高齢社会になっていく｡

また.社会床件支出が増える中.支え手である生産年お人ロは少なくなってい

き､一方で､接寄掛 ヒの進行や高齢世帯の増加､さらには夫嬉共働きの増加によ

LJ.崇族や鼓族の支え合いの捷能が希薄化L.また.都市肘 二伴う生者様式の全

Eg的な浸透や人口の漉少により.地域の支え合いの也能も低下していくことを免

れない｡

さらに.高度経済成長期に形成され､安定点済成長期まで錐拝されてきた日本

型雇用システムIこ代表される企薫による生活保陣蛙能についても.珪済のグロ-

Jくル化や種講の低成長に対応するために増加した非正規雇用の労働者については

着用されず.これらの人々は企業の佳良の傘から外れるといった状況になってい

る｡JE用については､耳金や処遇の在り方を見直すことで､企集内の人材を育て､

長期にわたって兼用する仕組みを維持しやすくすることが求められている｡

こうした社会淳諌状況の変化を踏まえ.費が犀の社会保障制度を r1970年代モ

デルJからr21世紀 (2025年)日本モデル｣に再構築して.国民生活の安心を確

保していくことが､喫緊の琵蓮となっている｡

男性労曲者の正溝雇用 ･終身雇用と専業主婦を前提とした T1970年代モデル｣

では.社会保障は専ら r年金J､r医軌 ､｢介謙｣.が中心となっていたが､｢21世

忠 (2025年)日本モデル｣では､年金.医療､介護の前提となる､現役世代の r足

用Jや r子育て支乱 ､さらには､r低所得者 .格差の問題)や r住まい)の問題

なども社会良拝として大きな課規となってくる｡

なお､1990(平成2)年に rl.57ショックJとして.少子化問責が社会的に罷

鼓されたにもかかわらず.必要な施策が必ずしも十分に進まなかったのは.こう

した施策が年金 .医療 ･介Eのように財落調毒力の高い社会保険方式を採ってお

らず.当時.急速に悪化した財政状況の下で.必要な財源が確保されなかった点

L=も厚田があったことに官憲すべきである｡

したがって.r21世妃 (2025年)日本モデル｣の社会保障については,必要な

財頚を確保した上で,子ども ･子育て支援を図ることや､経済政策 ･雇用政策 -

地域政算などの鹿安手連携し･非正茂雇用の労働者の雇用の安定 ･処遇の改善を

Eg)ること等を始めとしてすべての世代を支援の対象とし､また_すべての世代が.

その能力に応じて支え合う全世代型の社会保障とすることが必要である｡

また.破られた資源を有効に活用するとともに_QOL (OuaHtyofLLfe)の

向上という親点から.様々な生誌上の困tdがあっても.地域の中で_その人らし

い生活が矧ナられるよう､それぞれの地域の特性に応じて.医療 L介護のみなら

チ.福祉 ･子育て支援を含めた支え合いの仕組みをハード面.ソフト面における
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きた知鼓や捷集を着かせるよう.夏欲と能力がある限L)､年齢にかかわL)なく.

働くことができる社会の実現に向けた取組が必要である.

さらに､人口漉少社会となった章が国ではt明日の社会を支える若者が安定的

な雇用に就き.適切なせ秦キャリ7を揖むことができるようにすることが.何よ

り重要であり､新規学卒者を含む若者に対する効果的な就菜支援等を検討すべき

である｡

こうした取組により.社会保障の支えられる側.支える側という従来の考え方

を乗り超えて､女性や若者.高鶴肴.障害者を始め働く意欲のあるすべての人が

働くことができる社会を目指し.支え手J=回る側を増やすことに国を挙げて積極

的にチャレンジすべきである｡

(4)すべての世代の夢や希望につながる子ども･子育て支援の充実

少子化の同苛は.社会保障全体に関わる間是であり_また子育て支援は.親子_

家族のためだけでなく､社会保障の持続可能性 (担い手の確保)や経済成長にも

資するものである.これをすべての世代L=夢や希望を与える日本社会の未来-の

投棄であると置鼓し_取り組むべきである｡

子育てを社会全休で支注して､子育て吉葉しめる社会としていくことが必要で

あり､妊娠 ･出産から子育てまでのトータルな支操や.発達初期の教育･保育な

どすべての子どもへの良質な発達環境の支援を充実していくことが求められる｡

加えて.子どもの発達初期の環風土､後の思春期や成人期の発蓬r=も影響を及

ぼすものであり.良井な環境の壷傍が格差 -貧困対策としても効果的であること

に留意すべきである｡

(5)低所得者 ･不安定雇用の労助者への対応

我が国の社会保険制度は､低所得者や無墳者でも加入できるよう工夫した仕組

みであるが.非正規雇用の労働者等が増大する中で.制度的に被用者保険制度の

適用から除外されている者がせ大し.他方で向丘健康保族などでは低所得のため

に保険料を支払うことが難しくなる者が増加してきた｡

グローJくル化等による雇用の不安定が-格差 .真因同盟の深刻化につながらな

いよう､飽き方の違いにかかわらず.安定した生活を営むことができる環境を整

備することが王事である,このためには.ますは.非正規労軸者のま用の安定や

処遇の改善を図ることが必要であり､また.非正規雇用の労働者l=対して社会保

舟が十分社史するようJ=､こうした労働者にも鼓相寺尾旗本束の峯l=果し.制度

を適用されるようにしていくこと (被用者保険の連用拡大)が王茎である｡

格差.貧困問題の深朝化は､社会の読会を膏かし､社会の分裂を招くとともに.

多くの人の能力が東洋されずI=終わり.社会的な連帯意鼓も弱まり.扶助井や行

政コス トの肥大化を招くことl=なる｡こうした､格差 ･貧田開通を解決するため

には､誰もが向き､安定した生話を営むことができる環境を整備するとともに､
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税制や社会保障制度を通じて､負担できる看ZIt負担する仕叔みするなど所得再分

配埠能をも削 ヒしつつ.経済政東､雇用改質､教育政策_地域故青､我利など.

様々な改簾を連携させていく必要がある｡また､税制抜本改革法の規定に基づく

r捻合合算制度｣(医療､介護.保育等に臼する自己負担の合計Bに一定の上腺を

設ける仕組みその他これに革するものをいう｡)の朝鼓の検討も主要である.

こうした施策を実行していくためr=は,年金税制等によりBE遇されている高齢

者の開局などを検討し､低所得者をより適切に把握できるような仕組みを目指す

ことが王事である｡

(6)地域づくりとしての医療 ･介康 .福祉 ･子育て

今晩.大都市では､75歳以上の高齢の高齢者が急増する一方.地方EEIでは､75

歳以上の高齢者数の伸びは経やかになL).減少に転じる地域も少なくない｡一万一

過疎化が進む地域では:､人口が急速に漉少し､基確的な生活関連サービスの確保

が邑矧 こなる自治体も増加する｡このように地域ごとに高書引ヒの状況が異なって

おり.また.地域の有する社会資源も異なることから.各地域l=おいて地位の事

情を容態的なデータに基づいて分析し.それを斗まえて､医療捷能の分化 .連携

や地域包括ケアシステムの構築など医療 ･介技の提供体制の再構築に取り組んで

いくことが必要となる｡

高齢化に伴い患者が急増することによって.医療需要が量的に増加するだけで

なく.疾病練達も変化し,求められる医療も.それに合わせたかたちで変化する

中で.医療資源を有効r=着用し.よL)貫の高い医療提供体制を実現するため､医

療捷能の分化 .連携を襲力に進めていくことが必須であるが.その改革の実現の

ためには､在宅等住みtRれた地域の中で患者等の生活を支える地域包括ケアシス

テムの捕集が不可欠である｡

過度な病院捷みから抜け出し､QOLの維持-向上を日嶺として､住みtEれた

地域で人生の最後まで.自分らしい暮らしを掛 することができる仕組みとするた

めには､病院病床や施設の持っている擁能を_地域の生活の中で確保することが

必要となる.すなわち､医療サービスや介護サIt:'スだけなく.住まいや移動.

食事.見守りなど生活全般にわたる支援を併せて考える必要があり､このために

は.コン′(クトシティ化を図るなど住まいや移動等のハー ド面の整備や､サービ

スの有塩的な連珠といったソフト面の整備を含めた､人口誠少社会における薪し

いまちづくりの御題として､医療 ･介護のサービス提供体制を考えていくことが

不可欠である｡

また.地域内には､制度としての医痕 .介在保険サービスだけでなく､住民主

休のサ-ビスやボランティア活動など故多くの箕意が存在する.こうした家族 ･

親族.地域の人々等の間のインフォーマルな助け合いを r互助｣と位tづけ.人

生と生活の質を圭か(=する r互助｣の重要性を確認し.これらの取組を群棲的に

進めるべきである｡このような地域包括ケアシステム等の樵粟は.地域のもつ生
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青が社会で語注できるような､経済社会システムづくりを行っていくことが求め

られる.

例えば.医療の目的は､従来の ｢治す医療｣からよりooLを重視した ｢治し･

支える医療｣への転換が求められる｡また_医療 ･介護の提供体制についても.

まちづくりとして考えることが求められ､終末期ケアや看取りの在り方について

も､最後まで自分らしく生きるためにどうあるべきかという観点から､国民的な

諾論を行っていくことが求められる｡

社会保障の制度投計に当たって.中年期からの健康管理や介圧予防など個々人

が.リスクの低減に向けた自助努力を行うインセンティブを持てる仕組みや､サ

ービスの選択肢を増やし､個人が選択していける仕蝕みを組み込むことも必要と

なる｡

また､健康で長寿を実現することは人類の理想であり.人生90年時代には､こ

れまでの画一的な人生モデルではなく､多様な人生設計が可能となる｡90年の人

生を健康で.持てる力を最大限に尭拝して生きるために.個人が人生投射能力を

高める必要がある｡

このように.人E3韓戒の変化や高齢化等をネガティブに考えるのではなく.様々

な課題1=正面から向き合い.一つ一つ解決を図っていくことを通じて.世界の先

頭を歩む高齢化最先進国として.超高齢社会の中を充実して生きていける社会づ

くりを､r成熟社会の輔菓｣ととらえて.チャレンジしていくことが必要ICある｡

4 社会保障制度改主の遺最 -時間軸で考える一

上紀のような考え方に沿った制度の改革については.将来あるべき社会像を想定

した上で､短期と中長期に分けて実現すべきである｡

すなわち､まずは.消兼増税という国民負担を社会保降制度改革の実施という形

で速やかに国民1=違元するため､今般の一体改革による消発現の増収が段階的に生

じる期村内に未申的に実施すべき改茸である｡また.中長期とは.EEl塊の世代がす

べて75歳以上となる2025(平成37)年を念頭において投降的I=実施すべき改革で

ある｡

こうした時何軸に沿って､Eg丘の合意を得ながら.員壕に向けて着実に改革を進

め_実演していくことが必要である｡そもそも､少子高齢化が急速に進む我が国の

現状を牲まえ九は.社会保障制度改革の実施は先送りできない待ったなしの課丑で

ある｡このことを十分に控柱しながら.この改革を進めていく必要がある｡

このような改革の道苗については､定期的に改革の方向性やその進捗状況をフォ

ローアップしていくことが必要であり､政府の下で必要な体制を敵畏すべきである.

こうした社会保持制度改革にli 以上のような政府 (政治や行政)の取租だけで

はなく.実際にサービスを遭うサー ビス提供事業者の自己改革が必要である.また.

社会保障は.国民生者に密着し.一人一人にとって不可欠在ものとなっている｡こ

うした社会保障を今後も徒持.発展させていくためには､社会長持を国民の共通財
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話支珪礎能を高めるという意味において r21世紀聖のコミュニティの再生Jと言

える.

病珠蟻能の分化 ･連携や.地域包括ケアシステムの構箕は､団塊の世代のすべ

てが75鼓以上となる2025(平鹿37)年に向けて速やかに取り組むべき課頚であ

り.その実現に向けて早急に着手し.全国から先BE的実践事例等を収集するなど､

地域の特性に応 じて実現可能な拝朝を見出す努力を促すための取組を早急r=開始

すべきである｡

医療 .介窪の地域包括ケ7システムの構築により､地域ごとに形成されるサー

ビスのネットワークは.高齢者介珪のみならず.子ども･子育て支援.障害者福

祉.田J!者支控にも女王な社会茸茸となり.名人が尊厳をもって生きていくため

の.将来の世代に引き姓げる貴王な共通財産となる.

(7)国と地方が協働して支える社会保障制度改革

子育て.医療.介拝など社会保障の多くが､地方公共Ea体を通じて国民に提供

されておL).社会保障における地方公共団体の役割は極めて大きい.制度運営に

ついて.住民と直接向き合う地方公共団体は､各地域における社会保障の運営責

任者というべき存在であると言える｡

したがって_今般の社会保持制度改革については.その成果を権実に国民に還

元していくためにも.地方公共団体の理解が得られるような改革とし.自己改革

や応分の負担など国と地方公共団体がそれぞれ兼任を果f=しながら､対等な立場

でtB力し合う尉係を築くことが玉章である｡

また､社会保障制度改革の推進に当たっては.国が基本的なビジョンを示しつ

つも,地方公共団体が主体的かつ総合的に改革に取り抽んでいけるよう.社会保

陣における国 .都道府県 ･市町村の役割分担の見iLL.地方公共団体の必要な役

割 -財虎の強化.社会保庫制度改革を進めるための基盤整備I=ついて_国と地方

公共EEl仔が連携して進めていくことが必要である.

(8)成熟社会の株集-のチャレンジ

2025(平成37)年には.団塊の世代がすべて.75歳以上の高齢者となt)､高齢

者の中でも高齢の者が増加する.また､人口の減少により_2050(平成 62)年に

は人の居住している地域の2割は無人化するといわれる.

こうした中で葺介窪寺が急増するとともL=､監知症などが大きな問題とfj:LJI

また.人口漉少による限界集落の間Blなど､多くの解決すべき殊苛が空走されて

いる｡

しかし.その一方で､今後の高島社会では.平均余命.とりわけ鐘康寿命が伸

びることで宅建という.自分が自分らしく生きられる圭かな自由な時間が増え､

その中で新しい人生の意味を見つけ出すことも可能となる｡

また､従来の支えられる側.支える側という区分を取り払って,こうした富齢
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産として､.守り.育てていくという意鞍を持つことが大切である｡

このためには.政府は､社会保拝の現状やEb向等についての情報公開等を行うだ

けにとどまらす.若い時期から.鞍育現場等において社会保障の景蕪や役割を学ぶ

ことのできる換金を設けていくことが必要である｡
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【第29回社 会保障春諸会 医療部会 (平成25年6月20日)資料】

医療法等改正法案 参考資料

Ⅰ 基本的な考え方

○現在抱える様々な扱層に取り組みつつ､医療を取り巻く現境の変化に対応した､より効率的で質の高い医療提供体制の横臥

○①庭師等の確保 ･偏在対策.⑳病院 ･病床の機能の明確化 ･強化､③在宅医療 ･連携の推進､④医療従事者間の役割分担とチーム医療の
推進といった視点から､医療提供体制の機能強化に向けた故事に積極的に取り組んでいくべき｡

Ⅱ 個別の論点について

地 域の実情 に応 じた医師等確保対策

_【医師の老成､配dlg)あ_9万L

O総合的なl参頻を行う医師や専門医の最成のあり方について､国において
横付を行う必草.

E医師確免対席のあり方】
○キT,リア形成支甥等を通じて郁猛府県が地域の医師確保に取り組むため.
法制化弓削こより都主i府県の役割を明確化.

0都道府県は.医療圏 ･紺 科ごとの医師の需給状況を把埴し必要性の高

いところに医師を供給するなど､きめ細かな対応が必要.

病 院 ･病 床の機能の 明確化 ･弓削 ヒ

【病床区分のあり方】

○~般病床について機能分化を進め.急性期医硬への人的策源の集中化を
図るtJ:ど､病床の機能分化 ･線化が必要であり､法制化を含め､こうした
方向性を明らかにして取り組むことがt事.

0-般病床の機能分化を温め.急性期医療への人的資源の魚中化を図るた
めの具休的方策について.横肘の甥を軌ナ､早急に検討 (汰).

｣臨床研究中核病院 (仮称)のJlJ投】

0医弊品､医療機器等の研究開発を推進し､医療の賞の向上につなげてい
くための拠点として姓氏研究中核病院を法制上也見つけることなどについ
て横肘.

(特定機能病院のあり方1

0有度な医塀の推供を担う椅荘機能病院としての賞を継続的に確保してい
くため､更新制度をg?入する等､評価のあり方を検札

在宅 医療 ･連携 の推進

(在宅医源の推進.医療 ･介捷間の連携】

○在宅医療の推進には､複数の医棟機関等の連携システムの梢第など､
地域としての供給体制盤伸が不可欠｡そのためには､地域における多
即 壬での連携.協働を進めることが玉章｡

○在宅医療の拠点となる医裸拙関について､法制上 その趣旨及び役割
を明確化すべき.

0在宅医療を担う医棟機関等の具体的な整備E]標や役割分担等を医原計
画に盛り込むことを法制上明確にすべき｡

医療従事者間の役割分担 とチーム医額の推進

【チーム医源の推進1
0限られたマンパワーで効率的かつ安全で賞の高い医療を捷供するため
に.チーム医領を推進していくべき.各医塀関係職守払丁担う役割の重要
性をは托し､適切な評価をするべき｡
【宅は師､診硬放射線技師等の巣朔範囲】

○安全性の確保とサービスの駕の向上のため､現在看時師が実施してい
る高度かつ専門的な邦拙 ･判断が必要とされる行為について.教育 ･研

修を付加する必要｡窄確師が安全かつ迅速にサービスを提供するため､
その能力を十分に発揮するためにも､公的にはま正することを含め一定以
上の能力を詑旺する仕組みは重要であり.この旺l正の仕組みの在り方に
ついては､医現現場の案態を踏まえたものとする必要.

0診硬放射線技師については､安全性を担保した上で､検蛮関連行為と
核医学検査をその幕務青色EEIに追加することが必要.

※r一服柄床の機能分化｣については､｢急性期医輝に関する作業クループ｣で具体的な枠組みがとりまとめられ､平成24年6月の社会保障苛粗会匿軌iP会で了乱

医療提供体制の改革に関する議論の経緯

医痩部Aコで 平成22年1第12回 ～0月 γ平成23年12月第26回医療部会

平成23年12｢医標提供 月体箱lJの改革に関す香意見｣
一 ′

医 I+A :--r'li-平成23年12月～平成24年6月 i 芸冒ULDtq'ヽ.

痩 -

機舵 平成24年11月-
の 急性期医療に関す 病床機能情報の報告 .提供の具休的なあり方に

分1.t特定機.鶴柄院 る作業グループJ〒≡還 邑讐 …蓮ア 関する検討会

′

ヽLl平成24年3月-

■｢ 特定 能病 及び地域医療支援 院の り方 に関する検討六

チ∫ム医痩 享 3月の局 平讐 ㌫ 進会詩 l 揮 芸誘 致 慧 ‰ W -.I,いて｣ ー

辛門医 ･耳宗 3g諾 BL,諸 芸温 会 17豊諾 誼 ｡方に附 る鮒 細 .J J

社会保障-.税一体改革大綱(抄)

1部 社会保障改革 .

3幸 具体的改革内容 (改革項目と工程)

2.医療 .介杜等①

(地域の実情(=応 じた医療 .介玉章サー ビスの提供体制の効率化 .定点化と機能強化)

○ 高齢化が一段 と進 む2025年に.どこに住んでいても､その人にとって適切な医療 .介捷サ⊥ ビスが受けられる

社会を実現する.

○ 予防接種 .検診等の疾病予防や介崖予防を進め.また､病気になった場合に..Lつか L) r治す医療｣ と.その人 らしく
尊厳をもって生きられるよう ｢支える医療 .介護｣の双方 を実現する.

■(1)医療サー ビス提供体制の制度改革

○ 急性期をは じめとする医療機能の権化_病院 .病床也能の役割分担 .連携の推進_在幸医療の#.宴等 を内容とする
医療サー ビス措供体弓削の制度改壬に取 り細むh

く今後の見直 しの方向性>

l病院 ..病床機能の分化 .強化

･ 急性期病床の位置付 けを明確化 し､医療資源の集中投入による横地強化を図るなど､病床 .病床の機能分化 .削 ヒ
を推進する.

･ 病診連携.医療 .介謹連携専により必要なサー ビスを確保 しつつ､一般病棟に.おける長期入院の適正化を推進する.
ii在宅医療の推進

･在宅医療の拠点となる医療峻関の趣旨及び役割を明確化するとともに_在宅医療について､達成すべき日棲.

-医療連携体制等を医療計画に記載すべきことを明確化するなどにより.在宅医療を充実させる.

lFi医師確保対策

･ 医師の地域間..診療科間の偏在の是正r=向け.都道府県が担 う役割を酎 ヒし.医師のキャリア形成支蛙を通 じた

医師確保の取組を推進する.

iv チ-.L医療の推進

･ 多即 皇協働による賢の高い医療を提供するため､高度な知相 .判断が必要な-定の行為を行 う看技師の能力を
認証する仕組みの専人などをは じめとして.チ-ム医療 を推進する.

☆.あるべ き医療提供仕制の婁現に向けて_拾舟報5N及び介Zf報iHl改定_都道府県が兼房する新たな医療計画に基づく
地域の医療提供佐hlJの確度_補Hl金等の予壬椿丑等を行 うととt.に_医療法等関連法を肝次改正する_そd)T=d)_
平成24年通常国会以降速やかな法案提出l=向けて_Ba係者の音 声.斉漉きなが ら榛討する_



消費税50/.引上げによる社会保障東漸影響潜弼絶穣24年11月30日'鮒

■ 消費税率 (国 ･地方 )を､2014年4月より8%へ､2015年 10月より10%へ馴 皆的に引上 げ

t 消費税収 の使 い遠 は､国分については現在 高範 者 3緯 葺(基 程年 金 ､老 人医療 ､介護 )となっている机

今後は.社 会保 障4経 費(年金 .医療 .介護 ､子 育 て )に拡大

(消 費税の使 途 の明確 化(消 茸税 収 の社会 保 障財 源 化 )

ヽ 消 費税収 は.全て国 民に還元 し､官 の肥大 化 には使 わない 伽郎 分の▲… .t恥除く.ま,:即 の..棚 枠肋 を忙し帥こと帥 王ける.

会保障の充
社 会 保 障 の 安 定 化 ･･

:今 の 社 会 保 障 制 度 を 守 る

+10.8兆円櫨塵

O年金- 鰯 2分の. 叫
･(平成24年度･25年度の基礎年金国JI見場割合2分の1の

善領lこ係る発用を含む)

○鮒 への負蜘 つけ回LO)軸 1710兆円舶 I
一高齢化等に伴う稚く白榊 )や安定綿 が柾良できて

いない既存の社会榊 又

○消茸現引上げに伴う社会保障支出の坤

年金.診療報酬などの物価上井に伴う増

〇 千 ども･子育 て支接 の充実 tT o･垂 垂 = 1

-待機児童の解消(保育､放課後児童クラブの

畳的拡充)など

○ 医 療 .介 注 の 充 実 [≡ 画

一病床機能に応じた医療資源の集中投入(入院医

療の強化)､在宅医療･介護の充実(病院･施設
から地域､在宅へ)など

○ 年 金 制 度 の 改 善 I三 重 円垂 ｣

一低所得高齢者･障害者等への福祉的給付､
受給資格期間の短縮など

貧圏.格差対策の強化 Z上記のうち
(低所得者対策等) L=1･_4_9_h_q空軍_(空P_).
低所得者の保険料の軽軌 総合合算制度など 4
第1回社会保障制度改革国民会粗く平成24年11月30日)資料

充実と重点化 ･効率化の同時実施

字015年度の所要額1.(公声),､合計二三 2..7兆円程度 (～3,8兆円程度-ん1.2兆由程度)

B 重点化

〇千ども･子7Fて真珠の充実

【医療･介錘】
0匹qEイHIサービスの溝et件刑の効串化･t点化とta触削ヒ
ーB舟租Bl.介tLfB)lの拝系的JL止しとJL盤丑計のための一樽的なまJf 領 一

諾 芯 謎 も謹呈諸 学票 認 諾 濫 ;ooRtB.LR,LFJL'l_｢

0嶺汝書牡他の削ほ通じた匡dE.介艮偉験加FEのセーフティネット8L他の
卦d:.仲村のJr点化.遭iL性対十
AIFFl書見JAのjl用d;大と由良の肘jt■diの史実化･SaIヒ･J2;JS化
蛭特TVt労他部二羽する札内書良性のiZhFF他六 ･'. -- -
Fr;町村4順のAfaaYの併iL府外JL牡化･肘敢iBgの強化
他所71書床良的娃JtのtE充事(-2200dlR確度))
介Jl斥yEの犬用A担のb力にJtじたA8)のJt*斗化と任所74書へのEA
見放始付の井JAlと
lJq阜秩科の色77itl書昧扶持性it牡化(-1mtLRft射
その他(投合合JFq丘-0.4兆円租虎)

【年金】
く新しい年金制度の創設(鮮)〉
0新竹比供年金t社会除鉄方式)〇五位県陣年金【牧村汲)
く現行制度の改善〉
0A低倶坪梯能の強化
･低所7I高Jt考･At青書等への榔止的招付(5.600他門指圧)
生地yt稚拙仰の細 く300LtR植皮l

Oi且族年金の父子#岳-の堆夫(100LCR程度)
●短時桝労山号に対TるLi生年金の有用拡大

平均在J*E3nのjt少等(▲uoOt一円托JE)外来士抄のZI正化(▲13叩ttPHiJt)介tL手柄･1zl化予防･介ZL托蚊の1点ft.【在宅への拶行)

-･･一公千への形Vri完全美BEの4台は▲I,600ESR
改正法では.公文-のJ2書はJe小(▲200t1円旭丘)

･介JIM何重のJ!q軒ng入(尭全案JETれrZ▲1500仕円)
･性Jl書に対するtl相川JA事t尉ヒ予防I=効果のある絵付-のL点化

▲-05兆円程度

4産休期r'1中の保険料A瑠免除 ●社用育年金の一元化
4第3号牡保険者制圧の見正しの検討 ●在杜若rF年金の見直しの検肘
【●は公tへの影曹なし)

0物軒スライド特例分の解消

･平成25年圧から平成27年flの3年nJlで解消し,平成25年度は10月から実施
0才所得舌の年金冶付の見ttLの検討
○マクロ推済スライドの壌肘
･牛に毎年▲09%のマクロ捜済スライドをすると､毎年最大01兆円I呈鑑の公平搾小
●材中軸N上取の引上【1の検肘
◆三治開始年ri引上げの検討仲長期的な殊肝)
･基礎年金の支蛤的始年爺を引き上げる牧舎_1強引fJ:け萌に引上rl租こおいてn5兆円寸呈座州軌､

(潔)3先のfⅧLZ!書｣では.今故の公的年金朝凪今次の高齢者臣従制圧にかかる即Fl二つし､ては,あらかじd)その内容特について三党間で合意に剛ナて別宅するとされている.

現在 の性 ･年齢 階 級 別 の 医療サ ー ビス利 用状 ,I_兄をその まま将 来 に投 影 した場 合 に お ける入院者 数等 の見 込み

平成27(20ー5)年度

高度急性期 80万人/日 86万人/日 し 97万人/日-奴急性期

亜急性期LBi]任期等

精神病蘇 31万人/日 32万人/白 34万人/日.

高度急性期 【一般病床】 【一般病床】日4万味 【-般病床】129万床
-般急性期 107万床

75%程度 759も確度 759も程度
亜急性期.回復期等 19-20日程度 19-20日程度 19-20日棲度

長期魚葺 く慢性期) 23万昧 91%程度 27万民 91%程度 34万味 91%確度
150日.確度 150日程度 150日程虎

稚神病床 35万床 90%程度 36万床 90%程度 37万床 90%程度300日程度 300日程度 300E]程度

入院計 T78万床 80%程度 202万床 80%確度

1健2729万人 1偲2623万人

※社会保仲･税一体改革r=おけるr匡額･介雌に係る長瀬fL7十｣t=おけるデータr=よる.必羊病床数の見込みにおいて.｢%Jlま平均稼働中_r日IL2平均在暁El臥 6

病床機能情報の報告･提供の具体的なあり方に関する検討会
【趣旨】

0 24年6月に｢急性期医療に関する作業グループ｣でとりまとめられ､社会保障審議会医療部会で了承されたrr一般病床の機

能分化の推進についての整理 Jでは､一般病床の機能分化の推進に向け､医療機関が担っている医療機能を都道府県に軸

昔する仕組みを導入することとされた｡この報告制度に関し､｢報告を求める各医療機能の考え方や具体的な内容については

､医療提供者や利用者の意見も踏まえながら､医療部会の下に設ける検討の場において､別途検討を進めるJとされたところ｡

○ これを踏まえ､報告を求める医療機能の考え方や具体的な報告事項等について検討を行うため､･本検討会を開催する｡

【本検討会において議論すべき論点】
1.医療機能の具体的な内容について

･急性期､亜急性期及び回復期それぞれの医療機能において.対象とする主たる患者像や求められる医療の内容は何か｡

･各医療機関がどの医療機能を選択して報告すればよいかの判断基準をどのようにすべきか｡

･その他報告すべき医療機能として位置づけるべきものがあるか｡ (併)地域一般､障害者･特殊疾患 等

2.医療機能毎の報告事項について

I1.の内容を踏まえ､各都道府県が提供している医療の機能や特性､人的な体制､構造設備などの現状を把握するとともに､

患者や住民に提供していく観点から､医療機関に求めるべき報告事項は何か｡

3.病床機能情報の提供について

･患者や住民にわかりやすく提供するという観点から､

①医療機関による提供方法やその内容はどのような形が適当か ｡

②都道府県による公表方法やその内容はどのような形が適当か｡

【構成員】
相淳 孝夫 一般社団法人日本病院会副会長

安部 好弘 公益社団法人日本薬剤師会常務理事

◎遠藤 久夫 学習院大学経済学部長

○尾形 裕也 東京大学政策ビジョン研究センター特任教授
加納 繁照 一般社団法人日本医療法人協会会長代行
高智 英太郎 健康保険組合連合会理事
斎藤 訓子 公益社団法人日本看護協会常任理事

西津 寛俊
花井 圭子

松田 晋哉
三上 裕司
山口 育子
山崎 理

公益社団法人全日本病院協会会長
日本労働組合総連合会総合政策局長

産業医科大学教授
公益社団法人日本医師会常任理事

NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長
新潟県福祉保健吉帽り部長

◎は座長､○は座長代理 (五十音順)

〔開催状況】
第1回 24年11月16日(金)'､第2回 12月13EI(木)､第3回 25年1月11El(金)､第4回 25年3月7日(木).第5回 25年4月25日(木).
第6回 25年5月30日(木) /



機能分化を推進するための仕組み卸4回社諾濫1諾 若妻慧
○医療機 関による報告 (平成26年度-)

医療機関が､その有する病床において担っている医療機能の

現状と今後の方向を選択し､病棟単位で､都道府県に報告す
る制度を設け､医療機関の自主的な取組を進める｡

第14回杜会保陣制度改革園民会i我

医療機関が報告する医療機能について (平成25年6月10日)料
淡 報告制産の詳細は.｢病珠機能付報の報告 硯供の具体的なあり方に関する検討会｣で倹相中

○ 医療 機 関 は､以下の 医療機能 の中から､その有する病 床の 医療機能 の現状 と今後 の方向を選択

し､病棟 単位で都 道府県に善良告するn

医療機 能の名称 医療機能の内容

声性期 〇 ､主として.急性期の患者に対し､状態の早期安定化に向けて､比較的診療
密度の高い医療を提供する機能

亜急性期 ○ 主として､急性期を経過した患者､在宅..介護施設等からの患者であって
､症状の急性増悪した患者に対し､在宅復帰に向けた医療を提供する機能

回復期lJハビリテーション ○ 主として､急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対

し､ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供
する機能o

長期療養 ○ 主として､長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能

○ 主として､長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を
含む)､筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能

地域多機能 ■○ 一つの病棟で複数の医療機能を持ち､幅広く対応できる機能

洪 高度急性期についてIL 主に急性期杜能と報告のあった医療機関の情報を分析し_その他tE付けについて今後検討｡

○ また ､医療機関は､上記 の ｢医療機能｣と併せて､地域 医療ビジョンを策定する上 で必要な｢提供し

ている医療 の具体的内容 に関する情報 ｣を都道 府 県に報告する｡

[報告する情報の例]
(全医療機能共通の報告事項)

病床数.高額医療機器の配置状況.医療従事者の配置状況.入院患者敏.入枝折の場所別患者数､退棟先の場所別患者数等
(急性期機能の報告事項)

郡 茸必要度(入院患者に積供されるべき看拝の必要丑)を満たす患者の割合･救急からの入院患者数･全身麻酔手術件数一恵性腫痔手術件数守

艶 皇 鵬 策 定 までの 屈 血 醜

○ 我が国は国民皆保険のもと､女性の平均寿命86歳(世界2位)､男性79歳(同8位)を実現するなど.世界でも頬を見ない高
水準の医療･介護制度を確立｡

0 65歳以上の高齢者数は､2025年には3.657万人となり､2042年にはピークを迎える予測(3.878万人)｡
○ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく｡
○ 国民の60%以上が自宅での療養を望んでいる｡
○ ケアマネジャ-の50%近くが医師との連携が取りづらいと感じているなど医療.介嬢の連携が十分とはいえない｡

○ 国民の希望に応える療養の場の確保は､喫緊の問題｡
or社会保軒 税一体改革大綱｣に沿って､病院･病床機能の分化･強化と連携､在宅医療の充実､重点化･効率化･
地域包括ケアシステムの構築等を着実に実現していく必要があり､2025年のイメージを見据えつつ･あるべき医叡
介護の実現に向けた策が必要｡

■施策を総動員 し. ｢在宅医療 ･介護Jを推進

○予算での対応
･平成24年度補正予算や平成25年度予算により､在宅医療･介護を推進
･x平成24年度補正予算_在宅医療など都道府県における必要性の斉し､事実を支援するたd).地域医蝶再生基金に500億円頼み均し
※平成25年度予算 小児の在宅医舟の推進のためのモデル事菓(17L8円).地域で在宅医療を担う多畦種を育成するための研拝(10止円)8

0制度的対応
･平成25年度からの5カ年の医療計画に､新たに｢在宅医療について達成すべき目標､医療連携体制｣等を明記

･在宅医療の法的位置づけを含め､医療法改正について検討中

○診療報酬.介護報酬

･24年度同時改定において､在宅医療･介護を重点的に評価

○塵絶
･省内に｢在宅医療･介護推進プロジェクトチーム｣を設置し､在宅医療L介護を関係部局で一体的に推進



特定機能病院制度の概要

医療施設機能の体系化の一環として､高度の医療の提供､高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を
実施する能力等を備えた病院について､厚生労働大臣が個別に承認するもの｡

○ 高度の医療の提供

○ 高度の医療技術の開発･評価

○ 高度の医療に関する研修

承認要件

○ 高度の医療の提供､開発及び評価､並びに研修を実施する能力を有すること｡

○ 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し､医療を提供すること(紹介率30%以上の維持)
○ 病床数 ････=400床以上の病床を有することが必要｡

○ 人見配置

･医 師--通常の病院の2倍程度の配置が最低基準｡

･薬剤師････入院患者数÷30が最低基準｡(一般は入院患者数÷70)
･看護師等･.入院患者数÷2が最低基準｡(一般は入院患者数÷3)
【外来については､患者数÷30で一般病院と同じコ
･管理栄養士1名以上配置｡

○ 構造設備- ･集中治療室､無菌病室､医薬品情報管理室が必要｡ 等

※承認を受けている病院 (平成之5年4月1日現在) … 86病院

特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会

【趣 旨】

社会保障審講会医療部会において､特定機能病院及び地域医療支援病院の承認要件について､具体的に検討する

ことが必要とされたことから､本検討会において､これらの具休化に向けて検討を行う｡

【主な検討項目】

●特定機能病院の承認要件の見直し

●地域医療支援病院の承認要件の見直し

【構成員】

○ 上田 茂

梅本 達郎

◎ 遠藤 久夫

遠藤 秀治

梶井 英治

斉藤 訓子

堺 常雄

佐藤 保

日本医療機能評価機構理事

時事通信社外国経済部部長

学習院大学経済学部教授

公益社団法人日本薬剤師会理事

自治医科大学教授

公益社団法人日本看護協会常任理事

一般社団法人日本病院会会長

公益社団法人日本歯科医師会常務理事

島崎 謙治 政策研究大学院大学教授

霜鳥 一彦

中川 俊男

西薄 寛俊

蓮見 公雄

松田 晋哉

涙鍋 響

宮崎 勝

森山 寛

健康保険組合連合会理事

公益社団法人日本医師会副会長

公益社団法人全 日本病院協会会長

公益社団法人全国自治体病院協議会会長

産業医科大学教授

長野県健康福祉部長

千葉大学附属病院病院長

東京慈恵会医科大学附属病院病院長

◎は座長 ○座長代理 (五十音順)

【開催状況】

第1回 平成24年3月15日､第2回 平成24年4月26日､第3回 平成24年6月29日､第4回 平成24年7月27日､
第5回 平成25年3月27日､第6回 平成25年5月30日
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地域医療支援センター運営経費 平 成25年 度 予 算 ?3｡禁 ,R '平成24年度予算 7左諾 '

;医師の地域偏在 (都市部への医師の集中)の背景

地域医療支援センタ-の目的と体制 :> 高度.専門医舟への志向､都市郎の病院に戻れなく在るのではないかという相乗への不安等 ;

L>都道府県が責任を持って医師の地域偏在の解消に取組むコントロ=JL3Zワ-の確立 ∧

>地域枠医師や地域医療支援センタ-自らが確保した医師などを活用しながら_キャリ7形成支援と一体的に.地域の医師不足痛憤の医師確操を支乱

>重度旦東風塾隆として､喫緊の課題である医師の地域偏在解消に取組む○

地域医療支援センターの役割

○ 都道府県内の医師不足の状況を個々の病院レベルで分析し.優先的に支援すべき医療機関を判断.
医師のキャリア形成上の不安を解消しながら.大字などの関係者と地域医療対策協議会などに
おいて調整の上.地域の医師不足病院の医師確保を支援.

○ 医師を受入れる医棟機関に対し.医師が者欲を持って着任可能な環境作りを指串.支乱 またL.公的 (潔)貞半群の走Al*として旺められた分であL).
このほか.既存のZtA等昔話用し如才府Aと
大字が独自に世ZELf=地Jd枠もある.

>平成25年度現在､全国30道府県の地域医蝶支描センターの運営I=対する支規を実施している.
>平成23年産以降.20道府県で合計BO8名の医師を各道肝県内の医療牧場へあっせん･派遣をするなどの実軸を上げている｡(平成25年3月末時点)
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医 療 機 関 の 勤 務 環 境 改 善 に 向 け た ス キ ー ム

■ 医 師 ､ 看 護 師 等 の 医 療 スタ ッフの 勤 務 環 境 を改善 す る こと に よ り､ 医 療 安 全 の 確 保 及 び医療の質の向上

を 図 る こ と が 必 要

■ 医 療 機 関 の 責 任 者 な ど がスタッフと協力して､｢雇用の 質 ｣向 上 に取 り組 む た め の 自主 的 な勤務環境改善活

動 を 促 進 す る シ ス テ ム -｢雇用の葉l向上マネジメントシステ ム を 制度 化

■医 療 勤 稚 瑠 璃 改 善 貫 揺tZンJ>-は､労靖管理面など勤務環境改善に向けた
各 医 療 機 関 の取組み 務環境改善

セン タ ー

【各医療機関による自主的な勤粁環境改善の取組】
○ 各医療機関の自主的な取組を支援するため.厚生労働省は､医療機関の勤
務環境改善を図るためのシステム (PDCAサイクル型のマネジメント･シス
テム)を整備するとともに､その円滑な実施のためのガイドラインを第定｡

【医療機関に対する支捜】
○ 庄卜都道府県等は､コンサルテインク､研修､意紬の啓発などにより.医凍
機関の勤務環境の改善の支i農措置を緯するよう努めること.

o また,各都道府県ことに､医療機関に対する勤務環境改善を支援するた
めの｢支援センター｣を喜安置｡

○ その他の関連規定を聖備



看護職員確保対策について

(背景)

○ 少子化が進展する中､今後必要とされる看護職員を確保するためには､抜本的な看護職員
確保対策が不可欠｡

○ 離職中の者を含め､個々の看護師免許保持者の状況を的確に把握した上で､それぞれの
ニーズを踏まえた研修､情報提供､相談､職業紹介等の支援を実施していく仕組みや､働き
やすい職場づくりによる離職防止の徹底等の取組が不可欠o

(対応Ol方向性)
(1)看劉 武具の復職支援の強化

･看護師等免許保持者について一定の情報の届出制度を創設し､離職者の把纏を徹底｡
･ナースセンターが､ライフサイクルを通じて､適切なタイミングで復職研修等必要な支援
を実施｡

(2)勤務環境の改善を通じた定着 ･離職防止

･医師等を含めた医療スタッフ全体の勤務環境を改善するため､医療機関による自主的な勤
務環境改善活動を促進するとともに､医療勤務環境改善支援センターが医療機関の取組を
バックアップするシステムを構築｡こうしたシステムを普及させることで､看護職員につ
いて定着 ･離職防止を推進｡

17

チーム医療の推進について

○社会保障 .税一体改革大綱 (平成24年2月)

多職種協働による質の高い医療を提供するため､高度な知喜我.判断が必要な一定の行為を

2.その他の医療関係職種の業務範囲や業務実施態勢の見直し

その他の医療関係職種についても､チーム医療を推進する観点から､業務範囲等の見直しを検討｡

<具体例>

(1)診療放射線技師

診療放射線技師が実施する検査に伴い必要となる行為について､新たに業務範囲に追加｡

･cT検査､MRl検査等において造影剤自動注入器を用いた造影剤投与を行うこと

･下部消化管検査に際して､カテーテル挿入部(虹門)を確認の上,虹門よりカテーテルを挿入すること 等

iBiJ乱吐阻皇圭
･歯科衛生士が歯科医師の｢直接の指導｣の下に実施しているフッ化物塗布や歯石除去等の予防処置
について､歯科医師との緊密な連携を図った上で実施することを認める｡
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特定行為に係る看護師の研修制度

○ 医師又は歯科医師の指示の下､診療の補助のうち､実践的な理解力､思考力及び判断力を要し､かつ高度な専門知識

及び技能をもって行う必要のある行為 (以下 ｢特定行為｣という｡)について､保肋書法において明確化する｡

なお､特定行為の具体的な内容については､省令等で定める｡

･X 特定行為の規定方法は限定列挙方式とする｡また､その追Z]0･改床については､医師､歯科医師､音各章師等の専門家が参画する常設の
晋浦の土易を投屈し､そこで検肘した上で決定する｡

○ 医師又は歯科医師の指示の下､看護師が特定行為を実施する場合に､以下のような研修を受けることを制度化する｡

･医師又は歯科医師の指示の下､プロ トコール (プロ トコールの対象となる患者及び病態の範囲､特定行為を実施する

に際 しての確認事項及び行為の内容､医師への連絡体制など厚生労働省令で定める事項が定められているもの)に基

つき､特定行為を行おうとする看護師は､厚生労働大臣が指定する研修機関において､厚生労働省令で定める基準に

適合する研修 (以下 ｢指定研修｣という.)の受講を義拐つける｡

･指定研修の受講が義顎つけられない､特定行為を行う毒害葺師については､医療安全の観点から､保助書法上の資質の

向上に係る努力蕪靖として､特定行為の実施に係る研修を受けることを追加する.

※ 既存の看護師であっても､プロト⊃-JL'に墨つき特定行為を行おうとする場合は指定研修を受けなければならなくなることから､
制度施行後､一定朋閣内に研修を受けなければならT3:いこととするといった経過措置を設ける｡

欺 特定行為が追加された硯台であって､かつ､当指内容が研修の教育内容も変更する必要がある複合にあっては､当害亥内容に係る追
加の研修義視が生じる｡

○ 厚生労働大臣は､研修機関の指定を行う場合には､審議会の意見を聴かなければならない｡

※ 畜言烏合は,医師､歯科医師､書陣師等のf門家により組織する｡

○ 特定行為に応じた研修の枠組み (教育内容､単位等)については､指定研修機関の指定基準として省毛等で定める｡

※ 指定基準の内容13､署班会で検討した上で決定する｡

○ 厚生矧 動大臣は､指定研修を修了L/た看護師からの申請により､当該研修を修了した旨を看護師矧 こ登録するととも

に､登録証を交付する｡

※ 指定研修機関における研修を修了したことの昔は師籍への登録lよ あくまで研修を修了したことを確詑するためのものであって､国家
ji椙を新たに創投するものではない｡

医療事故に係る調茸の仕組み等f=ついて

これ までの経緯

平成 19年

○ 医療事故に係る調 査の仕組みについて､自民 党｢医療紛争処 理の あり方検討会｣(座長 :大村秀章議 員)

の取りまとめ(平成 19年12月)において､新制度の骨格 や政府 における留意事項を提示｡
∫

平成20年

○ 厚 生 労働省においては､平成19年4月から検討会で検討を行 い､三次 にわたる試案公表と意見募集を実

施 ｡提 出された意見 と自民免の検討会での議論 を踏まえ､平成20年6月にr医療安全調査 委員会設置法 案

(仮称 )大綱案｣を公表｡

0 第 三 次試案 や大綱案に対 して､医療関係者の一部から様 々な懸念 が寄せ られた｡

平成21年
○ 政権 交代があり､当時の厚 生労働 大臣より｢(厚労省)第三次試案 及び大綱案のまま成案にすることは考

えていない｣旨の国会答弁があったO

平成23年以降

○ こうした中､民主党のマニフェスト等 に基づき､平成23年8月に厚生 労働大 臣政務官主宰の｢医療の質の

向上 に資する無過失補償制 度等のあり方 に関す る検討会｣を設置 し､検討を開始したが､同検討会で｢まず

は､その前 提となる医療事故調査制 度の見通しをつけるべき｣ との意 見があったことも踏まえ､平成24年2
月に同検討会の下 に｢医療事故に係 る調査の仕組み等のあり方 に関 する検討部会｣(大 臣政務官主宰)を

設置 C

O 同検 討部 会は､13回開催 し､平成25年5月に｢医療事故 に係 る調査 の仕組み等に関する基本 的なあり方｣
をとりまとめた｡

医療事故に係る調査の仕組み等のあLJ方に関する検討部会の概要

1 趣旨

r医療の質の向上に実する無過失補tMII度等のあり方に関する検討会｣の検討

課題の一つである医療事故の原因究明及び再発防止の仕組み等のあり方について
幅広く検討を行う.

2 主な検討項 目

1)医療事故に係る調査の仕組みのあり方

2) 再発防止のための仕組みのあり方
3) その他

3 構成員

有賀 轍

鮎滞 純子

飯田 修平

岩井 宜子

加藤 良夫

里見 進

高杉 敬久

豊田 郁子

中,7 聖次

樋口 範雄

昭和大学病院 院長

九州大学大学院医学研究院医療権嘗･管理竿緋座 進数は

練馬総合病院 院長

専修大学 名誉教授

南山大学大学院法務研究科 教授/弁技士

東北大学 総長
日本医師会 常任理事

医療事故被害者 ･遺族/新葛飾病院セーフティーマネージャー

独立行政法人労働者健康福祉機構 軟田労災病院 第二内科部長

東京大学大学院法芋政治学研究科 削受

本EZ)麻由美 読売新聞東京本社 精美局社会保障部 記者
松月みどり 日本菅江協会 常任理事

官滞 潤 音溝潤法律事務所 弁護士
山口 育子 NPO法人ささえあい医療人権センターCOML 理事長

山口 他 国家公職鼻共済組合連合会虎の門病院 聴聞

○山本 和彦 一橋大学大学院法学研究科 糾受

○座長,五十音順 (敬称略)

4 検討スケ ジュー ル

第 l回 平成24年 2月 1_旦旦
･今後の検柑方針の梓比､診療行為に卵遺した死亡のtq至分析
モデル事某のヒアリング 等

第 2回 平成24年 3月乙旦且
･関係Eil休からのヒアリング

第3回 平成 24年 4月21 日

18K成鼻からのヒアリング

第4回 平成 24年 6■月 1_4月
調査を行う目的,対象や範臥 畑地(=ついて

亀5回 平成 24年 7月乙旦且

･帥至を行う組托､脚室掩黒の取扱い.=ついて

第 6回 平成24年 8月 3_旦旦
･調査の実務.匡味安全支はセンターとの関係について
第7回 平成 24年 9月2_旦旦
･診療行為に胆遺した死亡の机壬分析モT-Jt,事東の実蒲
についてヒアリング.胴査r=必要な史用負担.=ついて

第8回 平成24年10月≧_旦且

･捜査機悦との関係について
第9且 平成 24年12月 14日'

･消文書安全研壬垂A会について消発着庁からのヒアリング
･再発析止のあり方について
第10回 平成 25年 2月 ヱ旦
･BA係団体等からのヒアリング
第11匡l平成 25年 3月2__2日
･医療事故に係る調査の仕組み等lこ朋する基本的なあり方と輸点

第12回 平成25年 4月 l_8_日
･医療事故に係る珂壬の仕組み等lこ関する基本的なあり方と旅点

第13【司 平成25年 5月2_旦且

･匡dZ事故lこ係るEPl至の仕組みglこ関する基本的なあり方
(とりまとめ)

医療事故に係る調査の仕組み等に関する基本的なあL)方

｣.調査の日的○原因究明及び再発防止を図り､これにより医療の安全と医療の質の向上を図る｡

呈二調査の対象
○ 診療行為に関連した死亡事例(行った医療又は管理に起因して患者が死亡した事例であり･行った医療又は管理に起因

すると疑われるものを含み､当該事案の発生を予期しなかったものに限る｡)

○ 死亡事例以外については.段階的に拡大していく方向で検討する｡

_3."調査の流れ
○医療機関は､診療行為に関連した死亡事例(行った医療又は管理に起囲して患者が死亡した事例であり･行った医療又は

管理に起因すると疑われるものを含み､当該事案の発生を予期しなかったものに限る｡)が発生した場合･ますは遺族に十分

な説明を行い､第三者機関(=届け出るとともl=､必要.=応じて第三者機関l=助言を求めつつ･速やかに院内調査を行い･当

該調査結果について第三者機関に報告する｡(第三者機関から行政機関へ報告しない｡)

○ 院内調査の実施状況や結果に納得が得られなかった場合など､遺族又は医療機関から調査の申請があったものについ

て､第三者機関が調査を行う｡

_4.院内調査のあり方について
○ 診療行為に関連した死亡事例(行った医療又は管理に起因して患者が死亡した事例であり､行った医療又は管理に起因

すると疑われるものを含み､当該事案の発生を予期しなかったものに限る｡)が発生した場合､医療機関は院内に事故調査

委員会を設置するものとする｡その際､中立性･透明性･公正性･専門性の観点から･馴 Jとして外部の医療の専門家の支援

を受けることとし､必要に応じてその他の分野についても外部の支援を求めることとするQ

o 外部の支援を円滑･迅速に受けることができるよう､その支援や連絡胡 整を行う主体として･都道府県医師会･医療関係

団体､大学病院､学術団体等を｢支援法人･組軌 として予め登録する仕組みを設けることとする｡

○ 診療行為に関連した死亡事例(行った医療又は管理I=起因して患者が死亡した事例であり､行った医療又は管理に起因
すると疑われるものを含み､当該事案の発生を予期しなかったものに限る｡)が発生した場合･医療機関は･遺族に対し･調
査の方法(実施体臥 解剖や死亡時画像診断の手続き等)を記載した書面を交付するとともに･死体の保存(遺族が拒否した

場合を除く｡)､関係書≠頁等の保管を行うこととする｡



○ 院内調査の報告書は･遺族に十分説明の上,開示しなければならないものとし､院内調査の実施費矧ま医療機関の負担

とするoなお･国は､医療機関が行う院内調査における解剖や死亡時画像診断に対する支援の充実を図るよう努めることと
するb

O 上記の院内事故調査の手順については､第三者機関への届け出を含め､厚生労働省においてガイドラインを策定する｡

5･第三者機関のあり方につLt三

〇 独立性ヰ 立性･透明性･公正性･専門性を有する民間組織を設置する｡

○ 第三者機関は以下の内容を業務とすることとするq

① 医療機関からの求めに応じて行う院内調査の方法等に係る助言
② 医療機関から報告のあった院内調査結果の報告書に係る確認･検育正･分析

※ 当肱確托･横旺.分析は･医療事故の再発防止のため(=行われるものであって､医療事故に関わった医療関係降積の過失を旺定する
ために行われるものではない｡

③ 遺族又は医療機関からの求めに応じて行う医療事故に係る調査
④ 医療事故の再発防止策に係る普及･啓発

⑤ 支援法人･組織や医療機関において事故調査等に携わる者への研修

○ 第三者機関は･全国に一つの機関とし･調査の実施に際しては､案件ごとに各都道府県の｢支援法人･組軌 と一体となっ
て行うこととする｡なお･調査に際しては､既に院内調査に関与している支援法人･組織と重複することがないようにすべきで
ある｡

○ 医療機関は･第三者機関の調査に協力すべきものであることを位置付けた上で､仮に､医療機関の協力が得られず調査
ができない状況が生じた場合にはーその旨を報告書に記載し､公表することとする｡

○ 第三者機関が実施した医療事故に係る調査報告書は､遺族及び医療機関に交付することとする｡

○ 第三者機関が実施する調査は､医療事故の原因究明及び再発防止を図るものであるとともに､遺族又は医療梯関からの
申請I=基づき行うものであることから､その費用については､学会堰 療関係団体からの負担金や国からの補助金I=加え､調
査を申請した者(遺族や医療機関)からも負担を求めるものの､制度の趣旨を踏まえ､申請を矧 ずることとならないよう十分配
慮しつつ､負担のあり方について検討することとする｡

○ 第三者機関からの警察への通報は行わない｡ (医師が検案をして異状があると認めたときは､従前どおL).医師法第21
条に基づき､医師から所轄警察署へ届け出る｡)

(参考) 医療事故調査制度における調査制度の仕組み

※ 第三者機蘭への調査の申汁は､院内調査の結果が得られる前に行われる場合もある｡ 25

臨床研究の推進 (臨床研究中核病院(仮称)の整備)

E]本発の革新的医薬品 .医療機器の開発などに必要となる質の高い臨蘇研究を推進するため､国際水準の臨床研究や医

臨床研究の賓を保証する｡ (これにより､薬事法の承認申請への活用や先進医療における取扱いの弾力化が可能と
なる. )

難病や小児疾病等の治療のための医師主導治富貢を継続的に実施可能な体制を確保する｡
- 日本発の革新的医薬品 .医療機器の開発や未承認薬等の開発につながるとともに､より効果の高い治療等が､

より迅速に全国の医療現場で広く行われることになる｡

臨床研究中核病院の主な機能

機能1 大学等発の医薬品候補物質等を用いた国際水準 (lCH-GCP準拠)の臨床研究を実施できる.
機能2 患者数の少ない難病 ･小児等の医師主導治験を実施できる｡
機能3 市販後に既存薬の組合せ等により最適rJ治療法を兄いだす臨床研究を実施できる

予算事業として､早朋.探索的臨床拭崇拠点(ヒトに初めて新規薬物.tEL鴇を投与.援用する鋳床研究を世界に先鵬けて行う拠点)を平
成23年度力､ら5か所し臨床研究中核病院を平成24年度乃＼ら5か所､平成25年在からは要に-5か所軽備中.
- 体制整備を淀める中で､今胤 法青に規定する一定の基準を満たしr=病矧こフいては.医頼法の鳩床研究中核病院｣として琴丘乱_

大壷.FF究機関における基礎研究企業における基礎研究 臨床禦慧 [垂 □ 鴫 .W 水- 床㌫究 蔓好期常臨床研究中核病院 ■ -8遍在治dR法を兄いだす臨床研究 ;-‡=驚 諾 P
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外国医師の臨床修練制度の見直しについて
平成23年6月8日第18回社会保件fAB会医療部会抜出史料

1. 臭苗 しの皇位的な内容

(1)年限の弾力化

○ 現行は､許可の有効期間は最長2年間とされているため､例えば､E]本の医学部の大学院 (一般に4
年課程)に留学したとしても､十分な臨床教育を受けられない可能性がある｡

○ このため､医療分野の国際交流の進展等により一層寄与する観点から､fF当な理由 (医学部の大学院
に在学中 等)があると認められる範囲 (最長2年間)で.許可の有効期闇の延長を認めることとする｡

※ 大学院に在学中の者については､在学中の期間に暗り､再延長(最長2年他)を淀めることとする. ＼
※ 歯科医師については.医師と同様の見直しを行うこととする.ま1E､書拝師等については､正当な援由があると搾められる場合
に限り､現行の許可の青棚 (1年間)を市長1年間延長することができることとする｡

(2)手続 ･要件の簡素化

○ 臨床修練制度は制度施行 (昭和62年)から20年以上が経過し､この間､受入病β完において､外国
の医師の受入れに関するノウハウの蓄積､外国の医師の能力等を主体的に確認する仕組みの整備等か進
められているが､一万.当事者からは ｢手続が煩雑｣｢要件が厳し過ぎる｣等の指摘もなされている｡

○ このため､制度運用の実態に沿って､受入病院の音圧において.の外国の医師の能力水車 ②滴t2)衣

指嶺体制､③医療事故等が発牛した際の始値能力､を確保する仕組みに改めるとともに､厚生労働大臣

が関与する手続 ･要件を簡素化する方向で見頃しを行うこととする｡

〔見直しの異体的内容】
◆ 厚労大臣による指導医認定制麿を廃止 (外国の医師の語学能力に適した指導医を受入病院が選任)
◆ 受入病院と緊密な連携体制が確保されている病院 .診療所における臨床修練の実施を許容
◆ 不適切な事例が発覚した場合の対応 (TT入検査 法令達度の事葵の公表等)を整備

○ また､入国後速や力＼に臨床修練を開始できるようにするため､入国前でも陀庶低級の許可家電rjる
ことができるよう笹備することとする｡



(3)教授 ･臨床研究 における診療 の容認

○ 現行は､医療研修を目的として宋Bした外国の医師に限って診療を行うことが認められているが.

今後､医療分野における国際交流が進む中で､例えば､高度な医療技術を育する外国の医師が､その

技術を日本の医師に対して教授するために宋日するケースや､海外の トップクラスの研究者が､日本
の研究者と共同して国際水準の臨床研究を実施するために来日するケースも想定される｡

○ このため､教授 ･曙舞研究を白的として来E]する外国の医師について､当該外国の医師や受入額塩

が丁定の要件を満たす度合には｣診療を行うことを容認することとする｡具体的73:要件については､
教授 ･臨床研究の安全かつ適切な実施を確保する観点から.以下のとおりとすることとする｡

･ 敷搾.閉床研矧こ仰遇する診耕科おける10年以上の吉夢dt経験がある 診夜分里引こと ･3年以上の診dl提!責カーあること

姑 ･ き那安.牒床研究の実施に必要な卓超した水準の降積.研究能力を青するものと認められること

ip見入 由あ ･ 大学積院､特定機能病院､国立高度専門医項 ･ 大学病院､柑床研修吊院､その他の臨床研修病院
研究センター 等 と同等の教育陣制を育する屑院

-...実施可東な ･ 制B艮耕し
.∴菓海の範鹿 (処方せんの交付を除く.)

由滋 ･ 受入病院 ･ 受入病院

2_.見直 しに当たっての留意点

○ 詳細な制度設計については.広く関係者の御意見をお聞きした上で決定することとする｡

○ 今回の見直しは､外国の医師免許をE]本の医師免許として詠めるものではなく.あくまで一定の目的
の場合に医師法の特例を認めるものである点に十分留意することとする.

歯 科 技 工 士 法 改 正 に 関 す る 資 料 歯科専門職の貨質向上検討会く中成24年11月28日)

(歯 科 技 工 士 国 家 試 験 の 全 国 統 一 化 )歯 科 技 工 士 国 家 試 験 の 全 国 統 一 化 )

1.歯科技工士国家試験 の全国統 一 化をするための改 正

【現状と課塩】

0 昭和57年の歯科技工士法の一部改正により､歯科技工士免許が都道府県知事免許から耳生大臣免許(現在は厚生労働大臣免
許)になったが､実技試験の実施の面から拭験は当分の聞.歯科技工士の養成施設の所在地の都道府県知事が行うこととされた｡

0 拭顔科目､拭験時間､合格基串､拭兵の出腰基串等の拭廉内容はr歯科技工士国家群漬実施要甥.Iで原生労働省が定めており､
拭鹸形式等の詳細な事項に関しては､各都道府県知事が試牧卓見会を開催して試験閉規を作成しているため.均てんな試教の実
施が望まれる｡

o 近年､インプラントやCAD/CAM等の精密な技術が必要とされる歯科技工物の需要が増加しているが､地域によってはこのような高
度な技術に係る拭験間規を作成できる試験垂且を確保し.出題することが困難な状況になっている｡

科技工士国家試験を現在の歯科技工士の養成施設の所在地の都道府県知事が各々行うのではなく､且が

2.試験 実施体 制等

【現状と評題】

○ 歯科技工士国家杖験の全国統一化に際しては､現行は各都道府県が行っている許廉問題の作成､採点その他の抗弁の実施に関
しての事務を.国が行う必要があるが､行政相棒の拡大を周ることは､今般の行政改革の観点からは適当ではないと考えられる.

o こうしたことから.試験の実施に関する事務を.厚生労働省令により指定する者(指定試換機関)に行わせてはどうか｡なお､歯科
衛生士等の国家拭験は､指定試験地関で実施されている｡

○ また､歯科技工士の登録の実施等に関する事務についても同様の観点から､厚生労働省令により指定するもの(指定登録株関)

に行わせてはどうか

厚生労働大臣が実施することとなって い る

科技工士法を改める｡

工士国家試験を指定試廉機関においても実施できるよう､歯

エ士の登録の実施等に関する事務を指定登録機関[=おいても実施できるよう､歯科技工士法を改める｡

平成18年医療法改正で､医療法人の非営利性を徹底するため､持分なし医療法人(解散時の残余財産の帰属先につい

て個人(出栄者)を除外し､また､持分として出資矧 二応じた法人資産の払戻請求が認められない)が医療法の本則となっ

たが､持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行が十分に進んでいるとは言えない.

医療法人数 48,820(H25.3.31)
うち社団法人 48,428(持分なし 6,525持分あり 41,903 (社規法人全体の8_7%1)､財団抵人 392

このため､持分あり医療法人から持分なし医療法人に移行するものについて､その間､医療法人の経営者の死亡により

相続が発生することがあっても､相続税の支払いのための出資持分払戻などにより医業継続が困難になるようなことなく･

引き続き医療を提供できるようにするため､医療法人による任意の選択の下で.法律に基づく移行計国の策定と都道府県

知事の認定制度の創設など､さらなる移行促進策を検討していく｡

法律 への位置 づけ(秦)

○移 行について計画 的な取組 を行う医療法人を､都道府 県知事 が認定する仕組みを導 入する｡

･移行検討の定款変更､移行計画の作成などを要件とする｡

○認 定を受けた医療法人に対しては､都 道府 県が指導 ､助言等の支援を行う｡

その他 の支援策 (検討中の案)

○税制措置 ､補助制度及び融資制度について検討 ｡

.出資者の死亡に伴い相続人に発生する相続税の納税猶予等の特例措置 .移行を支援するコンサルタントに係る経負の補助

･出貸金の払戻しの隙に要する資金の故実

巴≡白




